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はじめに

日本社会臨床学会編集委員会

第５回総会が４月２６、２７日に静岡大学で開かれます。社臨ニュースでもお知らせしてきましたが、
第Ⅲ期に移行することも含めて、より多くの方々のご協力とご支援をお願いしたいと思っています。
本号の紹介に入る前に、前号の第４回総会記念講演について、講演者の十河さんにお詫びをしなくては
いけません。というのもお気づきになった読者の方々もいると思いますが、社臨で初めて試みた十河さん
の絵の写真の一部で幅が切れてしまい、特に「秋草人物図」では、文字が見えなくなっていました。印刷
段階で縮小した際に、縦の縮小に合わせて横の縮小が行われた結果ですが、大変申し訳ないことをしまし
てお詫びいたします。
さて、本号ですが、いつもより薄めに出来上がっています。
「社会臨床シリーズ読書会（Ｉ）報告」は、昨年の１１月３０日に行われたもので、社会臨床シリーズ

全４巻の発刊を記念し、読者の方々と討論、いっそうの深め合いをしていこうという目的で開かれた企画
です。今回は第１巻「「開かれた病」への模索』と第２巻『学校カウンセリングと心理テストを問う』｀が

対象となった第１回目の読書会の報告です。次号に、読書会（ｎ）の報告が掲載される予定です。
順番は前後しますが、「情報化社会と人間関係」は昨年夏の合宿の際に持たれた話し合いの報告です。
ニュースでも一部取り上げ報告しましたが、情報機器問題からつながっている第ＩＩ期社臨の新たなテーマ

であり、現状での問題点の整理を含めて、改めて雑誌にも掲載しました。
読密会と合宿の報告は、いわば社臨の活動であり、活動とリンクした雑誌づくりという今期の方針を意
識して本号はっくられている面もあります。
八木さんの「差別現象の理解社会学」は、ずいぶん前に原稿を頂いており、発刊までに時間がかかり申
し訳ないことです。
島さんと篠原さんの対談「いま、なぜ、らい予防法廃止を問うのか」は、第３巻１号の「いま、なぜ、
らい予防法を問うのか」の続編ともいえますが、今回のなかには予防法廃止にからむ新たな論点の提起が
なされていることから、単なる続編ではない新たな対談といえます。
三輪さんの「精神医療・過去と現在～赤松晶子さんに聞きつつ、問いつつ～（３）」は、連載の３回
目。１９７０年前後の精神医療改革の意味とその思想を批判的に振り返っています。
今回、＜映画と本で考える＞コーナーは、読書会報告に合わせて、第１巻の轡評を２本載せました。青

木照武さんと金松直也さんです。
＜ここの場所から＞には、３人の方々から各々の現状が寄せられています。阿木さんは大学検定コース
に来ている学生とのつきあいを紹介しています。北村さんは、現在の養護教諭に覆い被さってきているカ
ウンセリング問題について現場から報告をしつつ、問題提起をしています。明峰さんは連載「人間と農」
以来の寄稿で、自然に根をおいた意見を寄せてくれています。

少し遅れましたが、今年もよろしくおねがいします。
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１。スタンスとバイアス

差別問題の理解社会学
差別者に＜寄り添う＞作風

私は部落問題をふくむ差別問題を、これまで主とし
て社会学の方法をもちい゛！：’理解しようとしてきた。差
別問題のほとんどすべては現代の重要な社会問題であ
り、社会問題は現代の社会学の主要な研究対象であ
る。社会学は社会的相互作用（社会的相互関係性）の
諸条件・諸過程・諸結果を対象とするから、結局、私
は差別問題をめぐる個人と個人、個人と集団、集団と
集団の社会的相互作用（社会的相互関係性）について
思いをめぐらせてきたことになる。本稿では、差別問
題、ことに部落問題という特定の問題領域についての
私個人のいわば理解社会学の方法１；ｒ点検するつもりで
ある。
私の場合、なかば運動に片足をふみいれるスタンス
から研究活動を開始したという個人史的な特殊性があ
り、それゆえ私の作風にとに部落問題研究）には一
定のバイアスがかかっていたことは否定できない。む
ろん、大急ぎでつけくわえたいが、そのバイアスは問
題解決への情熱的な展望によって特色づけられるもの
であり、特定の政治団体や運動団体への好悪の感情な
いしイデオロギー１こ呪縛されたものではなかった。つ
まり、私はー一度もプロパガンダ・マシンになりはてた
ことはない（と、しんじている）。また、問題対象の
特質からしても、私の研究はけっしてバード・ウォッ
チングやｉＳｌｌ：験室内観察のようなものではありえず、い
う々れぱ私自身がその中にふくまれる社会的世界のな
かで私自身をふくむ相互作用のパターンをとらえると
いう方向をすすまねばならなかったという意味でもー・

定のバイアスは最初から！ｉｌｌ？ｌ吾せざるをえないものでも
あった。当然のことながら、一つの研究の結果が、私
のたてた仮説を逆検証したり、あるいは仮説自体の無
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意味を立証したりして、ひどく私自身をうちのめす場
合もあれば、私自身の差別性が研究過程をつうじてあ
ぶりだされてきて痛烈な自己批判を余儀なくされるこ
ともあった。
結婚式で一番めだっのは花嫁であって、花婿や花嫁
の父親ではない。花嫁の非日常的なファッションにた
いして、花婿や父親のそれは他の参加男性とおなじ礼

服ユニフォームでしかないからである。私は結婚式の
状況全体について社会学的参与観察をしているつもり
なのに、私の目は花嫁のファッションに釘づけになっ
てしまうのである。私の目は色眼鏡で混沌としている
のだろうか。社会的世界にたいして、私はたぶん、「み
るべきほどのものはみた」という思いの獲得をめざし
ているのだろう；が、はたしてそのようなことが可能な
のだろうか。人が状況を観察するのは、一般的に観察
のために観察するのではなく、一定の目的のために観

察するのである。おなじ結婚式を観察しても、私のよ
うに花嫁に集中する軽薄な観察者もいれば、娘をてば
なす花嫁の父親の嘆きぶりに観察の焦点をしぽりこむ
観察者もいることだろう。おなじ対象を観察していて
も、観察される対象はことなるのであって、結局、人
は自分のみたいものしかみないのかもしれず、バイア
スの発生はこの点でも普遍的であろうｏ’。

ある程度までシンボリック相互作Ｊ１１論者でもある私
は、やはりシンボルとしての言葉におおいにこだわっ
ている。易者ではない私には、だまってすわればピタ
リとあてるような方法論のもちあわせがない。個人が
内面でかんがえていることについての明確な情報源は
その個人の発する言葉であって、その意味では言葉は
大脳の窓である。ただし、あくまでも大脳の窓でしか
ないのであって、大脳そのものではない。表出される
言葉力叶べて大脳を反映ないし具現しているわけでは



なく、もろもろの修飾や歪曲がふくまれている。葬式
での主賓の無意味な弔辞の雄弁を内容的に分析するこ
とが必要な場合もあれば、死者との関係を公表できず
葬儀会場の隅でめだたず涙する人の声なき声の推論構
造に文学的な想像力を飛翔させることがもっとも重要
である場合もある。つまり、だから言葉を信用しては
いけないのではなく、だからこそ信用すべきなのであ
る。言葉に首尾一貫性が欠落していたり、歪曲や欠陥
があったとして、それを発見し、見込みのある説明様
式にたどりつくこと、それがとりあえずは私自身の方
法ということになるだろうか。

２。差別者に「寄り添う」

私は自分自身のことを、ある程度までシンボリック
相互作胃１論者でもある私、と表現したが、そのような
自己意識を学問的にではなく実感的にもつようになっ
たのはかなり最近のことである。シンボリック相互作
用論は一般毒研究対象である個人や集団のパースベク
ティブや観点の中に自分自身をおいてみるというアプ
ローチを非常に重視するが、まさに自分自身がその過

程の中にあって、その過程自体が私の推諭に一定の科
学的妥当性をあたえてくれるような、そんな経験を
もったのである。
数年前の秋、私は学生二人をつれてある差別事件の

確認会に出席した。差別事件の概要はこうである。大
型スーパーでの出来事。仕事上のミスを上司に叱責さ
れたパートタイマーにたいして、この差別発言事件の
当事者が「（叱責した上司は）同和地区の出身や」、「よ
く顔をみれば同和の人とわかるやろ」、「鮮魚（売り場）
のＢさんも同和の人や」、「この話がもれればＭさん

（叱貴された人）が言ったことになるで」などと会話
したというものであった。
この事件の舞台になったスーパー・７：〉；本社からは確認

会以前に運動体などにむけた見解轡が提出されてお
り、そこには次のような記述があった。「Ｘ主任（差
別発言者）はＭさんを＜庇うつもり・慰めるつもり＞
で発言したと言っていますが、その発言は相手を見下
げがｆすむことであり、＜庇う・慰める＞は発言を正

当化しようとする意図があるのです」と。また、この
日の確認会に出席していた関係行政、それに運動体
も、ほぽ同様の解釈にたっているように私にはみえた
のだが、私自身はこうした解釈に違和感をかんじてい
た。私自身は、Ｘ主任の差別発言をやはり＜庇う・慰
める＞という動機づけの中で解釈すべきだとかんじ
た。エスノメソドロジストのように、ここでの糾弾場
面を再現すれば、私の解釈の妥当性がかなり了解され
るとおもわれるが、その余裕はない。エスノメソドロ
ジーでは人間の常識的知識の使われ方を主として会話
鬘析などをつうじて徹底的に微細１こ解釈していくのだ
が、そのような見方にたってふりかえってみると、
スーパー本社や行政、それに運動体のいずれもが平板
で常識的な推論に固執し、差別発言者の内面のくい
ま・ここ＞にわけいる力量にかけているように私にみ
えたことだけは印象として今も鮮明にのこっている。
私はこれまで差別事件の糾弾・確認会に、いわば参

与観察者として何度となく出席してきた経験をもつ
が、多くの場合、冷静な観察者としては失格かもしれ
ないが、頑迷固晒な差別者にたいして大いなる怒りを
かんじたものである。しかし、この事件の差別発言者・
Ｘ主任についてはそのような怒りをもつことがなかっ
た。少なくとも私の観察によれば、Ｘ主任は発言の機
会をあたえられるごとに、差別発言の真意が＜庇う・
慰める＞であったことをうったえようと喉元まででか
かるものの、しかし、それをいえば自分の所属企業、
行政、運動体の支配的な理解に背反し、ためにその場
の支配的構成員の全体の怒りをくりかえしてこうむ

り、結果的に確認会が永遠に継続するだろうことを予
測するがゆえに何もいえず、だが、まずはそのような
自らの真意を理解されなければ、自らの発言の差別性
の切開にも着手できないという、いわぱ「差別者にも
たつ瀬がほし１ハ．ｊ心境の中で右往左往していたように
おもわれる。Ｘ主任は、確認会で発言をもとめられる
たびに、差別発言を差別発言とみとめながら、「でも、
私は」「しかし、私は」という言葉をかならずｆ勣ｎし
ていた。発言内容は弁解の余地なく差別的であった
が、その発言は善意によって！ＸＵＩ機づけられていた、そ
れがＸ主任のギリギリの声であり、それに所属企業、- 一 一 - 一 一
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行政、運動体：が実践的な推論をくわえないかぎり、こ
の確認会は前進しないと私は判断したものだった。仮
にその場における私が観察者ではなく、エスノメソド
ロジーの素餐をそなえた糾弾者であったなら、私はた
ぶん躊躇することなく、エスノメソドロジストのいう
＜違背実験＞的な発言をしたにちがいない。すなわ
ち、「Ｘさん、あなたが差別発言したのは、あなたが
やさしい人だったからです」というー言の価彗おそ
らくは、この一言でＸ主任は鎧兜をぬぎすて、自己の
差別性の切開に早期に抵抗なくつきすすんでいったも
のと推察されるのである・２・。
この確認会の場面では、二つの常敵的な推論が交錯

することなく生起し、そしてたちぎれ状態のままお
わった（確認会はその後何度かひらかれたが、これと
いった進展もなく、確認会自体もたちぎれ状態にお
わった）。Ｘ主任は、自らの善意を・評価されないまま
自己の行為を差別とみとめてしまっては自らの人間性
全体が崩壊してしまうだろうという推論をもち、一
方、そうした推論の存在可能性に無頓着なまま差別発
言の差別性そのものを問題化すべきだとする所属企
業、行政、運動体の推論が成立しており、たぶん、そ
の両者の間には一定のリアリティの分離がうまれてい
たと推察される。このリアリティ分離をうめあわす想
像力、それが社会学的想像力というものだと私はかん
がえている。そして、そのような意味での想ｆ象力は、
やはり確認会を主宰しｊ糾弾をすすめようとする側にこ
そもとめられよう。
上記差別発言事件において、被差別側の取り組みが
糾弾会の段階にいたるどころか、なぜにその前段の確
認会次元で頓挫してしまったのかは、まずは私が解釈
したような両者の乖離したＥ哩解の文脈にもとづくリア
リティ分離にもとめられるが、この点について、竹田
青嗣は別の言葉で次のようにのべたことがある。すな
わち、不当に抑圧されている少数者が多数者にたいし
で怒り”や “反感 ”をぃだくことには自然な理由が
あるが、にもかかわらずその異議申し立てが適切な形
で多数者の心意にとどかないかぎり、多数者は自分の
感受性を変更する契機をもたない、また、ある状況で
は乖４弾の論理をもちいることは余儀ないことだとして
-

も、この方法は、力関係の相対化によって特定の差別
現象をおさえこむだけで、差別をうみだす人間の心意
それ自体にたいして手をふれることはできず、差別の
価値観の保持が差別する側にとっても有害であるとの
深い自ｉ五！、ヨ！ｌｌｌ解が成立する時のみ、差別解消の機会がお
とずれる、と・３・。こうした竹田の識論に、昔の私は違
和感をもつことの方がおおかったのだが、上記差別発
言事件の確認会場面を多少ともエスノメソした経験か
らすると、同感することの方がおおい。つまり、Ｘ主
任の所属企業、行政、運動体などによるタテエマ上の
ルールの強鯛（それ自体は何もまちがってはいないの
だが）は、たしかにＸ主任の心意にとどくものではな
かったというべきだろう。
差別問題の理解社会学は、誤解をおそれずにいえ
ば、おそらく差別者によりそうことによってしか成立
しない。すなわち、社会学にかぎらず、人間の研究に
たずさわるものは、人間が行為する時に・Ｃｉｔぜ行為する
のかについて自分自身の考えをもっていると１／ゝ・；５事実
から出発せざるをえないのである。差別する人はおの
れの差別行為についての考えをもっているのであり、
それは状況におうじて諸々の動機や動機づけに関連し
ているにちがいないからである。私たちは、それを理
解する必要がある。ここでの文脈でいう理解とは、
マックス・ウェーバーによれば、ある行為（言語によ
る表現をふくむ）の思念された意味または悒味連関の
現実的理解を意味している（４・。「思念された意味」とい
う概念は、ある出来事の、あるいは意味連関の主観的
な意味である。
Ｘ主任の困難は、自らの差別発言（彼は自らの発言
を差別発言として認識していた）をみとめることに
よって招来されヱ、事態の予測によって根拠づけられて
いる。彼は差別発言したことによって、まずは所属企

業に迷惑をかけたのだから、論理的には発言の差別性
をみとめないことによって、所属企業にかけ犬こ迷惑の
ー端を除去することができると当初は想定したにちが

いない（中央官庁幹部の汚職事件でしばしば課長補佐
クラスが自殺するのはそのためである）。ところが、今
は１１１分が差別発言をしたことを否認すれば所属企業に
迷惑をかける事態になっている。しかし、Ｘ主任の自



分の発言への主観的解釈は、部落差別をするために差
別発言したのではなく、Ｍパートタイマーを激励する
ためのものであった。したがって、確認会をりードす
・Ξ、運動体の人々から「差別された人間の気持ちがわか

るか」とただされても答えようがなく、にもかかわら
ず、所属企業の幹部も行政も早々にＸ主任の差別性を
みとめ、全面的に運動体に謝罪している。自らの真意
はまったくー顧だにされず、完全１こ孤立無援。自分の
差別発言の動機づけ（心意）にさわってこ苓四妻対的
な正しさの前に、Ｘ主任はついに差別発言の意味を切
開するチャンスを喪失したのであって、同時に確認を
すすめる行政。・１・運動体もＸ主任の心意への接近に失敗
してしまったのである。

この場合も、もちろん、動機を他者に関連づけて理
解することが重要である。シンボリック相互作用論的
にいえば、人間の行為は、その行為にたいする他者の
反応の予測にかなりの程度まで基礎づけられている。
Ｘ主任は当初、自らの差別発言が糾弾されるのは当然
だとしても、その差別発言の真因ともいうべき自分の

勤務している大学で１９９４年発生した連続差別落書き
事件であった。私は、大学の人権問題にかんする行政
機関である人権教育研究委員会を代表して、差別事件
にたいする大学側の見解を告示の形で執筆したのだ
が、第１回目の告示では、同種事件についての従来の
大学告示を踏襲した内容、すなわち、反差別的な規範
にのっとって、差別落沓きの筆者＝Ｓｒ・糾弾し、その反省
をもとめることに終始する内容のものとした。しか
し、私の周囲の学生から「マニュアルどおりのような
告示では先生の気持ちはつたわりませんよ」と批判さ
れ、私自身、かなり反省するところがあった。大学告
示である以上、多少なりとも形式的であることはさけ
られなかったが、たとえば、やはり私が代良執筆した
第２回目の告示文の中に「落轡き１１１行者には落書きし
ないではいられなかった生活史ａり背景があったものと
推察される。そのことを落書き以外の方法でぜひとも
表現してもらいたい」との表現をくわえたところに、
私および大学当局の若干σ：）認識的向上があったものと
総括したいのである。

善意は周囲他者によって認知されると予測したにちが３．差別の；意：味解読
いないが、自らの所属企業によってさえ「差別発言を
正当化するもの」と評価され、深く絶望したものと推
察される。主要な準拠集団によって自らの準拠性を拒
否されたのである以上、のこされた準拠価値は、周囲
他者が何といおうと、自らの発言の真意（善意）にも
とめる以外になかったであろう。もちろん、Ｘ主任の
真意（善意）が、実は「弁解」ないし「正当化」でし
かなったということもないではない（私は、その可能
性は少ないとみているが）。問題は、その弁解や正当
化の有無ないし意昧にせまることではなく、弁解や正
当化にＸ主任をいざなった関係性の総体を解明するこ
となのだが、確認会がその点にまで到達することがな
かったことはすでにのべたとおりである。
研究対象である個人や集団のパースベクティブや観
点の中に自分自身をおいてみるというアブローチに固
執しすぎて１１１１義反復的な記述をくりかえしてしまった
が、そのことを強調せざるをえなくなった私自身の経
験をあと一件、簡略にしめしておきたい。それは私が

差別者によりそう、このことを別言すれば、研究者・
私が差別者の身になってヨ差別行為の意味を解読すると
いうことになる。この場合、少し整理しておくべきこ
とがある。よく問題にされるのは、差別と偏見（差別
意識）との関係であるが、これは次のような一般的な
解釈でことがたりるだろう。すなわち、差別は個人ま
たは複数の個人を、その個人の特性よりはむしろその
集団成員性を根拠にし七、否定的に処遇することであ
り、他方、偏見（差別意識）はー定の集団についての
否定的な信念ないし感悄であって、それは彼らにたい
する差別を正当化し強化するように作用するのである
・５・。その場合、偏見（差別意識）が差別（行為）の源

泉となることもあれば、逆に、差別（行為）が偏見（差
別意識）の源泉となることもある。つまり、偏見と差
別とは相互補強的な関係にある。意識は行動として具
現されないかぎり、容易にはとらえがたいものだが、
だからといって、行動をつぶさに観察すれば、そこに-
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内包される意識のあれこれを過不足なくとらえられる
というものでもない。
私の問尼ヽ事は、差別する人が差別する理由の解明で
あり、その場合の；ｉｇｌ：味づけを理解することである。私
にとっての差別問題は、その意味で、差別する側の問
題、すなわち私自身の問題なのであり、そのかぎりで
私はこの問題にたちむかい、たたかいつづけることが
できる。人はなぜ差別の枠組みに魅力をみいだすの
か、あるいは人はなぜ人を差別しないではいられない
のか、その合理的な勒機決定的な理解とそれに付着す
る主観的に思念された意味の理解とに私の｜同心は焦点
づけられてきた。
一つの方法としては、前項にしるしたような個人的

な接近がある。私は１９９１年まで新聞記者をしていた
関係もあり、どうしても個人的な接近法（多くの場合、
深層面接法）にかたよらざるをえなかった。差別事件
を惹起した一人の人間に徹底的につきあいきって、そ
の個人的なモノグラフをこころみることが作業の中心
だった・６・。それぞれ差別した人によりそいつつその生
活史的な背景にまでわけいって、主観的な差別への動
機づけおよび牲味づけについての理解社会学的な接近
をはかろうとしたものだが、当時はなおライフヒスト
リー研究の定式化されたテキストなどもあまりなく、
かなりの程度まで我流の聞き取り鯛査の水準にとど
まってはいたのだが。
「動機は、それが適切な語彙となる一定の社会状況
を離れてはなんの価値ももたない。動機は状況に結び
つけられなければならない」とミルズは強調している
’７’。人々の行為についての動機は、現象的には特殊個

人的なものとしてとらえられるものだけれども、いう
までもなく、その動機なるものは当該個人にとっての
完全なユニークネスをしめすものというよりは、しば
しば学習されたものであり、つくりあげられたもので
ある。人はいままで一度もまなんだことのない言葉で
自分の目的を表現することはできないし、行動を合理
化することもできないだろう。つまり、当該個人に特
有とおもわれた！１珈幾づけの内実は、実際には一定の説
明形式を通過させることによって、かなりの程度まで
普遍化できるものであり、だからこそダラダラとしま
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りなく記述されるライフヒストリーの研究成果物も社
会（科）学的な妥当性を保有することができるのであ
る。また、だからこそ、私がかつて実施してきた個人
への徹底的固執にうらづけられた聞き沓きもそれなり

の客観性をもつことができたのだとおもわれる。結
局、行為にかかわるすべての動機は社会的相互作用の
産物以外のなにものでもないのであり、私は具現され
た行為そのものの全体性をただちにとらえられないか
もしれないが、当該人物の相互作用過程ｉ：・認識するこ
とさえできれば、ある程度まではその人の行為の動機
と：意：味づけを理解することができるはずである。
人間はどのようにして自分自身の行動をみるのか、
それをいかにして他者に説明するのか、他者はそれを
どのようにみて別の他者にそれを説明するのかロロ、
この相互作用過程の解明が決定的に重要である。こう
した相互作用過程に注目して、私はとりあえず差別の
！ｌｌｌＪ４幾づけについて①ルサンチマン型差別②利害関係起
因型差別③同調型差別の３類型を析出してきたのだ
が、いうまでもなく、これらの類型化はどちらかとい
ｊｌ．ｌ£理念型的であって、実際には、しばしばそれらは
相互補完（相互乗り入れ）的である。ちなみに、それ
らの動機づけの図式は従来の社会（心理）学理論との
関係からみれぱ、ルサンチマン型差別は褒丿奪理論と、
利害関係起因型差別は交換理論と、同鯛型差別は準拠
集団論とそれぞれなにほどかつながりがあるといって
よい。私は個人接近法をもちいる時には、こうした図

式を意識しながら、すでにのべたように、-応はシン
ボリック相互作用論のスタンスをたもってきたとお
もっている。
「今の親父の気持ちとしては、一所懸命育てて、近

所からも羨ましがられるような孝ｌｉ息子カｔ一人の女に
のぼせて、部落解放同盟とか法務局とか外部の力を借
りてワシらを犯罪人にしよる、と。ワシらだけやなし
に親族一党を犯罪人にして自分らを苦しめよる、とい
うように思うて・いるわけです。僕は親が憎いわけじゃ
ない、やっぱり親ですからね。ものすごく悲しいんで
す。いつになったら分かってくれるのかわかりませ
ん。親父はほんとうは認めてやりたいと思ってるんや
ないかと思う。彼女が部落やから血がケガレるとか、



そんなんで１５１１対してるんじゃないんです。それ以上
に、要するに＜世間に通用せん＞＜親族一党がメチャ
メチヤにされる＞と」一一。
私が聞き取りした結婚差別事件の当事者の述懐であ
る。このケースでは、語り手は一旦は家族・親族の主
張をうけいれて、部落出身女性との結婚をあきらめる
のだが、部落解放同盟の支えの中で、内心での紆余曲
折をへながら、結局、被差別部落出身の女性と結婚し
た。しかし、親兄弟姉妹および親族一党からは完全に
きれてしまったまま現在にいたっている。発言をみて
のとおり、上にしるした差別の３類型の複合性が明瞭
にしめされていることがわかる。
上記の語りを文字どおりにうけとめれば、話し手の
親におけるルサンチマンが、話し手の結婚についての
利害関心とむすびついており、それらは＜世間＞への
；ａ剰同調によって正当化がはかられるているとみなす
ことができる。つまり、親にとって＜世間＞は重要な

準拠他者であり、部落解放同盟や法務局はぃわば「逆」
準拠他者であって、その準拠の方向性への志向がルサ
ンチマンや利害関心への意識を形成しているというこ
とになる。しかし、事態はもう少しこみいっていたよ
うである。なるほどこの親は＜世間＞への同調を理由
に差別を正当化しているかにみえるが、その真意はむ
しろ逆であって、「逆」準拠他者である部落解放同盟
や法務局への敵意によって、自らの差別的なルサンチ
マンや利害関心を＜世間＞の意向と調整させつつ合理

化しているのではないかとおもわれる。世間に同調す
るがゆえに差別するのではなく、部落解放同盟や法務
局に敵対するがゆえに差別するのではないかとみなし
うるのだが、私がそのようにかんがえた背景には、結
婚をめぐる家族会畿の模様をこの息子はテープレコー
ダ一に録音し、それを部落解放同盟にもちこんだとい
う事実があるからであった。息子、りｆ親や親族等への説
得に成功せず、部落解放同盟にテープをもちこんで、
部落解放同盟に親を糾弾させようとしたことによっ
て、親は一挙に被害者としての自己役割を享受するこ
とができたと。もいえよう。自分自身の一定の見解を堅
持するために誰の明確な反応が必要であるのかを確認
するという段階で、結局、この親、！：息子は、正であれ

逆であれ、部落解放同盟を準拠他者として設定してし
まったのである。方向はちがっても、親も息子も部落
解放同盟に準拠（逆準拠）すべき他者性をみいだした
ことになる。
以上にみたように、動機は行為を準備するだけでは
なく、行為の一部分でもあり、しかも、行為の進行過
程において変化し、単純になったり複雑になったりす
るほか、他の動機づけがくわわったり、元々の動機と
ことなる動機がいれかわったりもする。動機を理解す
るには、当該人物の目的をしる必要がある。私の考え
では、親の行動目的にしても息子のそれにしても、方

向は違っても、根本的には共通しており、いうなれば
「合理化」という概念に焦点づけられるようなもので
あったのではないか。多少とも心理学的にいえば、エ
ゴｔが抑圧された結果の自らの傾向性を保持する共通の

テクニック、それがここでい・う・合・理化である。部落解
放同盟によって親を糾弾させたいとする息子、部落解
放同盟の登場によって自らのルサンチマンの保持を合
理化しようとした親、その両者にとって、状況の推移
は永遠につづく正当化と弁解の連続過程である以外に
なかったのである。
しかし、上記事例において、ある程度まで動機が理

解できたとしても、差別意識と差別行為（あるいは差
別行為と差別意識）との因果関係；、６９里解できるとはか
ぎらない。因果関係には動機以上のものがふくまれて
いる、！こ普通には予測されるからである。自然科学の場

合には因果関係だけでも十分な説明力をもつことがあ
り、まして人間的な意昧での動機づけが作用すること
はほとんどないと想定されるが、いま私がかんがえて
いるよ弓な領域においては、動機づけをきりはなして
因果関係をかんがえるわけにもいかない。人はさまざ
まな理由づけのもとに同じ部落差別という行為にでる
こともあれば、部落差別や民族差別や女性差別や障害

者差別を同じ理由づけのもとにおこなうこともあり、
因果ｌｌぐＪ・・-一般化を動機づけ（７：）観点からだけ説明すること
は困難なのである。かててくわえて、差別者を俎上に
のせて相互作用論の観点から動機づけを理解し、さら
には因果関係をも読解しようとしても、・具体的な生身
の人間の内面にある多様な影響因を・科学的に統制した
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りすることもできない。かくして現在の私は、「差別
者によりそう」スタンスの持続をつうじて、差別とい
う社会的な枠組みが人間存在およびその相互作用過程
にあってかなり本質的な原理であるという理解に到達
しつつも、しかし、そのｇｌ１１機理解や因果性理解の方法
的困難の前になおたちすくんでいる状態にあると告白
するほかない。

４。類型的饒舌の内容分析

最近の私は、どちらかといえば差別意識の量的分析
にかたむきすぎているようである。差別問題（ことに
部落問題）については、多くの地方自治体が多くの調
査活動（実態鯛査・意識鯛査）に多くの予算をさくよ
うになっており、その際、多少とも科学的な調査をも
とめる自治体は社会学者の参加を要請する場合が多
く、結果的には私にもかなりの調２査５・依頼がまいこみ、
そのうちいくつかはひきうけざるをえないからであ
る。
差別意識のような内的なシンボリック過程は、常識
的にみて非常に複雑であり、その観察はどうかんがえ
ても容易ではない。しかし、すでにのべたように、内
心の過程を反映する悄報は言葉であり、そこで提供さ
れる情報が虚偽であろうが真実であろうが、私として
はそれをデータとしてうけとめる以外にない。言葉が
ききやすく、しかも、その言葉がなぜにだされるのか
についてのフィードバック過程を成立させやすいのは
個人拘泥的なインテンシィブな方法であり、最近の私
が多くかかわっている統計学的な計ｌ的方法ではない
かもしれない。しかし、私としてはとりあえずすべて
のデータ・ソースとそこからのデータを重視する以外
にないとかんがえている。ただし、部落問題をめぐる
調査の現状からいえば、残念ながら私自身が参加した
調査をふくめて、＜データの氾濫・理論の貧困＞を問
題にせざるをえないとおもう。もちろん、それにも無
理からぬ理由があり、量的調査は瞬間をきりとること
はできても、過程をあつかうことができないからであ
る。社会調査家たちは量的調査と質的調査の接合に
よって、か竃四轟識成果をたかめることができるとか
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んがえているようであるが、理論的にはともかく、現
実にはそのような成果物に遭遇することは滅多にな
い。
しかし、量的鯛査で私がひとつだけ関心をもち、意

味のある仕事をしているという気になるのは自由回答
（ｏｌ）ｅｎ-ｅｎｄｅｄｑｕｅｓｔｉｏｎ）の分析である。選択肢を準備せ
ず、回答者に制限のない自由な回答をもとめる方法で
あり、鯛査票作成者・私の想定しない多様な質的回答
を獲得でき、選択肢鯛査における回答のバックグラウ
ンドについてのデータを入手できるなどの長所があ

る。自由回答は量的調査における唯一の質的データで
あり、その点では量的調査の中に若干の質性を加味す
ることができる。ただし、一般的には無回答が多くな
る可能性があり、またコーディングカ咽難であるなど
の欠点があることは否定できない。人権問題について
の住民意識鯛査において、自由回：ＩＳ；分析を正式にとり
いれたのは１９８２年実施の：；１て阪府箕面市調査における
私自身の分析が最初であり、その後、何人かの社会学
者が方法的な洗練をくわえつつ、かなり精力的に自由
回答分析をすすめて１、４・８・。
部落問題についての調査に限定していえば、自由回

答の回答率は１９８０年代以降、年々上昇傾向にあり、最
近では有効回答の５０％をこえることもまれではない。
かつて人々は、この問題について全般的に無口であ
り、選択肢調査に反応するのが精一杯という風情で
あったのに、最近ではかなり饒舌となり、回１雰記述に
何等の報奨も制裁もないのに、実に綿々と胸の内をあ
かすのである。無回答カりｌｉ常に減少しているという事

実が私をしてそ１〉分析にたちあがらせたのであり、選
択肢ｌｌ；ｓｌ査部分の計量的分析にむかう姿勢をたもったま
まで質的なデータをあつかえるという次第である。も
ちろん、コーディング（；１ｆｔｅｒｔｏｄｉｎｇ）の負担には一般
的にいってかなり重いものがあり、自由回：ＩＳ：分析の成
否はもっばらそれにかかっているといってもいいほど
だが、実をいえば、回答者の自由回答欄における饒舌
な言表は、この分析にいくらか熟、練した私からみると
かなり類型的なものであり、さほど困難でもないので
ある。
私が採用している方法は、おおむね内容分析



（ｃｏｎｔｅｌｌｔａｎａｌｙｓｉｓ）とよぱれるやり方である。選択肢
調査タ）うａ？浙においては、データをいわば物理的ないし
数学的事象の集合とみなすのだが、ここではそれをシ
ンボリックな現象として理解し、あまりめだたない地
味な方法でデータを分析することになる。クリッベン
ドルフは内容分析を「データをもとに、そこから（そ
れが組み込まれた）文脈に関して再現可能ｌ・ｅｐｌｉｃａｂｌｅ
で、かつ妥当ｖａｌｉｄな推論をおこなうための一つの調
査技法である」と定義している・９・。
確かに自由回答にふくまれるメッセージは単一では
なく、多くの視座からとらえうるものであり、メッ
セージがシンボリックなものであればあるほどその度

合いはたかいはずなのであるが、多少とも分析作業に
従事すればわかることだが、差別意識についてのメッ
セージは不思識にもワンパターンであることの方が多
い。普通、内容分析をほどこした調査研究報告をみる

時には、コミュニケーション内容をーつのメッセージ
に特定したようなものは信頼に値しないのだが、私が
ｉ刎斤にタッチする時にはかならずしもそうではないの
である。また、通常の内１１１：分析の技法においては、メッ
セージの；な味が１５ＥＭ斤者間で共有されることはあまり多
くなく、仮にそのような分析結果がでたならば、分析
がデータの明示的な部分にのみ光をあてた単純なもの
とす１モ、評価されがちだが、私が従事してきた領域では

割合に意味の共有がみられるようにおもわれる。最近
の私自身の実験例でいえば、大学生の人権意識調査の
自由回答について、私と助手がまったく別々に計３７２
票を９類型にコーディングした結果をつきあわせたと
ころ、わずか２票しか食い違いがうまれなかった。意
ｉ！ｊｌｉが共有されていることは内１１１１分析の前提にはならな
いという内容分析の内在論理は、つねに正しいとはか
ぎらないといえる。つまり、私の作業が成立するのは、
人権意識、とくに差別意識についてのデータから、そ
れが成立し存在する文脈についての推論ができるから
なのである。要するに、私の手になる内容：５１ヽ析は、分
析者・私の関心と知識が、推論の対象となる文脈を構
成するのであ。り、とわれていることは私の関心と知識
の内実であり、それに影響をうける推論の妥当性だけ
なのである。

私をふくめて、人権意識調査の自由回誰分析をすす
めている社会学者の作業について、結果からみれば、
そのコーディング自体が単純にすぎるのではないかと
いう批判は当然成立する。実際、私の経験をふくめて
これまでの自由回答データは、ほとんど例外なく、①
寝た子を起こすな≒部落問題の自１き解消論②ねたみ意
識≒逆差別論③被差別者への責任転嫁論④反差別意識
⑤その他の５類型にカテゴリー化されている。こうし
た類型化自体は、とりあえずの暫定的なものとして位
置づけ、様々な技法を加味して検証しなおして類型の
再定式化をはかろうとするのだが、現実にはあまりそ
の必要性がないようなのである。
以上にしるしたところを要約すると次のようにな
る。まず、最近の人々が人権問題、ことに部落問題に
ついてきわめて饒舌になっている点に注目したい。

「寝た子を起こすな」論は今も昔もこの問題について
の人々の中心的な情念を形づくってきたものである
が、最近の人々は「寝た子を起こすな」論を寝た子を
起こすような記述法によって綿々とかきつらねるわけ
である。ねたみ意識論にしても責任転嫁論にしても、
従来ならはずかしくて口にできなかったようなメッ
セージが、逆に正義派の論調をともなって堂々とまか
りとおっているのである。人々がかくも部落問題に饒
舌である事実それ自体が、このデータの文脈を構成し
ていることは疑いないだろう。次に、人々の饒舌はき
わめて紋きり型である。この類型性（ワンパターン）
もまた、データの文脈をそれなりに正しく反映してい
るに相違ない。ここまで類型的な言表しか記述しない
のならば、わざわざ自由回答に記入しなくとも、選択
肢調査に反応するだけで十分ではないかとおもわれる
ほどである。
かくもパターン化された言表ではあるけれども、そ
の言表が言表として物質化されるまでには、自由回答
記述者一人ひとりの内的な会話（自分自身との相互作
用）、すなわち内省的思考を経過しているはずである。
つまり、言葉と同様、思考それ自体もまた伝達可能性
という要件によって特徽づけられる。このことについ
て、シンボリック相互作用論者はうま・く表現してい
る。「思考がーつのシンボリックな過程であるという

９



事実は、思考者が自己の思考過程を一定の社会集団の
見地から（即ち規範にしたがって）のみ見たり批判し
たりできることを意味している。それはシンボルが集
団的産物だからである。＜正し＜＞推論することは、
思考の規範、および一定のサークルに通用している正
しい思考の観念に従うことを意味している。く正しい

いる場合でも、それゆえに差別の放置を要請するタイ
プの人もいれば、それゆえにこそ差別と正面からむき
あおうとするタイプの人もいると１、ゝ・う事実を析出でき
た経験もあった。この点については他の機会に詳述し
ているので、ここではこれ以上ふれない（ｌｌ）。

＞ということは、常にくある見地から見て正しい＞こ５．おわりに
とを意味する」と・ｌｏ・。思考力竃達可能であるためには、
一定の社会集団の集団的規範の見地をなぞらえたもの

である必要があるということを自由回答記述者はあら
かじめ４１ヽ得ているのかもしれない。してみれば、分析
者・私が内容分析をっうじて言表構造をかなり綺麗に
類型化できるのは、むしろ当然のことであり、記述者
たちは自由回答記入に際して、あらかじめある種の多
数派工作をその思考過程において実践しているという
べきなのかもしれない。このように＜類型的饒舌＞と

もいうべき自由回答の分析に多大の時間と労力を消費
するのは徒労ではないかとの批判も十分成立するだろ
う。しかし、私自身の作風＝＜差別者によりそう＞の
一つの方法としては有効であるとしんじ、いましばら

くこの作業を発展的に継続していく考えである。
さまざまな形態の思想や価値観、あるいは差別意識

の布置状況などを明らかにするという推論的な取り組
みは内容分析にとって非常に重要である。私がおこ
なってきた分析は、こうした形態を類型化しカテゴ
リー化し、その生起頻度を明らかにするー・方で、他の
現象にこでは選択肢調査における回答状況）に関連
づけて解釈することであった。そのことによって、私
の内容分析の一定の客観的妥当性カ囃かに検証された
し、また、私の分析結果が追試可能なものであること
をも実証してきたとかんがえている。こうした作業を
つうじて私自身は、たとえば自由回答にくねたみ意識

論＞を記述する回・答者が文字どおりの差別意識を吐露
する人であることもあれば、実は非常に人権意識の高
い人なのだが、現実の部落解放運動や「同和」行政の

問題性をある程度まで熟知しているがゆえに言表形式
としてはくねたみ：ｌｌｌ激論＞型を採用しているにすぎな
い場合もあることを実証した経験をもっている。ある
いは、＜差別人問本性論＞を自由回答として記述して

１０

本稿で私は、差別問題（ことに部落問題）について
何をしりたいとかんがえているかを中心に、私自身の
試みについて点描してきた。何をしりたいかという問
題は、何のためにしりたいかという問題に直結してい
る。何を何のためにしりたいのか、などという問題意
識をいまさら私がもつこと自体、すでに客観的批判の
対象になるかもしれない。しかし、現実に部落問題に
ついての社会調査の成果物をみるかぎり、いかにそう
した根本的な問題関心をかいたものが多いかという事
実に仰天しないではいられないのである。
社会調査においてデータ収集の目標とする対象を調
査項目というが、多くの部落問題調査において、項目
選定自体力匂Ｆ常におざなりである。中には、あたかも
分析者が現実を操作することが可能であるかのように
かんがえて、手前味噌風の調査項目を羅列しているだ
けの調査票というものもある。そして、量的調査にお
いては変数間の相関関係の有無をとらえること；がせい
ぜいのところなのに、大胆にも相関関係をもって因果
関係を説明している調Ｅ１１１１！Ｍ１告轡さえ現実にはある。ま
た、場合によっては、操作的な統制を全然くわえてい
ない調査もある。要するに、何をしりたいのかが明確
ではなく、そのために明確性を保障するであろう約束
事にも無神経なわけである。何のためにしりたいのか
などは、こうした水準の研究にはのぞむべくもない。
私自身、深層面接法を中心にした質的調査、単純な

量的調査、量的調査における量性と質性とを総合して
把握する調査等々に従事してきたし、従来の知見に新
たな発見物をいくつかつけくわえること力吋きたと一
方では総括しつつも、他方ではなお納得できる程度の
十分な認識成果を獲得できたという自覚もない。私の
理解社会学は、Ｍ・ウェーバーにしたがって、やはり



「動機」理解を中心におくものであるが、こうした従
来の私の方法だけでは、事態の合理的な理解に到達で
きるものではないのかもしれない。計量的な研究では
平均的かつ近似的に思念された意味ないし漉：味連関を
ある程度まで理解できるのだが、それはくいま・ここ
＞の個々の人々によって実際に思念された意味ないし
意味連関の総体であることを意味しない。しかし、現
実力１疑いもなく差別的な編成原理のもとに構成されて
いるとの仮説にたてば、大量観察の結果が個々人の内
心とかならずしも無関係ではなく、いうなれば誰もが
いつでも差別事件の当事者たりうる可能性をもつこと
の解明につながることもあるだろう。また、同時に、

個々人によって思念された意味ないし窓：味連関を徹底
的につきつめることによって、個人意識の社会意識的
な布置連関がみえてくる場合もあるにちがいない。動
機の網の目を過不足なくっなぎきるための新たな方法
をもとめて、私は今後もやはり＜差別者によりそう＞
作風を貫徹していきたいとかんがえている。

〔注記〕

（１）Ｍａｎｎ、Ｐ．Ｈ．１９８５．ＭｅｔｈｏｄｓｏｆＳｏｃｉａｌ
ｌｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｎ．、ＢａｓｉｌＢｌａｃｋｗｅｌｌ．ｐ．２０．この本は厳密な
数量的な調査についての入門沓だが、社会学的な目
配せに過不足がない。我々が他の人々と同じものを
観察しても、同じものをみることにならないのはな
ぜかといった点にも言及している。

（２）糾弾場面のエスノメソドロジーの代表作としては、
好井裕明、１９９２．「＜生＞のせめぎあいと出会う場
所一一一反差別運動のエスノメソドロジーに向けて」
（好井裕明編『エスノメソドロジーの現実→！’め
ぎあう＜生＞と＜常＞』世界思想社、１９９２）がある。

（３）竹田青嗣、１９９Ｌ「『少数者』論の再検討」（雑誌『思
想の科学』１９９１．８）。ここで竹田が強調しているの
は、糾弾の無効性である。すなわち、少数者の排除
や選別は、その社会が公的に掲げる社会的理念とは
必ずしも相関しないこと、それはむしろ人々の生活
世界の具体的構造（特にその価値意識の構造）の中
に本質的な契機をもっており、それは社会の“タテ

マエ ” 上のルールとは無関係に生きっづけること，

ゆえに告発・１５１１ｊ弾型の識論は，社会の“タテマエ”

上のルールを強調し，そのことで差別的現象を封じ

込めるが，人々の差別的心意それ自体；を克服する可

１尨性をほとんどもてないことー一等に力点をおいて

いる。

（４）Ｗｅｂｅｒ，Ｍ．１９２１-２２．Ｓｏｚｉｏｌｏｇｉｓｃｈｅ

Ｇｒｕｎｄｂｅ１１ｒほｅ．βΓｓｔｅｒＴｅｎ，Ｋａｌ）．Ｉ，Ｓ．１-３０．マックス・

ウェーバー著／阿閉吉男・内藤莞爾訳『社会学の基

礎概念』恒，！１１社厚生閣，１９８７ｐ．１３．ウェーバーはこ

こで，「理解」を①個々の場合に，現実に思念され

た意味または意味連関（歴史的な考察の場合）②平

均的かつ近似的に思念された意味または意味連関

（社会学的大量観察の場合）③反復的現象の純粋型

（理念型）のために科学的に構成されるべき（理念

型的な）意味または意味連関一一と整理している。

私の引用箇所においては主として①を問題にしてい

るが，やがて調査の問題として②が問題になるだろ

う。

び５）Ｌ（・ｖｉｎ，Ｗ．Ｃ．１９８４．Ｓ（姐ｏｌｏｇｉｃａｌｌｄａｌｓ；Ｃｏｎｃｅｐｔｓａｎｄ
Ａｐｐｌｉ（：ｌｌｔｉｏｎｓ。ＷａｄｓｗｏｒｔｈＰｕｂｌ．ｐ．２４９．

（６）ハ木晃介，１９８２．「差別意識の情況と変革」解放出版

社。ここには元興信所職員および結婚差別事件の当

事者からの聞き書きが含まれている。また，ハ木晃

介，１９８７．『差別意識の社会学』解放出版社。ここに

も差別発言事件の当事者の社会学的なモノグラフが

含まれている。

（７）ＭＨｌｓ，Ｃ，Ｗ．，：１９４０．”ＳｉｔｕａｔｅｄＡｃｔｉｏｎｓａｎｄｖｏｃｉｌｂｌｌｌａｒｉｅｓ
（ｇＭｏｔｉｖｅ，”Ａｒｎ．Ｓｏｃｉｏｌ．Ｒｅｖ．，ｖｏｌ．５．Ｃ．Ｗ．ミルズ著／青

井和夫他監訳「権力・政治・民衆」みすず轡房，

１！｝’７１．ｐ．３４４

（８）ハ木晃介，１９８６．「差別意識のパーソナル・イメー
ジ」（関西大学人権問題研究室『関西大学人権問題

研究室紀要』第１２号。後ｌこハ木晃介，１９８７．「差別

意識の社会学」解放出版社に所収）。その後，山田

富秋のエスノメソドロジカルな分析（日本解放社会

学会，１９９３．『解放社会学研究』第７号）や，佐藤裕

の多次元尺度構成法による分析（同）など興味深い

研究が続いている。
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（９）Ｋｒｉｐｐ・！ｎｄｏｒｆＪ（・，１９８０．ＣｏｎｔｅｎｔＡｎ・１１ｙｓｉｓ：Ａｎｌｎｔｒｏｄｕｃ・

ｔｉｏｎｔｏｉｔｓＭｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ．Ｓ顎陽Ｐｕｂｌ．Ｋ．クリッペンド

ル フ 著 ／ 三 上 俊 治 他 訳 『 メ ッ セ ー ジ 分 析 の 技 法 一 一

内容分析への招待』勁草轡房，１９８９．ｐ．２１．

（１０）Ｌｉｎｄｅｓｒｌｌｉｌ；ｌｌ，ｊｘ，．Ｒ・，ｅｔａｌ・，１９７９．Ｓｏ（：ｉ；１１Ｐｓ３。：ｈｏｌｏｇｙ（５ｔｈ

ｅｄ）。Ｈｏｌｔ，ＲｅｉｈａｌｔａｎｄＷｉｎｓｔｏｎ．Ａ．Ｒ．リンドスミス

他著／ｊｌ｛１津衛訳「社会，１１哩学-シンボリック相互
作用論の展開」恒星社厚生閣，１９８１．ｐ．１５４．

（１１）八木晃介，１９９６．「部落問題と社会調査一一最的調
査を４１心に」（岡山部落解放研究所，『岡山部落解放
研究所紀要』第１１号１９９７．３．予定）。
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社会臨床雑誌第４巻第３号（・１９９７．２．）

〈インタビュー〉いま、なぜ、らい予防法廃止を問うのか

［１９９６年４月１日、「らい予防法の廃止に関する
法律」（以下、廃止法と呼ぶことがある。）が実施され
た。まもなくして、島比呂志さんは、この事態の問題

点を改めてじっくり語り合いたいと書いてきた。願っ
てもないことなのだが、私（篠原）の都合で１１！１び延び
になり、同年９月６日になってしまった。ちょうど二
年ぶりに、島さんの暮らす国立ハンセン病療養所「星
塚敬愛園」（鹿児鳥県鹿屋市）を訪ねたことになる。以
下の文章は、翌日７日に、４時間近くに及んで行なっ
たインタビューをまとめたものである。なお、これは、
本誌第３巻第１号（１９９５．４）に掲載した「くイ
ンタビュー〉いま、なぜ、らい予防法を問うのか」の
；誠ｌｊ編になる。したがって、ここでは、内容の重複は出
来るかぎり避けた。この機会に、通してお読みくださ
れば幸いである。
実は、本稿の校正をお願いした際の返信の中で、島
さんは、「篠原さんが、『らい』者、というのを多用し
ているのがちょっと気になりました。」と欝いている。
この際、私は、“らい予防法下のらい療養所に強制隔
離された人々”の歴史的、社会的文脈にこだわって、
この一群の人々を、「らい」者、と轡き記すことにした。
なお、「らい療養所」は、廃止法下では「ハンセン病
療養所」と名称替えされている。
前回同様、島清子夫人には大変お世話になりまし
た。また、石川達也君（和光；；１；；学学生）には、録音テー
プの起こしをしてもらいました。まずは、お二人のご
協力に心から感謝します。］

前回からの二年間を振り返る

篠原：ちょうど、２年前、ここにお訪ねして、「いま、

なぜ、らい予防法を問うのか」を語り合ったのですが、

語 る 人 ： 島 比 呂 志 （ 『 火 山 地 帯 』 主 宰 ）
聞 く 人 ： 篠 原 睦 治 （ 和 光 大 学 ）

今年の４月１日、遂に「らい予防法の廃止に関する法
律」が成立しましたね。この話が具体化するにつれて、
ぼくらも、どうやらこの廃止法には問題がある、と気
づきだしました。島さんは、その前後から、このこと
をめぐって、幾つもの問題点を指摘されています。そ
んなわけで、今日は、島さんと、「いま、なぜ、らい

予防法廃止を問うのか」と題して、じっくり語り合い
たく思います。
まず、ぼくには、らい予防法が今頃廃止とは、あま
りにも遅いじゃないか、と１／ゝう感想があります。それ
から、廃止法は、「らい」者の生活を現状維持して、そ
の枠内に閉じ込めるのを確認したにすぎないのではな
いか、という複雑な思いがありましてね。

島：篠原さんと２年前にお会いしたんだけど、この２
年間というのは、ものすごくいろんなことがあって、
大変な変化ですよね。いままでの１０年、２０年に匹
敵する。この前、篠原さんが見えてからのことを、項
目的に書いてみたんですが、それ以前の９３年４月
に、大谷さんの個人的見解ということで、予防法廃止
の意見を発表されたですよね。（１）
篠原：はい、それについてはこのあいだ話し合いまし
たよね。（２）
島：この前のインタビューのときには、『火山地帯』１
００号記念誌を編集していたのですが、そのことで、
１９９４年の１１月１日に南日本文化賞を受賞して、
そのあくる日に、鹿屋市の特別表彰を受けたわけなん
です。
南日本文化賞の授賞式は鹿児島市の城山観光ホテル
で、他に４人、受賞する人カち４した。選考委員は県
知事と鹿児島；１；こ学学長と新聞社の社長。授賞式が終っ
た後、会食があって、そのときに受賞者ひとりひとり
のスビーチがあるんですが、ぼくはそれを楽しみに
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行ったんですよね。そのときに「らい予防法のような
非人道的な法律が今なお存在しているということは、
日本の恥じゃないですか」ということを訴えたんです
が、受賞するかどうかを決めるときに、やっぱりそう
いうことができるだろうから、ということで、決めた
んですけどね。
その後、１１月８日に、国立らい療養所所長連盟の
見解が発表されますよね。（３）そして２６日に、ＮＨ
Ｋのサービスセンターが大阪人権博物館の依頼を受け
て、ビデオ作制をすることになるんですが、「ハンセ
ン病への偏見は許さない」というタイトルで、私は約
５時間の取材を受けました。（４）それから、年が明け
て、９５年４月の２２日に、日本らい学会；が見解を発
表するわけです。（５）
その関連かどうかは知らんけれども、朝日新｜１１１東京
本社の文化部から原稿依頼がありまして、やはりここ
まで来たのは、なんといっても京都大学の小笠原登
と、そ傑繩志を継いだ大谷藤郎ですから、この２人の
先覚者のことを今沓くべき、じゃないかということで書
いた訳です。（６）そして７月２０日に「けんりほう
ニュース」に「法曹の責任」というのを書く訳です。（７）

篠原：小笠原というのは、前回も話して下さいました
が、戦前から、京大でらい病の外来治療を推し進めら
れた医者ですね。ところで、この『けんりほうニュー
ス』というのは何ですか？

島：「患者の権利法をつくる会」というのがあって、そ
の機関紙なんです。ぽくは１０年位前から、ある弁護
士を通じて、日弁連がらい予防法の改正あるいは廃止
について提言をすべきではないのか、とずっと言って
来たんですけれども、実際、法律の専門家は無関心な
んですよね。そのことを最初に指摘したのは、中谷瑳
子という人ですが、この人は、厚生省の「らい予防法
見直し検討会」（ＪｒＦ、見直し検討会）委員にもなっ
たんだけども、その当時は大東文化大教授だった。今
はやめられて、慶応大学名誉教授で、法務委員会委員
とかいろいろやっておられる。この人が、雑誌『ジュ
リスト』に「らい予防法と法曹の責任」という文章を
轡かれたんですね。（８）これは少し反響があるかなと
見ていたけれども、まったく何の反応もないんです
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ね。それでぽくは、これはどうしても言わなくてはい
けないというので、『けんりほうニュース』に「法曹
の責任」という文章を轡いた訳です。それから９月９
日に九州弁護士会連合会（以下、九弁連）の理事会が
あるんですが、それに向けて、「申立て轡「らい予防
法・優生保護法について」」というのを書いた。（９）
篠原：お轡きになられましたね。
島：はい。その後、九弁連は調査委員会などを作って、
非常に積極的に動いてくれて、九州・沖縄の五つの国
立療養所の全在園者に対してアンケート調査までされ
た。それで、９６年の７月には、『緊急出版！らい
予防法廃止を考える九弁連調査とシンポジウムの記
録』を発行された。（１ｏ）
そうして、７月頃から「見直し検討会」が、厚生省

の委託を受けて発足していたんですが、それが９５年
の１２月に、報告轡をまとめます。（Ｈ）年が明けて、
１月１８日に日弁連の声明が発表されるんですが、で
もなんかもう、見直し検討会の報告書が出るのを待っ
とって、その内容に追随したっていうか、なんかそん
な感じですね。（１２）
篠原：なんかアリバイ的な発言という感じですよね。
島：そして、予防法廃止の法案が閣畿決定するの力吟
年の２月８日なんですけど、それ以前に、こういう法
案だというのが来とったんですけどね。それとか、見
直し検討会の報告書なんかを見ると、入所者に対して
は非常に手厚い保障とかが盛られているんだけれど、
社会復帰する者に対してはまったく誠意がないという
か。これはいかんということで、朝日新聞の論壇（２
月６日）に「らい予防法廃止の落とし穴」という文章
を轡きました。（１３）これは厚生省にかなり動揺を与え
たと、２、３の新聞記者から電話をもらいましたが、
でも２日後の閣識決定で修正されることはまったくな
かったですね。
そして、３月３０日に、私の小説集『生存宣言』と

評論集「片居からの解放-ハンセン病療養所からの
メッセージ［増補版］」が社会評論社から出ました。（ｌ
４）（１５）
そして、３月２７日に、国会はさっさと原案通りに

承認・可決して、そして４月１日から、「らい予防法



の廃止に関す、ｌ、法律」力噛行されましたね。ずいぶん
超スピードというか、見直し検討会が報告書を出し
て、法案が閣識決定するまで、たった２ヵ月です。十
分検討されないまま、法案ができたんじゃないかなと
いう気がするんですけどね。

廃止法は予防法（７：）完結編ではないか

篠原：この法律をお読みになった感想を話していただ
けますか。
島：まず、一番に感じたのは、どの法律を見ても、第
１条には法律の目的がきちっと書かれているものです
が、いきなり第１条に「らい予防法を廃止する」と。
なんで廃止するのか、そうした理由はなんにも轡かれ
ていない。そして、その後はもう、結局、既得権とい

うか、いままで入所者が受けていた処遇を踏襲する、
それらを保障する、というだけになっている。
やっと附則に入って、ひとつ、これはうれしい改革
だなあと思ったのは、附則１０条に国民健康保険法の
一部改正があって、国民健康保険法第６条の８号中か

ら「国立らい療養所の入所患者」を削る、となってい
るところです。この６条というのは、国民健康保険の
適用除外の条文なんですが、その１号から７号まで
は、国家公務員の共済組合法とかで、国民健康保険以
外の保険に加入している者は「適用除外」にする、と
いうのがほとんどなんですね。
篠原：その８号というのは「らい」を除く、というこ
とだったんですね。
島：はい。とにかく、これを削ってくれたんだから、
今度は「被適用」というか、加入する資格が認められ
たんだと。これはたいへんな進歩だなあと。今度の法
律で、それが一番大きいというか、おおざっばに言っ
てそういう印象なんですね。
話を第１条に戻しますが、本来であれば、国がハン

セン病患者や家族に対して行なってきた、いろんな人
権の侵害、そうした過去の罪に対して、国が償うのが、
この法律の目的であるとすべきなんです。そして、そ
の上で、入ｉ折者に対する医療とか、生活とかを保障す
る。こうなると、文脈としても納得がいくわけですけ

ど、これでは、なんで廃止するのかわからんですよ。
それで、そういう保障みたいなものばっかりある
と、国はいかにもこの人たちに対して良くしていると
いう風な印象を受けるわけですよね。実際にはそうで
はないわけで、あらゆる批判を受けて、厚生省として
は、廃止せざるを得なくなって、渋々廃止したという
ことですよね。

菅厚生大臣は、陳謝もしたり、国会答弁の中でも人
権に対する配慮が足らなかったと言っていますが、官
僚の代表というか、松村保健医療局長などは、らい予
防法によって、患者は恩恵を受けてきたんだみたいな
弁解をしていて、ほんとに「悪かった」という反省の
念はないわけですね。結局、厚生大臣の思いが法案の
吽・には盛られなくて、官僚の負け惜しみというか、本
当は患者のためになったのに、いろいろ非難されて、
こうして廃止法を作らなければならないのは、なんと

も忌ま忌ましいという思いが、これ全体を読んだとき
に、その背後にあるんじゃないかという印象を受ける
んですね。
それで、日弁連も、国の責任を国民に明らかにすべ
きだと、言っているわけですが、（１２〉結局、そういう
大事なところはごまかしといて、入所者に不安を与え
たらいかんから、入所者に対しては、医療とか生活と
か福祉は心配ありませんよ、そして必要な療養は行な
いますよ、と言っている。それから、いったん退所し
て社会で働いていた人たちが再入所する場合、これ
も、どうぞ、いつでも帰ってきて下さいと。出る者に
対しては非常に冷たくて、おる者とか今から社会から
帰ってくる者ｌこはいかにも歓迎するような、そんな感
じなんですよね。
らい予防法によって強制隔離した訳ですから、それ

を廃止するということは、結局、入所者を一人でも多
く元の状態に返すということが、国の大事な仕事でな
ければいかんのに、そのことには全然触れていないで
すね。
篠原：今のお話を伺いながら、同じような感想なんで
すが、今まで通り療養所で暮す者に関しては、今後と
も、死ぬまで生活は保障しますよ、だから心配するな
と。こういう恩恵的なメッセージが全面的に出ている
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感じなんですけれども、これは、らい予防法の本来的
廃止ではなくて、らい予防法と同じような思想の最終
編というか、この法律に対して最後にどういう風に落
とし前をつけていくかにある、そんな感じですね。つ
まり、収容された人々が死ぬときまで、強制収容の歴
史と精神をどういう風に完結していくか、ということ
に、その隠された目的があるようです。
島：そうですね、どういう風に幕を引くかということ
なんです。最後まで国は「悪かった」という姿勢は示
さないで、患者というか入所者を手厚く見送ったんだ
という感じになるわけなんですよね。

廃止法はらい医療体制を守りたい人々の反映ではない
か

篠原：ところで、九弁連がアンケートを取りましたね。
（ｌｏ）それを読みながら思ったのですが、今度の廃止
法は、収容されている人たちの希望を取り込んで、出
来ているという側面は否定できませんよね。つまり、
「いまさら外に出ていけ、と言ったって、私たちはと
てもそんなことはできない」と。「むしろ、これから
死ぬまで安心して生活させてはしいんだ」と。現状維
持をきちんと保障してほしいという、ひとつの多数派
の意見にそって、この廃止法は成り立っている側面が
あるという気がします。それからもう一つ、見落とし
てはならないのは、らい医療界にも・一般社会にも、「ら
い」者たちはそのままにしておきたい、という期待が
ありますよね。つまり、らい医療体制を守りたいとか、
シャバに出てこられても困るといった世論そのものを
おもんぱかる形で、このアンケート結果もあるような
感じがするんですね。
つまり、ここには、「らい」者たち７５ｔ健康保険証を

持って、町に出ていけば、町のお医者さんとしても戸
惑うし、町の人々も困るしといった、そんな配慮もあ
りそうです。依然として社会秩序を守るとか、一般の
人々の気持ちをおもんぱかるとかがあるわけで、「ら
い」者の社会復帰と・か、国民健康保険の加入とかは、
らい療養所と一般社会、両方の多数派から言うと、決
して望まれていないように感じますね。
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島：廃止法が施行されてから、この法律そのものを批
判した文章が見当たらないんですが、結局みんなこれ
でいいと思っているのですかね。

提案者である大谷さん自身が『中央公論』に書かれ
た、「かくてハンセン病隔離は終わった」という文章
なんですけれども、その中で、この法律は国の責任を
明確にしなかったこととか、いろいろ問題は残ると。
しかも、いきなり「らい予防法は廃止する」という文
章で始まる「奇妙な新法」という言葉を使っていると
ころからみても、提案者である大谷さん自身として
も、戸惑われている。まあ、予防法の廃止ということ
が実現したのは、かろうじて社会の正義は守られたと
いう風な表現はしておりますけれどもね。（１６）
篠原：この園で暮らしている方たちと、今度のらい予
防法廃止についておしゃべりする機会などはありま
す？
島：治療なんかに行って順番を待っている時に、いろ
んな人達と隣り合わせになったりしますよね。それで
ぼくは、予防法がなくなって、なにか変わったことあ

りますかとか聞いているんですけれども、いやあ、何
も変わったことはないよ、ひどいじゃないですか、と
いうのがほとんどですね。

篠原：それで、今まで通りだっていうことで、ホッと
しているとか、あるいは、だからがっかりしていると
か、そのへんの感じはどうですか？
島：まあ、がっかりもないみたいですね。平均年齢が
７０歳で、ぼくが聞くから答えるということで、その
人たち自身が予防法について考えるとかいうことは本
当に少ないんじゃないですかね。自治会の役員とかい
う人たちは別ですけど。
篠原：自治会の役員たちはどんな発言をしているんで
すか？
島：いや、だから、もちろん表面的にはお祝いせにゃ
ぃかんとか、記念式典をどうとかっていうことをやっ
ているけれども、・本当に喜びの実感というのは少ない
ような気力呼るんですけどね。
終戦直後のような、巡視がいて、垣根の外をぐるぐ
る回っていて、患者が外に出て行こうとすると、「お
い、こらっ、どこへ行くか！」というような状態があっ



て、それで、予防法廃止になって、もうどこへ行って
もいいですよということであれば、なんか喜びもあっ
たと思うんですけど。
篠原：いま、やっとカギが解き放たれたという話じゃ
ないわけですよね。
島：１９５６年のローマ会議以後、（１７）予防法が廃止
にならんでも、厚生省が弾力的な運営とか人権侵害に
ならんようにとか言って、それに、外出もある程度自
由になってとがめられることもないし。もともとそう
１、ゝう状態はあった訳だから、今まで通りでなんにも変
わらないというのが実感ですよね。

あるっていうのが、ぽくらの常識的な法律理解ですよ
ね。それに対して、今度のは廃止法では国民健康保険
の適用対象とする、と言っておいて、ただし、厚生省
の実施段階のところでは「従来通りとする」と言う。
勘繰ると、法律の段階では論理的に言ってそうなるん
だけど、いろんなことがあって、施行規則のところで
ひっくり返した、ということですよね。なんか、から
くりとか、裏話があるのではないですか。
島：その点を指摘すると、厚生省は確かにおっしゃる
通り、矛盾だと。でも、これは患者団体、全患協（全
国国立らい療養所患者協識会の略称）の意見のようで
すね。全１

なぜ、国民健康保険の任意加入はできなくなったか療養所の「療」に変えて「全療協」と変えたんですけ
ど、国力嘔療σ：）全責任を負うということで、それなら

篠原：もう一回、国民健康保険の話に戻させていただ
きたい。この間、島さん妻皆萌れているひとつのポイ
ントだと思うんですけれども、入所者の国民健康保険
暑曼加入は、その後、厚生省事務次官の「依命通知」
で、おあずけになっていますよね。
島さんから今までうかがってきた感じで言うと、国

民健康保険の加入は、ひとつには、療養所の中だけの
医療では、まったく不十分で、シャバの中の“よりよ
い”医療を経済的にも梢神的にも気軽に受けていきた
いということですね。もうひとつの問題は、強制隔離
を止めたということは、シャバで普通の人としてあた
りまえに生きることであって、加入問題は、実際的に
も象徴的な意味でも、見逃せないということですよ
ね。そういうふたつのことがおありになって、「遺憾
である」と強調されておられるわけですね。（１８）
島：そうですね。廃止法の附則十条で、国民健康保険
法を改正して、今まで適用除外だったものが適用され
るようになったわけですが、一般には知らされない
で、今度は、次官通達ということで、「取扱上、今ま
でのやり方に変更を加えるものではない」と言うんで
す。法律そのものを改正しておいて、施行規則では改
正以前と同じというのは、明らかに矛盾ですよね。
篠原：その辺、。ちょっとわかりにくいですが、一般的
に言えば、法律がまずあって、そこに１１１１；ｌｉ規則がくっ
ついてきますよね。法律を実現するために施行規則が

ば、国民健康保険への加入は必要はないということ
だったようで、その意見を入れて、そういう扱いにし
たんだと、厚生省はこう説明しました。
篠原：本当に全患協がその希望を出したので、そう
なったんですか？
島：はい、それは事実です。見直し検討会の会議の途
中で、ある委員から、ぼくのところに電話が入って、
「全患協の代表が、自分たちは国民健康保険には団体
として加入しない、今まで通りの医療でいい、それを
充実させてくれ、と要求している。」と言うんですね。
だけど、その委員は、電話で、「それでは自ら人権
を放棄することにならせんか、これは非常に問題だと
思うんだけど」と困っている様子なので、ぼくは、「そ
れはなんとかがんばってください」と言ったんですけ
どね。長く療養所で生活していると、施設依存という
か、そういう気持ちが強くなる。それと、年齢的にも
変化を好まなくなりますからね。今はそんなに不満も
なく、毎日が送れているから、今まで通りでいいです
よとなる。こういう考えの人が多いと思うんですよ。
篠原：常識的なことを伺うんですけれども、なぜ、全
患協カ嘔Ｉ民健康保険はいらないと言ったのかというこ
とですが、おっしゃるように、らい療養所の中での従
来の医療で十分だ、更にそれを充実させてくれればい
い、というのが、ひとつ、あると思うんですが、もう
ひとつ、にもかかわらず、例えば、島さんはここの中
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では、眼σ）ご手術を受けられないので、鹿児島市へ出て
行って’手術を受けられましたね。そういうことは、十
分いままでもあったわけですよね。そして、それはほ
かの人達に関しても同様にあるわけですね。そこに関
しては、国民健康保険は適用されないけれども、必ず
しも私費であ・Ξ、必要はないというか、国とか療養所と
か；１１ｔ保障するということがあったということですか？
島：まあ、そういうことですね。
篠原：そうすると、国民健康保険がなくても、町の一
般の医療を受けられる現状があるのだから、それでよ
いということですか？

島：まあ、今あるのは委託治療ということで、外の病
院での治療が受けられる、それは園が契約している範
囲内ですよね。自分び）意志でどこへでもいけるという
状態ではないわけです。まあ、今度のらい予防法力噴
止されたことで、厚生省は、都道府県の知事に対して
も、この人たちは保険外の診療を受けることは差し支
えないから、もし来たときには治療してやってくれ、
ということはずっと言っているんですよね。
でも、保険外診療というのは結局、全額個人負担に
なりますよね。国民皆保険という国の大きな方針から
言うと、保険外診療というのは本当はあってはならな
い訳ですね。そういうものを国：；１１ｔ認めるということが
おかしいんですよね。
篠原：なるほど。つまり、全患協がなんと言おうと、
厚生省は廃止法通り、国民健康保険任意加入を認める
べきではなかったかということですね。

島さんの今までの医療体験の中で、国民健康保険が

も、すぐ「ああ、これはハンセン病の人だなあ」と。
保険証を持たない者は国民の中ではほかにはいないわ
けですからね。だから、いくら外観がほかの人と同じ
姿をしていても、保険証を持たないということは、ハ
ンセン病患者だということになるわけですよね。だか
ら、そういう点で、「いやあ、保険証がなければ、う
ちでは治療できません」とか、「どこかほかに行って
下さい」とか、となる。
それから、治療をなんとかしてもらったときでも、

いろいろ疑いの目で見られると、その視線に耐えられ
なかったという経験は多くの人がもっている。ただ、
歯科の場合は、「あそこに行けばやってくれるよ」と
いうところが鹿屋市内にあったんですよ。だから、後

遺症がかなりひどい人でも、そこで入れ歯を作っても
ら っ た と か 、 や っ て ま し た け ど ね 。 十
だから、国が入所者のすべての医療の責任を持つと

言ってもね、それはタテマエであって、各園のわずか
５００、６００の患者を対象に、内科、！外科など、す
べての科を充実させるというのは、不可能なことです
よね。だから、もう１０年くらいになるかな、松丘保
養園園長の荒川さんという人が、らい予防法下のこの
隔離の中で、医療の充実を求めるということは、それ
はもう不可能なことだと。だから、荒川さんとしては、
予防法を廃止して、開放的な医療に持っていかなけれ
ば、将来、患者も滅っていくし、ますます医療は貧困
になるぱかりだと、言ってます。この人はらい学会で
も予防法廃止を訴えてきた人ですけどね。

ないために受けた差別とか、大変困った話とか、具体らい学会見解には光田イズムに対する自己批判がない
的にはどんなふうにあったですか？
島：それが結構多いんですよ。特に婦人科の場合は、篠原：９５年４月に出た、らい予防法についての日本
園には婦人科はないし、人に知られたくないというのらい学会の見解です；６ｉ、（５）ぽくはあれを読んで、いろ
もあるし、それで保険証はないけども、結局、自分がんなところで気になったんですが、なかでも、昔から、
心配であれば、近くでは具合が悪いというので、たいましてや戦後の間もなくから、「らい」はめったにう
がいは鹿児島市へんまで行くわけなんですよ。つらない、たとえ・うっっても簡単に治る病気であると
行けば結局、必ず保険証を見せて下さいと。ところか、そういう医学的な知識は十分持っていたのに、こ

が、保険証を持ってませんから、ちょっと旅行でこっと改めて、今の時点で反省するというのは、随分アリ
ちへ来ておって、心配になったんで診察に来てみたんバイ的だなあという感じがひとつしましたね。
だけど、とかいろいろ弁解をするわけですけどね。でそれにしても、単に医学的な知識が足りなくて強制
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隔離が進んだとは、ぽくにはとても思えない。むしろ、
前回も話し合いましたけど、光田イズムに象徴される
ような、社会防衛だとかがずっとあって、強制隔離は
今日まであり続けてきた。（１９）そんな、らい予防法廃
止に至るまでの経過があると思っています。とすれ
ば、ここで、らい学会；６ｉ基本的にやらなければいけな
かったことは、まずは光田イズム批判を自己反省的に
やることでした。ここのところは防衛してしまったと
いうのが、学会見解に関する２点目の感想です。

それから３点目の感想ですが、学会見解は、これか
らは開放医療を中心にして、我々は今後ともがんばら
なければならないと言っています。つまり、そういう
点では、今後とも医者が、ハンセン病や療養所にいる
人たちに対して指導していくとか管理していくとか、
とにかく医者中心・医療・：１コ心に、今後の療養所のあり

方を確認していこうとしている。
このらい学会の見解については、かなりの人たちが

評価をするし、こういうものがきっかけになって、ら
い予防法は廃止に至った、という政治的意味で、非常

に歴史的な見解として評価されるわけですが、ぽく
は、これまで述べた３点ぐらいの理由で、積極的に評
価できない。むしろ、ぼくにはどうも医者の保身とい
う感じがしてならないんですね。
島：らい予防法を長い間、傍観してきたというか容認
してきたことを、反省しているわけですけれども、そ
れでは、なぜ、５０年代前半のあの時代に、らい予防
法を成立させたのか、についての言及がないですよ
ね。あの時、光田健輔ら、らい学会のりーダーたちが
国会証言をして作らせたわけですから、（２ｏ）その責任
の方がぽくは大きいと思うんですね。それから、１９
４８年の優生保護法の中に、らい病は人工妊娠中絶や
優生手術の適用対象となるという、らい条項を入れた
んですが、学会見解では、そのことも、まったく触れ
ていないんですよね。

いまもあり続ける“危険手当”の発想

篠原：にもかかわらず、島さんは、らい学会の見解を
ある程度は評価されていますよね。

島：ええ、らい学会が見解を発表しなければ、厚生省
は動かないわけですよね。国会答弁の中でも、あの松

村保健医療局長が、らい学会がはっきりした見解を示
さなかったことが見直しがこんなに遅れた理由のひと
つだと弁解していますからね。
こんなふうに、厚生省は自分の責任ということは、

まったく言わない。患者さんには、予防法がなくなる
と、医療や福祉や生活はどうなるんだろうという不安
があって、患者さんもその廃止に反対してきたんだ
と。確かにそういうこともあるわけだけれども、すべ
て厚生省以外の責任に転嫁するわけですよね。だか
ら、そういう点で、ともかく、らい学会があのような
ものを出したことで、厚生省は動かざるをえなかった
んですね。
厚生省が学会１こ責任転嫁をしていた話にこんなこと
もあるんですね。もう２０年近くになるかもしれませ
んけど、療養所の職員にぱ危険手当”と通称される
「調整額」が出ているが、多磨全生園の介護員五名が、
“危険手当”はもらえないと返上したことがある。（２１）

そこの医師がボランティアに「ここの患者はみんな
菌を持っていて、危険」と説明したのを伝え聞いて、
彼らは、「ここは危険でない、ということで就職した
のに、真実はどうなのか」と。園長も納得のいく説明
をしないものだから、そういうわけのわからない手当
は受け取るわけにはいかないと、突き返したわけで
す。
とにかく園は、受け取ってもらわないと困るし、結

局その分は法務局に委託して、本俸だけを本人に支払
うことにしたんですが、「調整額」の説明を見ると、患
者に常時接触する者とか、患者の身体に触れるものを
洗濯する者とか、いろいろとランクがあって、接触の
もっとも多い者には２４％の手当が出る。あまり接触
しない本館の事務の人とかは低いわけですけどね。
篠原：これは今はどうなっているんですか？
島：今もあるんじゃないですか、確認はしていません
が。
篠原：らい予防法廃止後もですか？
島：はい、多分ゝゝゝ○
篠原：まさに、“危険手当”は今も付き続けていると-
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いうことですね？

島：「らい病はうつる、危険」という差別と偏見、そ
の制度化に抗識して、彼らは、家計を犠牲にしてまで

訴えようとしたんですが、その真情に対して、厚生省
は言うに及ばず、らい学会も応えている様子がまった
くありませんでした。
篠原：ぽくなどは、「うつる、危険」の社会防衛的思
想を前提に、「らい病は危険でない」と主張すること
で、逆に、「うつしあう」人間同士のリアルな関係が
否定されていくようで、その批判の仕方をずっと気に
してきたのですが、といって、事実でないことを事実
であるかのようにして、「らい病」を危険視し、強制
隔離してきた現実は、お話のようなところでも、批判
しなくてはなりませんね。それにしても、科学的真実
の解明を旨とする学会が、そのことにも忠実ではな
かったわけですが、らい学会１も時代迎合的で、体制維
持の補完集団だったということですね。

「生存宣言」をして生きる

篠原：話題を戻させてもらいますが、確かに、国も全
患協も、「らい」者の就職とか、一般社会での生活保
障とかの問題に熱ＪＩ：、ヽでないことはとてもよくわかりま
した。一方で、九弁連が行なったアンケートを見ても
思うんですけれども、何十年も隔離された生活をして
いると、「らい」者の人達の意識そのものが、とても
シャバに出ていく気持ちにならないということがあり
ますよね。（１０）
島：確かに、社会復帰した人は多いけれども、みんな
自分たちが回復者だということを隠して働いているわ
けです。
篠原：顔も別に“醜い”形にならなかった人とか、“軽
い”人たちとかが、なんとか隠せて一丿晩社会にいると
いうことですね。この問題とかかわってですが、廃止
法には、「親族の援護」を今後とも行なう、というの
がありますね。一般社会での生活保護を受けている場
合には、その分、その額を減ずるとなっていますが、
やはり、この「親族の援護」が主になっている。事情
がわからないように、特別なやり方で、今後ともやっ
・ 一 一

２０

て い く 、 と い う こ と で す よ ね 。 丿
島：秘密というものを持っていたら、本当の意味での
解放はないわけですね。だから、今から社会復帰しよ
うとする人は、たｘ、ゝ；ｇ、ｔい後遺症を持っている人が多い
と思いますが、そういう人が出ていくことが大事なん
じゃないかと思いますね。隠せないから、そのことを
前面に出して、地域の協力を求めるとかね。そういう
ことで社会復帰をすれば、大きな啓蒙になっていくと

思いますね。
篠原：そうですね。このアンケートにも出てきますけ
ど、娘の結婚の関係上、身を隠し続けて絶対に自分が
どこにいるかを知らせない、それでなんとか娘は幸せ
になっていくにちがいないという話がありますね。一

方で、それがバレたがゆえに冑ｇｉ婚が起きたり結婚が成
立しなかったりと、そういう話も出てくる。これを読
んでいると、らい予防法があり続けようと廃止されよ
うと、今でもそういうこだわり方を、ひとりひとりが
持たされてしまっていますよね。
そういうテーマについて、今後どういうふうに展開
していけそうなのか？思い切って、身を世間にさら
すことによって、・あるいは、それこそ本名宣言するこ
とによって、いろんな混乱が起こるだろうけれども、
一旦、そのことをお互１、ゝｌ、こ体験しなければ、お互いが

差別と偏見から解放されていく契機というのは、なか
なか見つからないんじゃないか。そのへん、島さんは
どうお考えになりますか？
島：最近、本名を名乗るということで、ここでも、友
だちも表札を轡き換えたりしているんですよ。これは
ここの中だけを考えた場合は、かえって面倒臭いとい
うか、なかなか本名を呼べないんですよね。３０年、
４０年、「おい、大西君」とか「秋山君」とか呼んで
きましたからね。ぼくは、本名をただ名乗ること自体
にＸｌｌ味があるのではなくて、あるときまで本名で生活
していた社会の人間関係を取り戻すことが大事なんだ
と思いますね。。
ぽくはその点で、長い間苦しんできたんですが、本

当に密接な関係を持っていた友達や、あれの消息がわ
からんがどうしとるんだろう７いと心配してくれている
人達に対して、いつまでも所在を不明にして、もう生



きているのか死んでいるのかもわからんような状態よ。
は、これはやっぱりなんとかせなあかんと。むこうはそれで昭和３２年に、あの「生きてあれば」が出た
昔の友情を持っていて心配してくれているのに、それときに、弟がその本を嫁さんに読ませたらしいんで
を自分の所在も明らかにしないで死んでいったのです。（２２）そしたら、その嫁さんが泣きながら読んでた
は、結局は１１１分が長年やってきた人間主張の文学もな
にもダメになるではないかと。そういうことから『生
存宣言』をやったわけですけれども。（１４〉

母親の再婚、そして私の誕生と病い

篠原：このアンケートのことですが、もし、自分が身
を明かしてしまったら、せっかく幸せに生きている娘
たちは、離婚するかもしれないという危惧があって、
とにかく、そっとしておいてくれ、何もしないでくれ、
という回答がありますよね。島さんは、このような話
は、今日、どれくらい稀有であって、どれくらい現実
性があると思われますか？
島：ぼくは、妹と弟がいますけども、もう３０年もずっ
と前のことですけど、二人には、結婚する相手にだけ
は、ぽくが、らいで療養所にいることをちゃんと打ち
明けて、そして結婚しないとだめだよと言いました
ね。打ち明けることの苦しみの何十倍何百倍も、隠し
ていることの苦しみを一生背負っていかなければいか
んのだと。兄貴が病気といっても、自分自身が病気で
もないわけだから、相手の理解があって結婚すればい
いんですからね。

妹は、その点はっきりして、お嫁に行ったわけです。
ところが、弟の場合は、見合いのような形で結婚した
もんですからね。法事のときに、家内が帰ったら、も
う、-家がうろたえて、弟の嫁さんに何て説明したら
いいのかと。そういうことで、もう家内がいたたまれ

なかった、ということがありましたよ。
篠原：それはいつごろの話ですか？
島：弟力嚇婚したときだから、もう４０年近くも前の
話ですが、それで家内は別の親戚の家に泊まって、そ
のまま帰ってきたんですよ。ぽくが、そういうことで
あれば、親子の縁も兄弟の縁も切ってくれと。自分が
迷惑な存在なのであれば、もう戸籍を抜いて、こっち
に移籍するということまで、言ったことがあるんです

と。そのときに、弟が、実はこの本を書いたのは、自
分の兄貴なんだということを打ち明けたんだね。そし
たら、嫁さんは、自分は結婚する前、もうそういうこ
とは知っていたと。みんなが隠しているから、そうい
うことに触れたらいかんだろうと、自分は知らんふり
をしてきた、と言うんですね、
ぽくのおふくろは、最初に結婚した相手が結核だっ
たんですが、自分はお嫁に行ったんだから、そこで生
活せないかんと思っとったんです。けれども、きょう
だいなんかが、大変だ大変だと言って、すでに小さい
赤ん坊がいたのに、むりやりに連れ戻されたという体
験を持っているんですよ。だから、結核にも肺病の血
筋ということ、５１過去にはあった。
そして、今度、２度目の結婚で、そしてぼくが病気
になったと。ぼくの祖母が、そういう病気だったん
じゃないかと思うんですよね。医師の診断とかないけ
れども、ぼくが病気を自己診断して、父に手紙をやっ
たときに、実はおばあさんが、そういう病気だったと。
いま写真を見ても、ほとんど手足の障害もなくて、
ちょっと眉毛：カｆｉｌＳＩいかなという程度だったんですけど
ね。
おふくろは、人間の運命というか因縁というか、そ
れは結局逃れられないんだと。最初の悪い縁を切って
きたけれども、それ以上に悪い縁が自分にはやっぱり
ついてきて、と思ったようですね。母は、最初の家に

子供がいるのに、捨ててきたというかね。でも、その
息子は、たまには会いに来よったみたいですね。
この兄貴は、土地から家まで全部売って放蕩三昧を

やって、裸-貫になってから、外務省の巡査試験を受
けて、それで中国の領事館に勤めるんです。そこで、
昔でいう“共産匪賊”を鎮圧に行って、弾に当たって
殉職するんです。ところが、誰も家族が残っていない
んですよ。戦争中ですから、戦死者扱いで、それで誰
か面倒を見る者はいないかというので、いろいろ役場
が調べていったら、その子を産んだ母親がおるという-
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ので、家のほうに連絡があったんですね。ぼくの親父
も、その「家」が絶えるというのは、その「家」に対
しても申し訳ないからというので、弟をそこの戸籍に
入れるんです。
篠原：島さんのお母さんの前の夫の「家」ですね。
島：ええ、でも、家もなにもないから。だから実質的
には、ぼくの「家」を継いでいて、したがって、ぽく
とは別の姓になってしまっているんです。だから、ぽ
くの姓の者は、ぼくと家内しかいないわけで、ぼくた
ちが死んでしまうと、後は継ぐ者はいない。昔の考え
方からすると、「家」が絶えるというのはあるけど、今
はまあ、そういう「家」という意識もそんなにないし
ね。
篠原：その「家」が絶えるということについて、残念
がるとか、養子縁組などをして格好をつけるという日
本の伝統的な家族制度は依然としてありますけれど
も、加えて、「らい」の人たちは、断種させられて、子
供を産むことを禁じられたわけで、その結果として子
どもがいないというテーマは、島さんたちにとって、
あまりにも大きいことだと思いますが。
島：さかのぼっていくと、これはもう何百年何千年と
いう昔からの生命の流れの端に、現在、自分が存在し
ているんだということを考えますね。そのとき、自分
の代で、その流れが絶えてしまうのは、なんか申し訳
ないというか、そういう気がしないこともないんだけ
ど、でも、同じ両親から生れた生命は、ぽくの直接の
流れは切れるけれども、その大元からの流れは弟や妹
のほうにもあるんですね。今はそう解釈して、自分を
慰めているというかね。
しかし、そういう個人的な諦めと、国の責任という

のは別個の問題ですから、廃止法で優生保護法から
「らい」を削除したからそれで済むという軽い問題で
はありません。国は相応の「刑事補償」をすべきだと
思っています。

懲戒検束規定のもとの闘争、そして私の立場

篠原：さきほど、島さんは、全患協は賠償請求をする
どころか、現状維持をよろしく頼むという消極的姿勢
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であった、とおっしゃった。これは、島さんの基本的
な批判としてわかるんですが、一方で、世間やマスコ
ミでは、例えば島さんの意見を聞いてきたということ
がありますよね。その島さんのような意見は、ぼくの
目から見れば当然であると思うし、それと同時に、そ
れは単に島さん個人力ｔ一人で勝手に言っているのでは
なくて、むしろ患者として生きてきた人々の代表とし
てとか、その人たちの共鳴を受けながら、発言されて
きたという側面があるだろうと思うんですね。
つまり、全患協の意見も、ある特定の人の意見では

なくて、やはり、「らい」者同士の識論とかコンセン
サスとかに影響されていると思うのですね。もちろ
ん、それが組織としての政治的発言となると、いろん
な肉声；力楓北してしまうことはありますけれどね。
そこでうかがいたいのは、島さんが批判されたよう

な全色協の意見と、島さんが今日まで発表されてきた
ような意見とが、なんで、そんなに２つ別個にあるん
だろうか、ということです。むしろ、島さんの意見を
含めた全患協の意見があってよかったんじゃないか、
また、ありうるじゃないかと。そう考えると、島さん
７５ｔ全患協批判をしているのは、ぽくとしては少し納得
できないなという思いがあるんですが、そこはどんな
ふうに？
島：ぼくは、自治会はやはり存続せないかんと。それ
と同じように、全１
てはならな１ハ組織だしね。それは認めた上で、全色協
のあり方とかで納得いかないことがあれば、そういう
意見が出せる、そのことが民主的な全患協の運営の仕
方だろうしね。
篠原：島さんの、この組織との距離のとり方について
は、ご事情がありそうですが、そのあたりについて、
お話してくださいますか。
島：戦後まもなくの頃ですが、園内には二つの派閥が
あって、常に争っていたわけですが、その一方のリー
ダーを追い出してしまえば、ここは一本化して平和な
園になると。これは、もうー方の派閥と園とが共謀で
やったような印象を持っているんですけれどもね。
ぽくも、その追放されたりーダーの人を守亘運動に
関わるんですが、ハンストをやるとか座り込みをやる



とかで、園としょっちゅ・；５対峙してね。それで、福岡
の厚生省出先機関、医務１１：１張所からも調査に来たり、

人権擁護委員会も園長に対して、何月何日までに、再
入所させなさいと。で、園長も誓約轡を轡いた。
当時はまだ「癩予防法」（昭和６年改定）という法

律でしたが、その中にも、強制退所というのはないの
に、園は、国立療養所入所規定を乱用した。つまり、
精神病とからいとか結核とかには、単独の法律がある
から、一般の国立療養所入所規定というのは適用しな
いとなってるんですが、そこには、園長は、秩序を維

持するために、いろんな指示ができるし、それに従わ
ない者には退所を命ずることができるという規定があ
る。その部分だけを流用したんです。
篠原：その人はどこに送られたんですか？
島：この近くの山奥に小屋みたいのを借りて、それで
こちらから食料を運んだりね。それでなんとか元通り
にしようということで、まあ２年間かかりました。一
時、１年くらいは大島青松園に入っていたんですけれ
どね。
篠原：どんな事件が起こったんですか？
島：ここの療養所の自治会会長選挙のことで、その人
は、相手側から、ありもしないことを中傷されて、そ
れで自分が落選したと主張して、相手方の運動員やな
んかを名誉毀損で訴えたわけですよ。名誉毀損で訴え
る権利もあるわけであって、そのこと自体は何にも悪
くはないんだけれども、反対派から言うと、同じ釡の
飯を食う人間を罪に陥れようとした、というような考
え方をするわけですよね。
それで、園は特別調査委員会を設けて、今度はそこ

で、その委員会が原告を裁判するという形になったわ
けです。で、法務局は名誉毀損の事実はあったと認め
たけれど、これは公職選挙法を適用する選挙ではない
ので、この問題は園内で穏便に解決してほしいという
裁定を下したわけです。
そうすると、罪うんぬんは別にして、とにかく相手

方の選挙；ｉ里動は正しくなかったとい・；５；防論だけは出て
いるわけです。それなのに、訴えた原告がけしからん
となった。それで、この人が市長のところに泣き付い
ていったとか。そういうのを陰で見ている人がいて、

キ；１：会臨床雑誌第４巻第３号（１９９７．２．）

それで無断外出をしたとかいうことで退園処分と。
篠原：その処分には、所長がからむわけでしょう？
島：ええ。それでぽくらは、そういうのはおかしいと。
強制収容してきて、ここから出すという規定はどこに
もないんだと。一生ここで飼い殺しというのが国の方
針なのに、と言ってね。自分たちの都合次第で退所さ
せるというのは、結構あるわけですよ。
それでも、園長はなんとかして入れようと思って、

我々の相手方を説得するけど、もともと彼らと園側が
共謀した事件だったもんで、なかなか園長も説得でき
ない。入れようとすると、三百、四百という連中が
ワーッと本館に行って、「園長、出てこい」というよ
うな感じでね。
結局、国立癩療養所患者懲戒検束規定がありまし
て、相手方も、ぼくら入れようとする側も監禁処分を
受けて、喧嘩両成敗ということになりましたね。（２３）
おそらく、この監禁処分というのは、ぼくらが最後
じゃなかったかなあ。厚生省は園当局の責任は問わな
かったですね。
篠原：そのときの島さんはどういうお立場だったんで
すか。
島：自発的に作っだ入所させる”団体の５人の委員
の一人ということでした。ぽくはもう派閥的には、ど
ちらの派ということはなかったわけですけど、これは
人権問題だということで取り組みましたね。（２４）
篠原：なるほど、一時、自治会から追放されそうになっ
たり、全患協関・１系組織からある距離を置かれてから、
ずいぶん長い年月が経ったのですね。しかも、島さん
は、それからいよいよ、「らい者の人権」ということ
をテーマに、闘いの筆を進められていくわけですね。
島：まあ、紆余曲折はありましたけれど、なんとかそ
ういう筋を一本通すことができたのは、公職（自治会
の役員）に就かなかったから、どんな場合でも、まず
ひとりの患者・７：）基本的な権利を土台に考えることがで
きたということでしょうか。実は、監禁処分を受けた
時、同時に一年間の公職停止の処分もあったのです。
その折、ぽくは一生、公職停止を自分に誓ったんです。
役員になるには選挙があり、人気に左右されますから
ね。真実を見失うことにもなりかねません。ものを沓
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くというのは孤独な作業ですから、、、。

療養所を開く構想、その期待と不安

篠原：話を飛ばして申し訳ないのですが、これから療
養所はどうなっていくと思われますか。
島：現在は、らい療養所の将来構想が全くないわけで
すよね。廃止法は、このままの状態で医療と生活、福
祉を保障するとなっているけれども、実際は法律通り
に保障ができない状態がやがて来るだろうことは、現
状が語っているわけですよね。
現在、入所者はどんどん減っていきますし、新しく

発病した人はもう一般の医療機関で治療を受けるよう
になっていますから、ここに新しい患者が入って来る
ということはもうありえないんですね。そうすると、
職員の定員もそれに応じて減っていくわけで、そうい

だけでなくて、やはり偏見とかもだんだん消えていく
んじゃないかと。一般化するっていうかですねえ。
篠原：そこのところ、識論させていただきたいんだけ
れども、ひとつは、今なお、らい療養所における医療
とか介護に関しては、“危険手当”がくっ付いている
ぐらいですよね。感染の恐れのある者に対して危険な
仕事をしているという発想が残っているわけです。ぼ
くには、こういう発想、６ｔ基本的に全然反省されていな
いという感じがあります。そんなときに、島さんのよ

うな構想で、らい療養所が外にも開きつつ、さらに充
実展開していくというイメージになったときに、確か
に名前は変わるかもしれないし、目的は広がるかもし
れないけれども、ずうっと隔離という根っこを引き
ずって行く感じがします。そういう、新しい隔離医療
空間ができてくるということはないでしょうか。

う状態で、いつまでもここの医療とか生活を本当に保療養所生活を「選ぶ」感覚になっていく危機
障できるかといったら、ぽくはやっぱり行き詰りが来
る と 思 い ま す ね 。 島 ： そ れ は 、 や っ て み な け れ ば わ か ら ん と い う 部 分 も
そのために、ぽくが提案しとったのは、仮にここがありますよね。例えば、結核療養所が国立病院に変貌

現在５００であれば、ベッド数をその人数で固定ししていった過程で、一般の患者が絡ｌｇｌ（の患者を嫌うと
て、定員を決めるわけです。そして、それに対する医か、電話ひとつ使うにしても結核の人が使った後は受
師が何名、：ｊｌ１護婦が何名、それから一般職員力呵名と話器を拭いたとか、そういういろんなことがあったと
か、そういう定員をきちんと決める。そしてそれはも思うけど、そんな摩擦の中でかえって偏見も消えてい
う減らさないと。そのためには、入所者が亡くなってくんじゃないかなと思うけど。
いった、そのベッドは、外の障害者とか老人医療で、今のままであると、園の印象は、社会的にもなんら

その空きベッドを埋めていく。そういうことをやらな変わらないんじゃないかなと。外出は今までも自由に
いと、ここはもう、医療のすべてが衰えていくというしていたから、最近では、入所者が町に出るから、と
か さ び れ て い く 。 い っ て 、 そ ん な に ど う こ う と い う 問 題 は 起 こ っ て い な
そうなると、今回、「らい療養所」から変わった「ハい。昔はパチンコなんかに来ていると「困る」という
ンセン病療養所」という名称も、また、新しく変えなような電話が園にかかってきたとか、そういうことは
くてはならない。（２５）ＷＨＯも、ハンセン病と、他のありましたけどね。
障害者とか老人とかで、共同利用することは、「らい」だけど、ここがやはり特殊なところだという印象は
のイメージ・チェンジには非常に有効であると前々か消えていないですよね。特に、入所者が本来であれば
ら 言 っ て き て い る 。 外 に 出 て 生 活 す る よ う に な ら な く て は い か ん わ け だ け
そうして、ここは医療機間として本当に開放されども、それができないように仕向けられているという

て、外の人もどんどんここに治療に来る、療養もする。か。ここにおりさえすれば医療も生活も不安はないけ
それで、我々の方も外の病院にいつでも行けるし、入れども、社会復帰する者には具体的には何も示されて
院も出来る。そういう関係が生れて来ると、ただ体制いない。国としてはあまり出てもらいたくないんだ、
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と思わざるをえない。医療の問題にしても国民健康保
険に加入はできない。こういうものを総合していく
と、強制隔離じゃないけれども、ここにおってもらい
たいと、法律自体がなっている。結局、国家権力によっ

。て管理されていく医療体系がずっと；ｌｌ！続していくとい
うことですよね。
篠原：特に、今度の廃止法の前後から気になっている
のは、例えば「シャバに出たかったら出なさい。そし
たら応援するよ」という言い方とか、「健康保険をも
らいたかったらそれは出してもいいんだけれども、そ
のかわり、ちゃんとシヤバで一人前に生活してからだ
よ」という言い方です。あるいは、「別に無理強いし
て、ここに居ろ、と言うのではないんだよ」とか、「あ
なたがそこに今後とも居たいということを選ぶなら
ば、今までの経過もあるし、そこは保障しましょう」
といった言い方になっていますよね。
だから、そういう点では図式が逆転しているという

か、本人の意志とか希望とか選択とかを、ある程度尊
重するような制度とか筋道を描きながら、結果的には
「ほらごらん。そんなに簡単にシヤバには出られない
でしょう？」と言って、恩恵的に援助していく、そう
いう形になっていますよね。
ですから、強制収容所と言われている限りにおいて
は、敵や権力が外にあって、喧嘩しやすいんだけれど
も、「私たちが医療は選ぶんだ」とか「あんた、選ん
でいいんだよ」という言い方に置き換わるときには面
倒になりますよね。差別や偏見があって、外に出て生
活しにくい現実があるとき、療養所の中で生涯とも医
療を受け続けながら生活をし続けたいということがあ
るわけですが、このときの隔離生活は、「させられて
いる」という感じよりも、「している」という能動的

な感じに転化していくわけですね。そのへん、どうお
考えですか。
島：やっぱり本当の意味で解放されないというかね。
だから、医療とか生活が、国の手厚い保護という形で
はなくて、国の償いとして、本当に保障される必要が
ありますね。そして、こう・／巧処遇を受けるのは、我々
の権利だとはっきりしないといけないですよね。そう
でないと、管理強化の中で、患者は小さくなっていな

くてはならない。
篠原：そうでないと、なし崩しになりますよね。

「らい」問題は戦争責任と戦後民幸幸義を問うていな
いか

篠原：ぽくは、前回、島さんと話しながら、また、そ
の前後、らいの歴史を勉強しながら、日本における「ら
い」問題を戦争責任のそれとして考えたいと思ってき
ました。したがって、当然、戦後補償の問題として解
決されなければいけないと。今も、そういう言い方で、
基本的にはいいんだろうなと思いながらも、「らい」問
題は、アジアのいろんな地域での、侵略行為、殺人、
掠奪、強姦などに対する戦争責任と戦後補償という
テーマとは異なった側面を引きずっていると思うんで
す。
つまり、あの敗戦の年を契機にして、以後、アジア

ヘの軍事侵略はとりあえず止まったとすれば、ここで

の戦争責任と戦後補償というテーマははっきりと敗戦
を介してひと固まりになっていると思うんです。
「らい」の問題にしても、光田イズムに典型的に表
われているように、「らい」者は皇国民として全くふ
さわしくない者であり、お国の浄化のために「お前ら
はちゃんと生賢になれ」と言われているわけですよ
ね。（２６）その中で、隔離が強化されてきたという意味
においては、まさに戦争責任の問題として考えるべき
だと、当然思うわけです。
したがって、「らい」者に対する戦後補償はなされ

ていくべきですが、ただ、こと「らい」問題に関して
言うと、事態はそこで終らなくて、かえって戦後（１
９５３年）に、旧「癩予防法」に代わって、新しい「ら
い予防法」ができるなど、隔離は更に強化されていく。

確かに、祖国浄化とかいう言い方はしなかったけれど
も、社会防衛とか治安維持管理、そして優生思想とか
いう観点では、戦前と同じような思想がずうっと流れ
ているわけです。そういう点では、「らい」隔離問題
は戦争の中のひとつの現実であるということだけでは
なくて、戦後もずうっと通して、あり続けているわけ
ですね。「らい」者の強制隔離は、戦争責任の問題で
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あるだけでなく、！我後民主主義のあり方にも関わってている
いる問題だという思いがあります。

島：だから、戦後に優生保護法にらい条項を入れるこ島：だから、らい予防法が問題になっているにもかか
とを含めて、そういうことをやったわけですからね。わらず、エイズ予防法を作った。しかも短期間に、手
それから、昭和２８年のらい予防法も戦前以上に厳し際よくそれが進行していきましたよね。これは厚生省
い 法 律 に な っ て い る ん で すよ ね 。 の テ ク ニ ッ ク と い う か 、 か ら く り の う ま さ と か い う こ

国全体としては新憲法はできたけれと７も、個人の人ともあるけれども、やはり国民、特に国民の代表であ
権を尊重することがまだ国民の間で定着していないる国会識員がそのことを承認したということですね。
と。だから、戦前と同じような思想の流れがずうっと全体の福祉とか全体の健康を守るためには、日本人の
あって、らい予防法の成立もしたんであろうし。少数者を犠牲にしても仕方がないんだという考え方
国民の、人権に対する意識力慟くて、国民から、そは、まだ戦前と同じように生き続けている。
ういうことはしたらいかん、という意見でも出てくれ篠原：例えば、感染性の食中毒とされだ○-１５７”
ば、これは成立しなかっただろうと思うけれども、みの話にしても、発生地域、頻発地丿或が堺市だというこ
んながおかしいとか悪いとか、そういう認識を持たなとがあって、堺市の子價彗毒獣外に出かけていくと、
かったということは、国だけの責任ではなくて、社会なんかその目で見られて、宿では泊めてもくれなかっ
全 体 の 責 任 と 言 え ま す ね 。 た と い う 事 件 ７ ５ ｔ 今 も 起 こ る わ け で す よ ね 。 そ れ で も 、
篠原：そこはその通りだと思うんですね。ただ、１９さすがに今は、それに対して、人権問題とか偏見はな
５３年といえば、戦後７、８年の月日が流れていますいかとか、いう反響；６ｔ少しは出てくる。問題意識はか
よね。そして、新憲法とか基本的人権とか平和主義とすかに顔を出すけれども、とにかく防止することはい
かいうものが、まだそれなりに輝いていた時代です。いことだ、公共の福祉の観点こそが先行する、という
そういう中で、「らい」問題との関係では、新憲法とのカ涯倒的ですよね。
か基本的人権みたいな話が全然なかったということ公共の福祉に反しない限り、ひとりひとりの人権を
は、今、島さんが言われるように、全体の国民の意識認めるという図式は、やっぱり新憲法のもとで作られ
がとてもそんなところまでいかなかったという問題てきたものですよね。その際、「らい」問題はその原
もあると思うんですが、だけれども、もう一方で、新形で、その流れは、エイズ問題でも今度の○-１５７
憲法や基本的人権の主張のもとにおいても、「らい」者問題でも同様だと思いますね。
という特別な少数者に対しては、そんなものは考えらだから、らい予防法は廃止されるけれども、エイズ
れなかったということがあると思うんです。予防法はあり続けるし、それは変だと言うけれども、
つまり、新憲法や基本的人権の理念が、マイノリ今度の“○-１５７”問題が起これば、みんな寄って
ティー、ましてや「らい」者の問題を照らしだすといたかって、それを隔離するという方向でしかものを考
うことは、ぽくは思想としてもなかっと思うんですえない。ぼくは、らい予防法の廃止にあたって、そこ
ね。思うに、基本的人権というのは、健全者であるこまで含めて考え直していくことをやらないと、廃止法
ととか一般社会人であることとか、国籍をちゃんとの意味は、いよいよないなあ、と思うんですけどね。
持っている人間であることとか、そういう前提の上島：だから、これは戦前の全体主義の考え方と変わら
に、成り立ってきたと思うんです。そのような前提のないんでね。そう・いう思想はまだ日本民族に生き続け
ない者に対しては関知しなくていいという感じがずっていると。まず、そういうものを改めるためにも、やっ
と あ り ま す ね 。 ぱ り こ の 予 防 法 の Ｉ Ｓ ｉ Ｌ 省 が は っ き り 廃 止 法 の 中 に も 出 て

こなければいかんのですよ。厚生省自体がやはりそう
らい予防法は廃止されても、エイズ予防法はあり続けいう思想を温存しているというかね。
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「社会復帰」とは職業的自立ということか

島：ちょっと話が変わるけれども、社会復帰の話で、
ひとを馬鹿にしていると思うのは、廃止法第５条です
よ。ここで、社会復帰を望む者に対して、知識と技能
を得られるように取り計らわなければならないという
のがありますが、これは昭和２８年の予防法の条文と

同じです。２８年当時であれば、患者の中にも、１０
代、２０代の人間がいっぱいいたから、いろいろ知識
を獲得するとか技能を習得するとかして、社会復帰を
するという可能性もあったけれども、今回、平均年齢
が７０歳を越えた老人に、同じことを要求している。
ナンセンスというかねえ。
篠原：ここでも、社会復帰という言葉は、一人前に働
くとか、一人前に食えるようになるとか、いわば労働
を中心として描かれていますよね。したがって当然、
職業に就くための訓練とか技能を磨くとか、そういう
話になる。
その話でいくと、寝たきりの人やｉ妬齢者などの社会

復帰は成り立たなくなりますよね。そういう点では、
「社会復帰」には、障害者のままで、寝たきりのまま
で、あるいぱ醜い”顔のままで、もう仕事なんかとっ
ても就けないけれども、でも堂々とシヤバで生きると
いう、そういうイメージもなくてはならないと思いま
すね。
人に満足な具体的な保障を示さないのは、結局、出
したくない、社会復帰させたくない、ずうっとここに
居ろ、ということになるんじゃないか。
強制収容で連れてきた人達を社会に帰すというの
は、予防法廃止に伴う、国の一番大きな責任なはずな
んですけれども、そのことをなおざりにしておいて、
ここで入所者には不安を与えません、十分なことをし
ますよ、というのは、やっぱり違った形の隔離を、国
は続けていきたいということになるんじゃないかな
あ。

「らい者も人間だ」の主張とその方法としての文学

篠原：終わらなくてはならない時間がきたので、最後
に、「らい文学の行方」ということについてうかがい
たい。ぼくは、島さんの作品を中心に、「らい文学」を
読んできたわけですが、島さんは、らい療養所の中で、
そこでも人間が人間として生きているというか、セッ
クスの問題とか食べることとか、そういう人間のリア
リズムを表現しようとされてきましたね。そして、そ
の中で、絶望、苦悶、怨眼、抵抗、希望、救済などの
精神的世界を表現されてきたのですが、島さんのキー
ワードには、だれもが（つまり「らい」者も）人間で
あることの主張がありますよね。ぼくにとっての最初
の「らい文学」は「海の沙」でしたけれども、大変衝
撃的でした。（２７）
これからも、島さんに書き続けていただきたいので

すが、廃止法が通った今日、あらためて、「らい」者
が「らい」者の生活を「らい文学」として表現すると
すれば、どんなテーマがあるのでしょうか。
島：ぼくは『海の沙』以後、小説を書いてないんです
よ。今度あの「火山地帯」１０８号が「らい予防法廃
止記念特集」をやっているんだが、その中で、大丸法
海君が「島比呂志論-その精神の軌跡」を書いている。
（２４）ぼくの初期の作品をずうっと読んで、現在のぼ
くの文学の原点を探っている。ここでは、（さっき言っ
た）戦後まもなく、この園で、追放事件が起こったと
きに、ぼくがどういうふうにその事件に対応したかと
か、予防法にこだわりだす事情とか、ぼく自身の過去
の軌跡を丹念に読んで、評論を書いてくれている。
この評論で、２０年前にぽくが書いた「人間への道」

の中で、（２８）今回のらい予防法廃止を、その時期まで
予言していることを知らされ、我ながら驚きました
ね。
やっぱり、ぼくがものを轡きだす動機は、らいに
なって、らい者も人間だ、という人間主張ですよね。
そのひとつの方法として文学をやったんであって、詩
でも評論でも随筆でも、そのときそのときのテーマに
よって、そのスタイルはなんでもいいんですよ。直接
話ができれば話で済んだかもわからんけれども。
ぽくは、「中世のらい」をテーマに、本当は書きた
いという気持ちがあるんですが、それはなんでかといー -
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うと、１・９８６年に「海の沙」が出版されたときに、
高知の一読者から匿名の手紙をもらって、自分はも聴衆が出前する講演会で
う、らいが治るということは理解したし、それで、ら
い予防法廃止も賛成だと。しかし、島さんから手紙を篠原：島さんは、今後、講演などはなさらないのです
もらいたくないと。島さんが触った封筒や便籤に自分か。
は触りたくないと、そういう皮膚感覚を、この人は正島：らいを正しく理解してもらう手段としては、や
直 に そ の 手 紙 に 書 い て き た 。 は り 轡 く こ と で す が 、 最 近 は 噺 寅 依 頼 ； が 結 構 多 い ん で
そのときに、ぼくは果たして１１１：５モｙ・が轡くことによっすよ。けれども、体力的に出ていくことはできないん
て、そういう人にまで理解してもらうということがでで、話を聞きたい人は来て下さいと言っています。先
きるんだろうかということで、一時、ものが書けなく月も、鹿児島市の、大谷派のお坊さんやらハンセン病
なった時期があるわけですね。それで、今、考えていに関心を持っている学校の先生とかが来られて、家で
るのは、そういう皮膚感覚を持っていて、我々に接近は狭いんで、この園のお寺を借りて話したんです。テ
することを嫌う人でも、しょっちゅう触れ合いがあるレビ局の人もついて来とりましたが。
ような状態があれば、もうちょっとそういう問題が解篠原：なるほど、聴衆が出前する、新しいタイプの講
決 さ れ る ん で は な い か と 。 演 の ス タ イ ル で す ね 。
お遍路さんがずっと四国を廻るでしょう。それでお島：九州医師会の総会が鹿児島でこの秋あるわけです

接待というのがあって、お遍路さんに食べ物をあげたが、それに講演に来てもらえないかと頼まれたのです
り、お金をあげたり、昔から、そういうことを部落とが、これはどうしても行きたいなあと思いましたね。
してやるんですよね。そして、そのお札をもらって縄だけど、ぼくは、半年も先の約束をできないわけです
に挟んで、それを村の入り□にかけるわけです。それよ。
は、ここから内はケガレていませんよ、外はケガレて篠原：受けられておかれたらいいんじゃないですか。
おってもねと。そういう中世の流れが四国には色濃く当日、「体の具合が悪い」と言わざるをえないときっ
残っているんじゃないかなあと。その反面、らいの人て、だれにもあるんですから。
は弘法大師の生まれ変り、という考え方があってね、島：うん、まあ。なんで医者に話したいかっていうと、
そういう病いの蓉融路さんも大事にしないと罰が当た社会で自分が病気を隠して働いているときとか、そう
る ん だ と か ね 。 い う と き に は 、 一 番 の 強 敵 は 医 者 な ん で す よ 。 自 ら 抱
そういうことがあって、瀬戸内寂聴が「人類愛に捧えている、らいという秘密を見抜けるのは医者ですか
げた生涯」で書いているんですが、彼女は、らいにつらね。これは見抜かれては困るというので、医者を本
いて、昔の考え方をそのまんま持ってきている。病気当に恐れましたからね。
のお遍路さんを泊めたばかりに、その家の人が病気に篠原：前回にも、ご自分の体験として、そのことを語っ
な っ た と 。 （ ２ ９ 〉 て く だ さ い ま し た ね 。 そ れ か ら 、 島 さ ん の 「 宿 命 へ の
篠原：島さんは、前回のときに、「中世仏教は、らい挑戦一生田長江の生涯」には、その辺りカ甘ごい迫力
病を因果応報的に罪悪視する一方で、畏敬する」と言で轡かれていたのを思い出しました。（３ｏ）
われていますが、はっきりしていることは、「中世の島：だから、その医師会では、そういうことを話した
らい」観には、隔離の思想がないことですよね。うついなあということもあったんですけどね。それで、一
した人もうっされた人も、仏縁を感じて、シャバで暮番、病人を差別してきたのも医者とか看護婦とか、こ
らしていたのではな。いでしょうか。そう考えると、瀬ういう職業の人が案外多いんですよ。彼らには、らい
戸内のは、昔の話の現代的解釈であるとも言えそうでは感染するという意識が特に強かったのか知らないけ
す ね 。 ど ね 。
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廃止法と優生保護法「改正」との関連

篠原：専門家の目と差別・偏見の関係、というテーマ
でさらに語り続けたいのですが、タイム・リミットの
ようなので、最後に、廃止法と優生保護法の「｀改正」
の関係について触れられればと思いますが、優生保護
法には、「不良な子孫の防止」という観点から、「ら
い」がその対象として入っていたのですが、廃止法と
ともに、自動的に、そこから削除されましたよね。そ
のことは当然ですが、そのことは逆に言うと、「不良

な子孫の防止」という目的から言って、「らい」の項
目は不適当になったということであって、その目的は
それで結構なんだ、ということを再確認しつつ残して
しまっていますよね。

考えたいと思います。
それにしても、ぼく力洞いたいことは大体伺えた
し、自分なりの意見も言えたような気がします。大変
満足しております。ありがとうございました。

〈引用・参照資料〉
（１）大谷藤郎（らい予防法改正に関する私の個人的
見解ＪＧ９９４．４．）
（２）島比呂志・篠原睦治「〈インタビュー〉いま、な
ぜ、らい予防法を問うのか」（本誌３巻１号、ｐｐ．２・
２１．以下、前回インタビューヘの言及に関しては、
引用を省略する。）
（３）全国国立ハンセン病療養所所長連盟秋季総会｛ら
い予防１；だ改正問題についての見解Ｊａ！｝９４．１１．）

（４）ビデオ「ハンセン病への偏見は許さない」は大
島：優生保護法そのものが、弱者とか障害者とかの生阪人権博物館の「証人の部屋」で常時見ることがで
存を許さんわけだから、これは法律自体が差別法ですきる。
よね。「日本の恥部」を書いたときに、（１４）戦前の「国（５）「『らい予防法』についての日本らい学会の見解」
民優生法」は、ドイツ・ナチスの「断種法」を真似し｛：１５｝９５．５．）
てつくったというのを読んだ気がするんだけれども、（６）島比呂志「先覚者二人の功績思う」（『朝日』タ
これは、富国強兵というか、健康で強い国民を作るた刊、：１９９５．５．１６．）
めに、マイナスの因子を持った人間は生まれてこない（７）島比呂志「法曹の責任」（患者の権利法をっくる
方がいいという思想から生まれてきたわけで、これも会「けんりほうニュース」４８号、１．！）！｝５．７．２０．）
全 体 主 義 的 な 考 え 方 で す よ ね 。 （ ８ ） 中 谷 理 子 「 ら い 予 防 と 法 曹 の 貴 任 」 （ 「 ジ ュ リ ス
だから、みんな病気が治ったからとか、感染力が弱トＪａ９４．９．１５日号」

いからとか、そういうことで、現実の医学とかにそぐ（９）島比呂志「申し立て書『らい予防法・優生保護
わないから、らい予防法は廃止するんだという意味づ法について』」｛１！ヨ｝９５．９．１．）
けをしているけど、そうじゃないんですよね。（１０）九州弁護士会連合会「緊急出版！らい予防法
篠原：実は、今年４月１日に廃止法が発効してまもなの廃止を考える一九弁連調査とシンポジウムの記
く、６月１８日に、今度は、優生保護法が「改正」さ録』（１．９９６．７．）
れて、新たに母体保護法が成立しました。「不良な子本轡には、九弁連が、島さんの申し立て書（上記（８）
孫の防止」に関わるすべての条文力哨丿除されていまの文轡）を受けて、アンケート調査とシンポジウム
す。そして、今回は明記されませんでしたけれども、を行なった経過と結果が詳細に報告されている。
代わって、女性のリプロダクティブヘルス・ライツ（１１）らい予防法見直し検討会報告書（１．９９５．１２．）
（性と生殖に関する健康・権利）が強調されていく傾（１２）日本弁護士連合会声明（１９９６．１．）
向がうかがえます。ぼくは、「不良な子孫の防止」と（１３）島比呂志「らい予防法廃止の落し穴」（『朝日』
いう目的が、「産む・産まない」に関する女性の自己夕刊、１．！）９１５．２．６．）
決定権にゆだねられていくことにならないかと心配し（１４）島比呂志「生存宣言Ｊａ９９６．３／社会評論社」
ていますが、このことについては、改めて、じっくり（１５）島比呂志「片居からの解放-ハンセン病療養
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所からのメッセージ［増補版］Ｊａ９９６．３．社会評論スル行為を為シタルトキハ減；：食：若ハ監禁二処シ又ハ
社 ） 之 ヲ 併 科 ス 」 と あ り ヽ 「 ̶ 逃 走 シ 又 ゛ ｀ 逃 走 セ シ ム
なお、本書で、上記（１）～（１２）を読むことトシタルトキニ職員ソノ他ノ者二対シ暴行若

ができる。ただし、（２）、（８）、（９）を除く。ハ脅迫ヲ加へ又ハ加ヘムトシタトルトキ三其
（１６）大谷藤郎「かくてハンセン病隔離は終わった」ノ他所内ノ安寧秩序を害シ又ハ害セムトシタルト
（ 「 中 央 公 論 」 １ ９ ９ ６ ． ４ 号 ） キ 」 と あ る 。
（１７）「ローマ竃談」とは、５１ケ国代表力惨加したなお、全文は、上記（１４）で読める。
マルタ騎士修道会主催の国際会議で、１９５６年４（２４）大丸法海「島比呂志論」（「火山地帯」１０８号、
月に開かれた。そこでは、（ハンセン病者の差別待：１９９６．１．）
遇の撤廃、早期治療の必要、隔離主義の是正、社会（２５）島比呂志「名は体を表すーらい予防法が積み
復帰援助」などを含む「ロ、マ宣言」を採択してい残したもの」（『週刊金曜日』１．９９６．３．２９号）
る 。 （ ２ ６ ） 藤 野 豊 『 日 本 フ ァ シ ズ ム と 医 療 』 （ ： １ ９ ９ ３ ． １ 、 岩

（１８）島比呂志（保険証おあずけ一納得できない厚波沓店）を参照。
生省事務次官の『依命通知』」（「けんりほうニュー（２７）島比呂志『海の沙』（１９８６．９、後に、上記『１
ス 』 ６ ２ 号 、 １ ９ ！ ｝ ６ ． ９ ． ２ ０ ． ） ３ ） に 所 収 ）
（１９）前回インタビューの〈注〉（２２）などを参照。（２８）島比呂志「人間への道-わが文・！９１＝半生記」（「火
（２０）らい予防法成立に先んじて行なわれた光田健山地帯』３０号、１９７７．４～４０号、１．９７９．１０）
輔ら三園長の国会証言（第１２回国会・参議院厚生なお、上記（２４）に記載した大丸の（島比呂志
委員会会識録１０号、１９５１．１１．８．）論」の末尾には、「人間への道」に書かれていた「私
なお、この記録は、らいの医療と人権を考える会編たちが寞に人間としての自由を回復するのは、平均
「「らい予防法」を問うＪａ９９５．１１．）で読める。年齢七十五歳を越える頃となろう。私の年齢も八十
（２１）島比呂志『らい予防法の改正を』（岩波ブック歳に近づいて、腰も曲り、顔には深い皺が寄ってい
レットＮａ１９９、１９９１．６．）のｐｐ．２６～３１．ることだろう。その日まで、どんなことをしても生

（２２）島比呂志『生きてあれば』（ａ５７．１０．講談社）きのびなければならない。」という予言的文章力９１
（２３）国立癩療養所患者懲戒検束規定（昭和６年１用されている。
月３０日認可）第一一条には、「国立癩療養所ノ入所患（２９）瀬戸内１１１１１美編「人類愛に捧げた生涯。｜（１９８４．３、
者二対スル懲戒又ハ検束ハ左ノ各号二依ル）とあ講談社）
り、「四監禁三十日以内監禁室二拘置ス」とある。（３０）島比呂志「宿命への挑戦一生田長江の生涯」（島
また、第四条には、「入所患者左ノ各号ノー一二該当「「らい予防法」と患者の人権』所収、：１９９３．８、社会

評論社）
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「精神医療・過去と現在」
～赤松晶子さんに聞きつつ、問いつつ～（３）

前回は、中途半端な形になったが、対話のなかから
赤松さんの「臨床」や精神医療に対する基本的な姿勢
をいくらかでも読者にお届けできていればいいなと
思っている。
それにしても、前回（第３巻２号）からずいぷんと

時間が経ってしまった。前回は、精神医療改革当時に
おける保安処分問題、中間施設問題、法的問題（精神
衛生法から精神保健法、そして精神保健福祉法）、機
能分化問題などの問題が現在の精神医療にどんな形で
引き継がれてきたのか、あるいは、それらの事柄に潜
む問題点カｉ解消ないし解決の方向に向かってきたのか
どうか、そういった精神医療の流れを今回の課題にす
ることを予定していた。しかし、むしろ、それらの個々
の課題をひとつひとつ追いかけることよりも、精神医

療改革（以下、改革と略す）とは何であったか、そし
て改革を支える姿勢や思想を問うことが本質的な課題
だろうと、今さらなのだが思い直すようになった。そ
の意味では、今回の話は「過去と現在」のうち「過去」
の部分に焦点を合わせることになるが、現在の社会状

況のなかでの問題にもわずかながら触れるつもりでい
る。
そうした考えから、赤松さんとの話を通して、その
テーマを考えていくことに重点が置かれている。

Ｉ。改革当時の「社会復帰＝就労」は外来（通院）を
意識していたか？

三輪：改革で曖昧に提出されていた論点、たとえば、
機能分化などが、現在の梢神医療においてもはや抵抗
し難い現実と。なって迫ってきていると思うのです
が…。
赤松：機能分化に関して言えば、改革はまさに反対の

三輪寿二（東京足立病院）

立場だったと思う。烏山病院の生活療法批判は、陳旧
性病棟、作業病棟、社会復帰病棟という具合に機能分
化された捗ｉ棟編成を否定するものだった。改革ととも
にあった病院ではひとつの病棟で入院から：退院まで治
療する形が行われはじめたりした。しかし、それは一
時的な現象で終わっている。
三輪：改革のなかでは、「精神病」者の社会復帰とい
うこと；６嘔ｌやかだったと思うが、それは、外来という
ことが意識され始めたということ？
赤松：１９５５年にクロルブロマジン（ｌ）が出て、薬
物で治るといった声カ澗かれるよぅになった頃からパ
ラメディカルスタッフが採用されるようになった。そ
のときに、ソーシヤルワーカーは患者さんの就労場所
を探しに出かけていった。そのなかに、患者さんの退
院を考える役割を担っていた面はあったと思う。
三輪：ナイトホスピタル（２）ですね。これは、入院し
たまま就労するわけだけど、このことと外来がどぅ結
びつくのでしょうか？
赤松：退院のひとつの形としてナイトホスピタル先に
住み込むというものがあった。そうでなければ、家族
のところに退院するかだったけれど、家族は病院にお
願いしますといぅて離れて、引き取ろうとすることに
消極的だった。当時、こういう言い方１；ｔ明確になって
いなかったけれど、“「病」者単身でのアパート生活は
無理”といった雰囲気があったように思う。
三輪：ただ、家族のもとへといっても、精神衛生法の
長期収容を基本的性格とする当時の精神医療では、家
族はいったん患者さんを病院に預けたら最後まで、と
いった感じが多かったのではないですか？

赤松：そぅね。家族は入院させると疎遠になり、１９
７０年代は入院者の３分の１ぐらいの人が面会・外泊
がないという事態だった。だから、患者さんの退院は、- -
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実質的にはナイトホスピタルに通えるかどうか、と
いった点にかかっていた。たとえば、足立病院では当

時４００床強で、ナイトホスピタルに通う患者さんが
５０～６０名ぐらいいて、詳しくはおぽえていないけ
ど、何人かの人がナイトホスビタル先への住み込みと
いう形で退院していったと思う。そこに絡む形で、心
理職が、仕事への可能性や持続性をみるためというこ
とで作業検査をしたり、といった仕事をしていた時期
がある。
三輪：しかし、１９７３年のオイルショックによって
就労場所が激減するわけですね。
赤松：オイルショックによって就１脚結所がなくなるな
かで、一番問題になったことは、患者さんが病院から
外へ出る機会カ嘩われるという事態だった。そういう
状況から言えば、確かに「外来に（退院を）１」とい
うよりも、「精神病」者の隔離性に対する「病院の外
へ！」という意識の方７５ｆ強かったと思う。退院はその

１１！；長線上に出てくるといった感じだった。つまり、そ
の当時の意識は「社会復帰＝就労」一本槍で、そのな
かに退院も外出も全部が含み込まれていた。
三輪：それに、当時の医療点数では入院治療の方が点
数が高かったから、経営的にも退院を意識的に進める
病院は少なかったと思う。
赤松：そうは言っても、退院できる人を退院させない
ということは私の周りではなかった。というよりも、
そういうことはおかしい問題だということを話し合っ
ていた。

ＩＩ．サークル活動のなかで、患者さんの「生活」と「主
体化」を考える

三輪：そうした状況のなかで、オイルショックが起き、
いわゆる“ブラブラ退院”といった事態が生じてくる。

赤松さんの外来サークルづくりが始まるのは、こうし
だブラブラ退院”状況下においてなんですね？
赤松：そう。退院しても患者さんには働く場所がなく
て、アパートの隣人たちから、「だんなさん、今日は、
仕事おやすみですか？」なんて言われて、患者さんが
仕方なしに病院にフラッと来るしかない状況があった
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し、外来の診察待ちの時間が長いという苦情もあっ
て、それなら、院内でやっていたサークルを外来にも
開いていこうということになった。もっとも、仕事が
増えるということもあって、仲間のスタッフからすぐ
さま歓迎されたわけではなかった。
でも、“ブラブラ退院でも１ハいよ”という言葉はそ
のような社会状態で医療側；、５１勝手に名づけたことでは
あるけれど、そこには、就労だけカ１社会復帰ではない
という議ＩＳＱｉが本質にあったと思うが。
三輪：それにしても、院内サークルも含めて、なぜサー
クル活動だったのですか？
赤松：それは、患者さんの「生活」に密着するため。
院内では、“壁の花”（３）みたいになっている患者さん
がいて、サークルを始めるときには、そういう人たち
にも声かけをしていった。料理サークルをやり始めた
ときは、「私、包丁をもつのは８年ぶりかしら」など
といった患者さんの生活状況（入院状況）があった。
三輪：「生活」に密着するという方向性とサークルを
始めるということの問にどういうつながりがあるの
か、もう少し説明してほしいのですが。
赤松：入院患者さんの「生活」の中身は起床、洗面、
薬、食事、そして午前２時間、午後２時間の室内作業、
院内作業など、スタッフ側からあてがわれた分刻みの
「生活」しかなく、楽しみとかはなかった。そういっ
た患者さんの好み、選択とは無縁の入院「生活」を何
とか変えようとしてサークルを考えていった。
以前勤めていた病院でもサークルをやっていたけ
ど、そのときには、たとえば、絵を描きたい人だけで
別の場に行って絵画サークルをやってみるといった具
合で、「できる」人を対象にしたサークルだった。け
れど、改革！７）体験を通して、「生活」に密着していく
という考え方をもって、病棟のなかでできるだけ「全
員」を対象としてサークルをやろうという姿勢に変
わっていった。
それに、患者さんの「生活」抜きで、一対一という

個的な治療関係のなかで、心理テストや心理療法を
やってきたわけで、そうした心理職の仕事への自己批
判があったから、サークルで患者さんたちとづきあう
ということを考えていった。
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三輪：僕は、サークルの意味について２つ考えていた。三輪：生活療法批判についてもう少し詳しくお願いし
ひとつは、赤松さん力ち４言っていたことと関わるとます。というのも、たとえば当院でも、閉鎖・生活・
思うが、料理・’ぐ＝・手芸などの生活の匂いがするサークル開放といった病棟の分化が行われていて、それは現
活動によって、個的な治療関係を離れていくという側在、わりと多くの病院の現実であると思う。また、中
面 が あ っ た の だ ろ う と 推 測 して い た 。 間 施 設 問 題 に 見 ら れ る 機 能 分 化 に 関 す る 当 時 の 批 判 を
ただ、もうひとつは、患者さんの入院状況が、いわ見ても（５）、医療の枠内にしっかり納まる分化性を否

ゆる“あたりまえ”の日常生活からかけ離れているこ定していないことから、やはり、医師のなかには、機
とに対する問題意識があったと考えていた。つまり、能分化を捨て切れない側面があったと思うからです。
それは、「精神病」者から“あたりまえ”の生活を奪っ赤松：当時、改革を志向するスタッフがいる病院では、
ている差別的状況に対する異議申し立てといった具合烏山病院の分化性を徹底的に排した医療づくりをし
に理解していたが、その点はどうでしょうか？た。烏山病院の松島医師の考えとしては、陳旧性病棟
赤松：自分としては、まさにその通りだったと思う。の「治らない」とされていた患者さんに対して、“こ
しかし、強制されての入院収容の集団生活のなかで、の人たちからこそ開放化を進めるべきだ”ということ
日常生活に近づけるといった発想にはむしろ警戒的があったと思う。それは、患者さんを病状とか症状で
だった。入院生活のなかで、使役（４）の問題があって、「分け」て、そのなかで起きている排除や切り捨てに
掃除をするとお菓子・を：・・報酬にといったこと力桁われて対する批判であったと思う。そして、患者さん全員に
いたから、その発想にはどうしても抵抗があった。鍵を渡していったが、これには医師だけでなく看護も
外来サークルについて言えば、それをつくるときにパラメディカルも協力した。
心がけたことは２つあった。ひとつは、サークルの数ただ、一方で、こうした医療状況の改革を一時的な
を複数にすること。患者さんが自分が好きなサークル“はしがのようなものだとする冷めた見方もあり続
を選べることが絶対に必要だと考えていた。それかけていた。烏山病院問題も改革しようとした医師他ス
ら、もうひとっは、サークル内部では、できるだけ自タッフの解雇が起きている。ただし、「生活療法批判」
由な雰囲気を保ちたいと思っていた。サークルを見にとしては、その後１０年、若干の医師からの提起で裁
来た医師から「もっと患者を指導しなくていいのか」判闘争に持ち込まれ、１０年後和解している（６）。
などと言われたが、むしろ、こちら側が教育するとか足立病院では、まさにその批判が起きているなかで
指導するみたいなことはなくしていこうとしていた。遅れて生活療法を取り入れていく方向が出てきてい
三輪：僕は、赤松さんの仕事のひとつの柱は、サークた。そこで当院では「作業療法課」の確立がなされて
ル活動に代表されるような、誰でも入れる患者さんのいった。そのなかで、患者さんの生活状況をどうにか
「居場所づくり」にあったという風に思っていて、サーしていこうという発想があって、ひとつには、強制的
クル活動はそのひとつであろうと…。しかし、サーな入院生活の日常を変えるサークル活動があった。そ。
クル活動には別の側面があった。つまり、サークル活れから、もうひとつ、「外へ」というところは、絵画
動を選ぶということで、患者さんの主体化を意識しサークルをやっていた安彦さん（７）とパラメが協力し
た。それは逆にいえば、それまでの患者さんの「生活」て美術展やたこあげなどに患者さんを連れ出すという
のなかに、患者さん白身が何かを選ぶという現実がほ動きが始まった。しかし、当時、「私たちだって美術
とんどなかったと言えるのでしょうね。館に行かないのに、どうして患者さんが‥」というス

タッフの声が返ってくることもあったし、患者さんが
Ⅲ。改革における機能分化批判に、反差別という思想はぐれてしまって、あちこち探しに出かけるというこ
が あ っ た の だ ろ う か ？ と も あ っ た り 、 パ ラ メ デ ィ カ ル ス タ ッ フ の 動 き に 医 師

や看護からの厳しい批判力邨ｌけられた。
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三輪：ナイトホスピタルとしての外出ならば認める
が、楽しみとしての外出は認めないという状況だった
わけですね。実際には、ナイトホスビタルとしての外
出とそういった楽しみというか生活の幅としての外出
は時期的にはどちらが先に起こってきたのですか？
赤松：当院でいえば、初代ワーカーが事業所探しをし
ていったことから、ナイトホスピタルは１９６８年頃
には始まっていたと思う。それ以前にも主治医との関
係でポツポツとは外に出ていたけれど。生活の幅とし
ての外出の動きは１９７０年頃から。そして、１階に
外来、３階に開放棟をもつ建物ができたのが１９７２
年（開放棟そのものはもう少し前からあった）だった。
その新しい開放棟の患者さんは外出可能だったが、そ
のうちの８０％くらいの人がナイトホスピタルに通っ
ていたことから考えて、ナイトホスピタルを前提にし
た病棟だったと言えると思う。
三輪：僕は、「精神病」者の隔離性に対抗する「外へ！」
という気運はナイトホスピタルによってつくられたの
ではないかと思っている。ナイトホスピタルは明らか
にｉ自ｉ度経済成長という日本の経済状況のなかで安価な
労働力として位置づいたものだと思う。だから、ナイ
トホスピタルが患者さんの外出の契機だったとする
と、隔離性に対する医師の批判とその実践は、改革そ
のものによって新たに切り開かれたものではなく、高
度経済成：１菱：時代の労働市場の状況が先行していて後追
い的に持ち出された識論ではなかったか、と思ってい

るんです。
ここまで辿った上で、話をもう一度最初の烏山病院

生活療法批判に戻したいのです；６ｆ、赤松さんは先ほど
患者さんを「病状」によって分けていくという考え方
に対する問題意識だろうとおっしゃってましたが、そ
れは、深いところでは、「精神病」者への差別・偏見
に対する批判だということですか？
赤松：改革を意識していた医療者個々人は、当時の精
神医療状況のなかでの患者さんへの自らの対し方や社
会の中での偏見に心を痛めていたと思う。
三輪：個々人が問題意識をもっていたことは否定しな
いけれど、少なくとも医師による改革の動きには、「精
神病」者への差別・偏見に対する批判力噸っこにあっ
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たようには思えない。それなら、まず、ナイトホスピ
タルにおける差別的な低賃金問題を批判するべきで
あったと思う。というのも、ナイトホスピタルは、ま
さに、患者さんが社会とつながっているところであっ
て、そこをきちんと批判しないでどうして差別批判が
できるのか、疑問なんです。

赤松：１９７３年頃、ナイトホスピタルに行っている
患者さんσ：〉ｉ降給が５０～１００円くらいで、一般的に
は、４００～５００円くらいだったと思う。さすがに
安すぎる、と心理福祉課で話し合うなかで、各事業所
にせめて３００円にしてほしいと申し入れに行ったり
した。そうしたら、事業所から、「患者さんはすぐ水
を飲みに立って仕事場を離れてしまう。。」などといっ
た苦情（８〉が出てきたり、さらに「それなら手を引い
てほしい」と言われた。そうなるとさすがにどうしよ
うもない、事業所とけんかもできないといった感じで
それ以上主張できなかった。
三輪：差別・偏見といった社会との関係に対する姿勢
は、医師たちよりも当時の臨心の方がずっと厳しいも
のだっただろうと思う。。
赤松：臨心といっても、各人の置かれた状況によって、
そういった問題への気づきは違っていたように思う。
たとえば、高橋さん（９）は自分の行う心理テストが子
どもの就学の選別の道具になっている現実に直面し
て、選別のためのテストをすること１こ反対していた。
それに対して、私の場合は、すでに選別され強制的に
入院させられて「無為」とか「自閉」と決めつけられ
ている患者さんへのスタッフのまなざしがあるなか
で、心理テストがそうした見方への反論の手段となる
状況があったりした。もっとも後になって、そういっ
たありかたは自己批判し始めるのだけれど、当時、高
橋さんの自己点検・自己批判に対してその状況の違い
を気にし続けていたことも事実だった。
三輪：ただ、お世辞を言うわけではないけれど、医師
たちの改革における根っこと赤松さんの根っこには違
いを感じていて、赤松さんの場合、“反差別”という
ことが根っこにあると思う。それが改革のときの医師
にはやはり根っことして位置づいていないという印象
を受ける。もっといえば、医師たちの改革に対する僕



の基本的な認識は「改革には普遍的な１１１、想上の根っこ
がない」というものなんです。だから、最も急先鋒だっ
た医師が２０年後に最も行政的で管理的な人に変わっ
てしまえるのだと思う。
赤松：１９８０年、新宿バス放火事件で保安処分の再
燃化があって、精神医療従事者！１１！談会（以下、精従懇
と略）（１ｏ〉カ吻めて開かれた時、臨心から自分も代表
として出席していて、この会に当事者も参加するべき
だと主張した。「病」者集団からも参加への強い希望
がでていた。けれど、「やっと精神医療の各種の従事
者力嘲めて一同に会したのだから当事者には今回は遠
慮してもらいたい」というのカ嘔師の主張で、自分が
当事者の参加のことを主張すればするほどだんだん嫌
がられていった。
医師の「病」者への見方というのはそうしたもので、
やはり、一番最初のとき（Ｈ）にも言ったけど、医師
はあくまで自分の立場を守った上で改革に臨んだとい

うことだと思う。学会改革当時の臨心では心理職の人
たちが自分の職を賭けてこの問題に取り組んだ姿とは
追っている。

Ⅳ。“多様な生きざまを認める”という思想のなかで
反差別はどう位置づくのか。

三輪：改革当時の医師たちに根っこを感じないといっ
た印象に関係するところで、もうひとつ気になってい
ることがあって、それは先ｌｉｌ；ど話していだブラブラ
退院”のことなんです。赤松さんは、この“ブラブラ
退院”に対して、「“社会復帰だけが全てじゃない”と
いった本質的議論がある」と、わりに肯定的な発言を
しているように、僕には受けとれたのです。それは、
“多様な生きざまをそのまま認める”といった思想的

な背景があるというふうに受けとっていいのでしょう
か？
赤松：“多様な生きざまをそのまま認める̈といった
思想性はあったにしても、当時、それを明確な自覚と
してもっていたとは言い切れない。それに、何と言っ
ても圧倒的多数カ喘いているのが現実の社会となって
いる。そうした社会状況のなかで、「働かなくてもい

いじゃない」と、患者さんに話していくことは、無理
やり患者さんに言い聞かせてゆくみたいな感じがつき
まとって、むしろ自分のあり方にごまかしを感じてい
た。なぜなら、社会を変えずにそういう風に患者さん
に話してゆくのだから…。
“働かざる者、食うべからず”；が社会の常識。自分

のなかに、“働くことにこだわらず、ありのままの自

分を受け入れよう”という気持ちは一方であるが、治
療者の立場にある自分がそう言うことに限界を感じ
る。先日、ある患者さんが「働くかどうかでなく、自
然の自分の中で生きてゆきたい」と話しているのを聞
いて、体験者の話が自分よりも説得力があると感じ
た。
三輪：自覚の程度はいろいろあるだろうが、僕ぱブ
ラブラ退院”を認める医師たちの姿勢に、そうした思
想的な背景を感じないんです。オイルショックによっ
て就労場の確保が難しくなったとき、隔離性批判とし
ての「外へ！」を意識し、実践しなければならない事
態のなかでの“ブラブラ退院”であったのだろうと推
測しているのです。つまり、「本当は『社会復帰＝就
労』が一番よい、けれどそれができないから“ブラブ
ラ退院”でも仕方ないよ」という就労主義が医師たち
の本音だったと思っているんです。
だから、赤松さんがごまかしと言うものと医師たち

のごまかしの間には違いがあると患っているんです。
赤松：自分は、「ありのままでいい、別に働かなくて
もいいじゃない」と語りながら、そう語ることで飯を
食っているという矛盾がある。そこは、やはりごまか
しのように思えてくる。
三輪：やはり医師たちと赤松さんには本質的な違いが
あると思う。医師たちは就労主義つまり生産主義社会
に適応することを前提としていた；ゐｔ、赤松さんはそこ
に基礎を置かず、そのために現実としての生産主義社
会との矛盾に身を置いたということだと思う。
むしろ、“ありのままの自分を認める”というとき

に、社会のなかで自分を位置づける多様なあり方が出
てくる。たとえば、先ほどの赤松さんの話にあったよ
うに、働くことにこだわらない、つまり、生産主義社
会に自分を位置づけない生き方が出てくる。じゃあ。
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どこに位置づけをもつかというと、たとえば消費の場

面がある。おかわり自由の店に入って、コーヒー-一杯
頼んで２時間も３時間も粘る。生産者に自分を位置づ
けると、こうした行為には遠慮がつきまとう。けれど、
消費者としての、客としての自分に位置づけをもて
ば、一向に構わない行為になる。もう少し言うと、生
きることには消費がつきもので、この点に関しては、
ある程度のところまで「健常」者も「精神病」者もへっ
たくれもないような均質化、均等化が生じている。
つまり、こうした消費活動に自分を位置づけていけ

る消費社会において、差別論・７：）射程がどうなっている
のか、そこのところ７りｉ僕にはよくわからなくなってき
ているんです。
赤松：確かにそういう場での共通のまなざし、ゆと
りを感じるのはほっとする。それが、いま、私たちが
まさぐろうとしている「癒しとしての自己１１１現」、「癒
しの場づくり」の関係だろうかとも思う。しかし、そ
うは言っても、圧倒的に広がる社会のなかで、たとえ
ば欠格条項などによって、職業選択などには確実に差
別がある。つまり、生産社会と切り離せないところの
生活があって、「精神病」者差別は残り続けている。そ
ういった差別をまだ変えられないでいると思う。その
意味では、差別論の射程は依然として残り続けていく
だろうと思う。

冒頭でも書いたが、今回の対話は、改革の意味とい
うか、ある意味では華やかな改革の背景にある考え方
という「過去」の問題に焦点を当てている。しかし、
それが現在の梢神医療にどうつながっていくのか、と
いう本連載の問題意識はまだ論じないままであり、さ
らに機会を設けて、赤松さんとの対話を続けたいと
思っている。赤松さんに尋ねてきたこと、あるいは赤
松さんと論じてきたことが、現在の精神医療にどうつ
ながっているのか、そして現在の精神医療の問題点は
何であるのかについては、時代を無視して論じること
ができないことを痛感し始めている。生産社会から消
費社会、情報社会といった社会の変化に反射させなが
ら論じていく課題なのだろう。
ただ、それでも、これまでの対話のなかから、僕に
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は、改革ということが高度経済成長という生産主義社
会のなかでのみ位置づいていた医師の改革の論理だっ
たとことを改めて確認した思いである。医師が本質的
なところで時代に適応し、働くことを第一の価値にお
くことから自由でありえなかったことが改革のその後
のなりゆきを左右したのだろうと思う。
赤松さんが「医師は自分の職を賭けていない」と批
判するとき、それは、心理職と医師の間の差を越えて、
実は、「精神医療」に人生を乗っとられ続けてきた「病」
者との根源的な差を射ぬいていることを押さえておか
なくてはならないのだろう。また、同時にその批判は、
医師カ敏革のなかで√あくまで「治療論」の転換を問
題にしていったその後の流れのなかとも関係している
と思われる。多くの医師たちは、改革以前と異なる「臨
床医学の方法と原理」を「治療論」の見直し・再構築
と称して主な関、ｔ１４としていった。このことは、「精
神障害」の慢性化は医竃轟）貴任であるとして、薬物療
法Ｗｋ繋療法も含めた急性期治療における手厚い治療
の重要性を指摘し再発防止を主張する、つい最近の精
神医療の動向とも重なるものであろう。
他方、赤松さんぱ反差別”という思想性から（そ
の対象は、実践上は仕事の関係からおもに「精神病」
者差別に向かったが、女性差別、民族差別などの問題
も射程に含まれていた）、「精神病」者の開かれた場づ
くりを展開していった。それは、患者さんの「生活」
にそっだ患者さんの要望”を出発点として行われて
いったのだが、結果的にその場づくりが逆に患者さん
を医療に引き留めることになったことは事実である。
もちろん、物理的に病院から離れることが患者さんの
「あたりまえの生活」を保障することにはならないが、
最低限、病院という“空間”に「生活」の多くの“時
間”を費やすという２重の物理性は、その場が「あた
りまえの人間関係」とは異なる「特殊な人間関係」を
前提とした場であることから逃れられない以上、やは
り「あたりまえの生活」とは異なる患者さんの「生活」
をつくることになってしまったと思う。
さら１こ、赤松さんの場づくりが結果として制度化さ

れてゆく場であったことも事実である。その制度化と
いう結果は個人の思惑を越えている。たとえば、自由



な場としてつくった外来サークルがデイケアという制
度に絡めとられていく流れは、精神医療施策の流れで
あって赤松さん個人の意図したものでもなければ、
「精神病」者の要望でもない。もちろん、赤松さんは
それらの矛盾を自覚している。
ただ、別の面から見ると、“患者さんの要望”を出

発点とした赤松さんの場づくりが制度化されてゆく経
過は、現状の精神医療を考える限り、「生活の商品化」
という問題を提起しているように思えてならない。デ
イケア、ナイトケア、作業療法プログラムなど、それ
らは入院から外来を通して「精神病」者に「商品とし
ての生活」を提供するということなのだと思う。精神
医療は「薬という商品」から「生活の商品化」へと進
んだ。そして、皮肉なことに、「生活の商品化」がほ
ぽ限界に達し始めている現在、精神医療が最後の商品
として切り出したものは、手段を選ばぬ「急性期治療
という商品」ということなのではないだろうか。

脚注

を知っているかどうかという点にかかっている。と
すれば、極論としては、「精神病」であることを許
容してもらう代価として低１１ｔ金があると言えるかも
しれない。

（３）壁の花という表現は、何をするでもなく壁に向
かって一人しゃがみ込む状況に追い込まれた「病」
者の事態をその姿のみによって比喩的に表現したも
のだが、医学用語では「病状」として「無為」「自

閉」と括られてしまうことが１貫習となっている。
（４）使役は、清掃とか配膳など、本来職員がすべき
仕事を強制的に患者さんに行わせることを言う。こ
の患者さんの行為にきちんとした報百ＩＨを出すこと
で、「アルバイト」化した行為となるかやはり「使

役」として考えるかは難しいところである。ただ、
こうした職員補助行為は現在でもあちこちで行われ
ていると思われ、この行為が「治療」と称して合理
化される状況や最近では「ボランティア」と称して
行われる状況力へ功ヽにやばい事態であるかは見えや
すいだろう。

（１）クロルプロマジンは、精神医療の革命と言われ（５）この識論については、雑誌第３巻１号の中間施
る薬物療法の一番手として登場した。抑制系の薬物設問題のところで論じた。
で、精神活動を抑えていく作用をもつ。基本的に向（６）生活療法批判に関する文献として、「鳥は空に
精神薬は抑制系であり、頭がボワーとしてしまう魚は水に人は社会に」がある。
し、身体活動も鈍くさせてゆく。薬物療法が登場す（７）安彦さんは、絵画・彫刻・その他によって自分
る前の治療法が電撃療法やロボトミーのような直接を表現することに重点を置いた造形サークルを足立
的に身体（特に脳）に侵襲を加えるものとは異なり、病院その他の病院で行っている。本号の「読轡会ロ
また一般科なみの治療法であること、さらに製薬資報告」で話題提供者にもなっている人である。
本の新市場という経済的効果を含め’ｌｒ時代を席巻し（８）「水ばかりを飲む（喉；が乾くため）」とか「言葉
ていくことになる。しかし、たとえば、肝機能を衰がはっきりしない（呂律が回らないため）」とか「動
えさせるし、長い期間の大量服用は身体的な力をかきが鈍い」などといった周囲から訴えられる現象・
な り 消 耗 さ せ る こ と は 間 違 い な い 。 苦 情 は 、 薬 の 副 作 用 に よ る も の で あ っ て 、 病 状 に よ
（２）ナイトホスピタルは、患者さんがおもに日中のるものではない。一番辛いのは本人なのだが、その
仕事に通いつつ、入院生活を送るかたちをいう。現点は実に見逃されやすい。
在でも行われているが、全盛期と比べれば、下火に（９）高橋さんは三鷹市教育相談所に心理職として勤
なっている。ある意味では、アルバイトが労働市場務していたが、心理テストが選別の手段となってい
のなかに占める割合が増すとともに、現在でも低賃ることを問題提起した。社臨雑誌第３巻２号５３頁
金のナイトホスピタルに敢えて通う必要性はなくな（「精神医療・過去と現在（２）」を参照）。
りつつあると言える。現在のナイトホスピタルと一（１０）梢神医療従事者懇談会は、本文中にもあるよ
般のアルバイトの遼いは雇用者が当人の病気のことうに、１９８０年の新宿バス放火事件を契機に厚生- 一 一

３７



社会臨床雑誌第４巻第３号（‘１９９７．２．）

省による保安処分制度化の動き力倆燃化していくな
かで、それに対する危機感をばねにして設けられた
精神医療従事者の集まりである。これは、現在でも
継続して開かれているが、精神医療の改革を真摯に
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追求しているようには受け取れない。
（１１）社臨雑誌３巻２号５３頁の赤松さんの発言。
（「精神医療・過去と現在（２）」参照）



社会臨床シリーズ読書会（１）報告

１９９６年９月２９日、和壁大学ぱいでいあホール

影轡房より出版している「社会臨床シリーズ」全４
巻が、１９９６年秋、ようやく出揃いました。社会臨床
学会では、これを記念・きっかけとして、シリーズ全
巻に関する読書会を企画しました。この文章は、１９９６
年９月２９日、小田急線鶴川駅前（東京都）のｊｌ；【１光大
学ぱいでいあホールで行われた『社会臨床シリーズ読
書会（１）」の報告です。
「読轡会（１）」は、シリーズ４巻のうちの第１巻「「開

かれた病」への模索』、第２巻『学校カウンセリング
、！ご心理テストを問う』を取り上げました。発題者とし
て、第１巻σ：〉１執筆者として三輪寿二さん、書評者とし
て安彦講平さん、第２巻の執筆者として小沢牧子さ
ん、書評者として山家誠一さんをお願いし、上述の順
にて発題、その後、フロアの方とともに討論を行いま
した。

本文では、まず三輪さんの発題要旨、安彦さんから
この報告用に寄せられた文章、小沢さんの発題要旨、
山家さんから寄せられた文章を並べ、その後、討論の
時間に語られたことの要約を載せます。三輪さんと小
沢さんの発題要旨のまとめ、討論部分の要約は、筆者
である僕が行ったものです。安彦さん、山家さんの文
章は、この報告集用にご本人が書き下ろして下さった
ものです。各発題者の発題要旨の部分はこのような経
緯によって、発題者によって長短がありますが、ご容
赦下さい。
なお、要約の部分はあくまで筆者である僕自身が受
け取った限りのそれであって、読書会の場で語られた
ことの内容や雰囲気をそのままに伝えられてはいない

林延哉（茨城大学）

ことをお許し下さい。「報告」としてははなはだ不十
分とは思いますが、これが筆者自身の限界であり、と
同時に「報告」の担う必然的限界として、お許し願い
たいと思います。

三輪さんの発題要旨

三輪さんは、自分は筆者であると同時に読者でもあ
ると自分の立場を規定しつつ語りはじめました。第１
巻に限らず、社会臨床シリーズは共「ｉｉ１１執筆の著作であ
り、各巻毎１こ執筆者轟著作の内容について議論しつつ
本を作っていったのは勿論ですが、その一方では、最
終的には、それぞれの執筆者の執筆部分はあくまでそ
σ：）ｊｌ鴎１渚の執筆部分としてあり、他１）執筆者にとって
は「読む」対象ともなっているのです。その意味では、
三輪さん、小沢さんは、本の執筆者として登場してい
ます、６ｆ、執筆者の「代表」ではなく、執筆者の「ひと
り」です。
三輪さんは、まず、各章毎に内容を要約して語りま
した。この部分については、実際の本にあたって頂い
た方がいいと思うので、ここではその内容には触れま
せん。

各章毎について語った後で、全体を通してのことに
ついて、次のような内容のことを語ってくれました。

まず、「精神病は閉ざされた病だ」という現状認識
があり、このことについて「閉ざされた病とは何か」
という問題と「閉ざされた病を、どのように開いてい
くか」の問題とがある。そして、「閉ざされた病とは
何か」ということについては、現状をかなり書ききれ
たのではないかと思うが、「閉ざされた病を、どのよ
うに開いていくか」についてはまさに「模索」であっ
て具体的なことは何も書けなかった、課題として残っ-
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ている、と三輪さんは語りました。
語ることがある程度かなったという「閉ざされた病
とは何か」ということですが、それは、大きく分けて
３つの側面を持っていると言います。
まず第１に、「差別・偏見」という側面です。
例えば就職等の場面において、「精神病者」である
ことを隠して就職を試みる、「精神病者」であること
を明言すると就職が困難になるというのが現状であ
り、ところで、この「梢神病者」であること隠すか明
らかにするかを「個人のプライバシー」という問題に
還元してしまおうとする動きもあるが、現実にはそう
ではなく、「精神病者」であることを隠さざるを得な
くさせられている、閉ざさざるを得なくさせられてい
るのが現実であり、ここに「精神病を閉ざされた病」
としている一つの側面があります。
２番目の側面は、「精神医学の中に閉ざしていく論
理がある」ということです。
それは状況の問題を個人の人格の問題へと還元して
しまい、それも、全ての人間に起きうることではなく、
特別な人間にのみ起きることとして還元してしまいま
す。こうして「精神病者」を作り上げ、社会から閉ざ
していきます。
第３には、「精神医学そのものが閉ざされている」と
いう側面があります。梢神医学自体が社会から閉ざさ
れているのです。
こうした側面について、「閉ざされた状況」につい

てはある程度審き表すことが出来たが、「閉ざされた
状況」をどのように開いていくかについては、課題を
残しているとことでした。
最後に三輪さんは、最近の精神医療・梢神医学に関
する本が、明るい展望ばかりを描いている気がする
が、この本は現状の問題を暴こうとする試みとして意
味を持っているのではないかと評価しています。

「癒し・アー１ヽ・全体性一自らを癒す自己表現のための
場を共にしてー」（安彦講平◆東京足立病院）
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１・はじめに

私は１９６９年から現在まで、東京足立病院、丘の
上病院（９５年閉院）など、いくつかの精神科の病院
で、絵画を中心とする創作活動のための＜ｉｌｉ形教室＞
を担当してきました。いわゆる、＜教育＞や＜治療＞
のための、上から与えられ、外側から解釈、評価され
るような、道具、手段としての描画ではなく、それぞ
れが自由に描き、身をもった自己表現の体験を通し
て、自らを癒し、支えていく、そのような＜営みの場
＞を試行してきました。そして、地域の人たちに患者
さんの作品に触れてもらうための「“癒じとしての
自己表現◇生きる杖として、鏡として◇」展を９３年
以来、東京足立区内、ハ王子市内などで開催してきま
した。この活動も出品者である患者、職員、そして、
学生、市民などのボランティアの人たちとの「共同作
業」として取り組んできました。
今日の勉強会の轡評者、発題者ということですが、
本来なら、私はフロアーの一角に座っていて話題の流
れに沿って感じたこと、思い当たることなど、私なり
に発言させてもらうのが私の力量の範囲の中で一、番
私らしさの片鱗がだせるのではないかと思うのです。
こうして皆さんと向き合うかたちで；ｊモ３話するように
なったのは、第一巻を担当されている筆者の半数以上
の方々と、長い間、部所、立場を違えながら同じ病院
で働いていたこと、赤松さんが第一巻の序章で実際の
名前を上げて沓かれている楠さん、名倉さんとは実に
２０年丿汰上も絵画を通して関わりをもっていること、
などによるのです。
これまで、私が現場で体験してきたことを振り返り
ながら、私がどのような立場でどのようなことをして
きたか、どのようなことができなかったかをお話しす
ることを通して、このシリーズが目指したテーマ、課
題にどのように重なり合い、どのような違いがあるか
を、ここで自己検証していく場を私は与えられたのだ
と思います。
そして、この会場の名称が＜パイデイア・ホール＞。
ギリシャ語で「遊戯」、広い意味で解放、気哨らし、気
まま……など、人間の自由への希求を意味するようで



す。私がお話しようと思っている“癒し・アート・全
体性。”というテーマにも通底していて、このような
符合もまた、何か共時性を感じています。
私は美術の分野に携わってきて、医学、心理学など
精神医療とは遠く離れたところにあって、どちらかと
いえば、知性・論理的指向に対して感性・直観を持ち

味としています。そのような異質なもの、辺縁にある
ものが人間の内面、心の病にかかわる問題に対してど
のような意味、役割をもち得ることが出来るのでしょ

うか。
もうひとつ、絵を描いたり、モノを作るという行為

は、何も描かれていない白紙に線や色彩で何かの形象
を印す、あるいは、素材に手を加えて立体の形を作る、
という無形のものから有形のものを作り出す、造形活
動を意味します。そのような自由な表現のための
＜場＞や人と人との＜関係＞を作る、という準備、

舞台など無形のものを作る作業、時には違和や対立を
も生み出すという、もうひとつのくつくる＞という水
面下の作業もまた、多くの時間とエネルギーを要する
のです。そのこともまた、今日の主題になるかと思い
ます。

２・いまある私にとっての「原風景」

私力噛神科の病院で働くようになった頃の女子病棟
での一つ！７）体験をいまも昨日今日のことのように鮮明
に記憶しています。それは過去の出来事の記憶にとど
まらず、いまある私にとっての「原風景」であるよう
に思うのです。
ある日の午前、女子の閉鎖病棟・７：）：畳部屋に座卓を並

べて、いつものように絵を描きはじめようとしていた
とき、保護室の廊下の方から甲高い声が聞こえてきま
した。はじめ怒声、嬌声ともつかない、聞き取れない
騒々しい声だったのです。
◇◇私も絵を描きたあーぃ、描かせてくださあーい
と言いながら、若い女性の患者さんが、看護婦の制

止も及ばす、パクパク駆け込んできたのです。
◇◇この人は入院したばかりで、とても絵を描ける

状態じゃありません。

と、私にも制止してくれるように看護婦がいう。私
が躊躇している間に、その患者さんは画用紙のある
テーブルの前に座りこんで、とっさにクレパスを手
に、上体をかぷせるようにして、描き始めたのです。
ぐるぐるの渦巻き模様、ひっかき傷のような無数の

線を交錯させ、余白には当時の人気スターの名前や自
分の名前やらを猛烈な勢いで描きこんで、たちまち画
用紙をうずめつくしていました。
◇◇ハイ、できました。もう一枚描きます。
と新しい画用紙に手を伸ばし、同じような激しいタッ
チの繰り返し。
「ほら、画用紙の無駄だ」「何を描いているのかさっ
ぱり分からない」

看護婦たちは、はじめから分かりきっていたこと
だ、と言わんばかりに患者さんと私とを交互に見てい
る。彼女はそんなまわりの思惑など眼中にない様子、
その日に用意していたモチーフの花守色彩構成のため
の抽象模様など、他の人の描いているものなど目もく
れず、勢いにまかせて描きまくる＝スクリブルの連続
で、一気呵成に５枚も描きあげていました。そうこう
しているうちに、彼女のはじめの時の勢いがおさま
り、かっと瞳目したまま中空をｒｉ疑視しているようなこ
わばった表情も和らいでいったように見えました。そ
して
◇◇ありがとう、また描かせて下さい。
といいながら、もとの保護室に帰っていったのです。
その時は、駆け込んできたときとはがらっと変わり、
むしろ自分から進んで帰っていったのです。
残された彼女の絵は一見、そのときの感情のままを
吐滴しただけ、急性期の混乱した状態がそのままに投
げ出されているだけのように見えます。
しかし、わずか、十数分間の間に彼女の行動は劇的

といっていいほどの変化を見せていました。そして、
５枚の画用紙に描かれたものは、同じ繰り返しのよう
でありながら、よく見ると、少しづつ、変化している
のです。最初の一枚目の画面は渦巻き、錯綜する線で
充満しているが、次の絵ではその勢いは徐々に変化、
その後の画面には混沌とした隙間を押し分けるように
若い女性の顔が描きそえられているのです。その具象
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社会臨床雑誌第４巻第３号（‘１９９７．２．）- -
的なかたちに自分の存在証明、それを一生懸命確認し
ようとしているように、私には感じられたのです。何
をどのように見、何を感じるかはその人の立場、描い
た人との関係によりさまざまでしょう。たしかに、彼
女の絵は、具体的なテーマに従って、イメージや対象
物の写生、再現性という点から見れば、「何を描いた
のか分からない」そして「美しい」「上手下手」とい
う以前の幼児力噛くよう；Ｃｉご乱雑な絵の繰り返しに過ぎ
ない、とする見方や受けとり方もいろいろでしょう。
しかし、それこそ、傍からの上辺だけを見て先入観に
とらわれたステレオタイプな「観察」「評価」だ、と
思うのです。
既成の見方・・り評価をあてはめているだけです。全体
を見ず、上べの「観察」で判断するだけであれば、は
じめからそのくもの＞とくこと＞に向き合おうとして
いない、何も見ようとしていない、感じようとしてい
いない、と思うのです。
五枚の画用紙に向かっていたわずか１０分足らずの
時空間は彼女にとって、つもり積もった思いを発散
し、解放する＜場＞となった。自らの心と身体を通し
たこの体験はフィードバックして彼女の内面に変化を
及ぼし、次の行動、人との関係に反映されていくだろ
う、と思えます。
押さえ込まれていたエネルギー、僻積、混乱し、ど
うにも統御できない感情を表出、その軌跡は絵という
二次元の静止した画面を連続連鎖して推移変化してい
るようなす。私にはそのダイナミックな動きが感じら
れ、そして、とても＜美し＜＞見え、彼女の登場によっ
て病院の一室は＜創造的＞な場にとって変わったとも
思えたのです。

３・「遊び」と自己表現

今日では精神病院で絵を描く、といえば「芸術療法」
「絵画療法」として通りのいい名称とともに精神医療
の新しい、ユニークな療法としてさまざまな理論や方

法の開発が盛んに行われ、そして、多くの病院、施設
などで精神療法やディ・ケアの一環として描画活動が
採り入れられています。しかし、２７年前、その当時、
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医師やｊｌｌｉ護婦など、精神医療を専門としている人達の
ＩＳｉ応は、まず＜精神病患者に絵を？エッ＞というい
うようなものでした。そして、＜絵を描くことでどの
ような治療効果が得られるのだろうか？＞＜わけの分
からない絵にのめり込んでしまい、患者の内面の混乱
を助長させることにならないか＞といった懐疑的な態
度、批判的な見解が先行していました。
そんななかで、私は週２日を午前午後、半日づつ、

男女４つの病棟を交互に訪れ、畳の大部屋に座卓を並
べて、三々五々集まってくる患者さんたちとともに絵

を描き、その日に描いた絵を前にして語らい合う、そ
んな時間をもったのです。
当時、現在のように絵を描くための専用の部屋とい
うものは無論、昼の間過ごす＜ディ・ルーム＞のよう
なものもなく、病室̶つが居間で３度の食事もする、
そして夜は寝室という具合に、極く限られた空間のな
か・（ｓ起居し、くる日もくる日もきまりきった生活をく
り返し、刻々に年齢を重ねていく。家族や身近な人た
ちとの間は疎遠になっていく。
精神病院は世間からかけ離れた時空間にある“隠れ
里”であり、その里の中のさらにもうーつの鍵のか
かった鉄扉で仕切られ、隔離された保護室を備えた病
棟は、“奥の院”のような場所でした。
私は何の資格も、定まったポストもなく、旅回りの
芸人か、もの売り｜のような立場で４ｉ耕３１６扁豚をつづけて
いました。私はひそかに自分を「まれびと」とよんで
いました。患者さんはそんな私を尼聊ちにし、私と患

者さんとの出会いによって始められた＜共同作業＞や
交流の場は大半の職員の無関心や懐疑のなかで営ま
れ、作られていったのです。目に見える治療効果、あ
るいは社会で一人前に仕事ができるような教育、馴練
のためでもない、何の役にもたたない、子供じみた遊
びに過ぎない、そんなことはおあそびと見なされてい
ました。
＜遊び＞については、すでにホイジンハの『ホモ・

ルーデンス』、ロジエ・カイヨワの『遊びと人間』で
「遊びは日常からきり離された独自の時空間、自由で、
没利害、特定のルールのもとに行われる活動であり、
何らかの物質的利益、効用をも織り込まれていない非



生産的活動」という点で共通しています。
真面目、労働、有効性といった原則に支配されてい
る現実の生活からすれば、何の役にもたたないものを
“おあそぴ’と丁寧、親愛を表す接頭語をわざわざ冠

して、卑しめているのです。そういうことも含めて、
ホイジンハは日本語の遊びはただひとつの言葉で非常
に明確にその多義的な機能と意味とを表している、と
いっています。

実生活と遊びは光と影との関係のように、全く異
質、対照的なものでありながら、それぞれにとってな
くてはならないもの、光がなければ真っ暗闇な世界で
しかなく、影がなければ世界は平板で奥行きを失って
しまう。街のなかには横町、たまり場、悪所‥‥があっ
て活性化する。車のハンドルのあそび、木造の木組み
のあそび……それだけでは何の役割も果たせない、何
のためにあるのかも分からない。他のものとの、１１１．合せ
によってはじめて相補作用・相乗効果を発揮し得るの
です。
漢字の「遊」の字形は、目的を定めずにゆっくりと

ぶらぶら動きまわる、という動きを表したものだ、と
いいます。目的をもたずにぶらぷらする。今日の私た
ちの生活ではそんな役にもたたないことに時間と労力
を費やすのは無駄、無用とされる。しかし、予測でき
ないもの、結果だけではなく、その過程◇プロセスの
中でこそその人その人に具わっているもの力９１き出さ
れ、潜在している能力、予測できなかったものと出会
うことができるのではないでしょうか。「遊」＝目的
を定めず、ぶらぶらするをそのままを“字”でいくよ
うな体験をついこの間することができたのです。

４・パフーマンス◇街頭を移動舞台として

冒頭の部分でふれた名倉さんと病院から大田区にあ
る実家まで同伴したことがあった。再入院一ヵ月後の
初めての外泊だったが、七十をこえた父母と話をして
いると、感情が先だって核心からずれたり、こじれて
しまう。互いに気遣うことが反作用となって、意に反
して背き合う結果になってしまうことがある。第三者
に間に入ってもらい、お互いの気持を伝え、これから

の身の振り方を具体的に相談したい、と本人と両親か
らの頼みでした。彼とは２５年前の最初の入院時か
ら、二十数年、何度かの入院、退院、就職、アパート
暮らし、私が自宅近くで開いていた絵の教室に通う、
など公私にわたる長い付き合いがあったことなどから
も自然にそんな経緯になったのです。
当日、病院を出たとたん、彼は
◇◇ああ、しゃばの空気はなんていいんだろう。ち

がうなあ。
と、胸に手をあて、深く息を吸い込む、彼の感情の表
し方は時１こｉａ剰に感じられることもあります。保護室
から開放病棟に移って間もない時期、初めての外泊、
解放感と緊張感、そして、時間外のことで付き合って
くれる私への気遣いなどを含んで、その時の彼の所作
は傍からみただけでは推し量れない複合的な感情の表
現なのでしょう。
病院からバスで私鉄の駅へ、私鉄からＪＲ線に乗り

継ぎ、真っ直ぐ向かえば１時間半ほの時間で行ける距
離を途中下車、銀座の画廊に立ち寄り、喫茶店で一休
みして、ぶらぶら寄り道をしながら共にした３時間ほ
どの道中は、病院という“密室”の関係ではとうてい
体験できない、紆余曲折した長い旅のように思えたの
です。フランス語で旅＝トラバーユは労働、仕事、学
習を意味する。内から発し、外を経由してまた内へ回
帰する、「旅＝循環」を意味する、といいます。（佐藤
学「学び・その死と再生」）まさにそんな体験だった
のです。バスに乗り込むときも

◇◇どうもすみません、お世話になりまーす
と、甲高い声で運転手にあいさつをする。電車に乗る
ときも隣り合わせた客、行き交う見知らぬ人にも
◇◇どうもどうも‥‥ありがとうございます‥‥お

世話になります‥‥
と、声をかけ、頭を下げてまわる。この位のことでも
人はいぶかり、あるいは見て見ないふりをして避けて
通り過ぎようとします。
ＪＲ線に乗換えたとき、母に連れられた男の子を見

かけると彼は近づいていって手にしていたビニール袋
から菓子を取りだし
◇◇いま、精神病院から出てきたんです。これあげ
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入院・退院・通院の途上、ただ通過するばかりだっ
た街の中で彼はこんな風にたまげて見せるのです。驚
きと懐旧の念がこみあげてきたのでしょう。狭っくる
しい画廊は鑑賞の場というより、そこは画壇へ・７）登竜
門、絵の商取引きの場所である。どの絵も自己主張す
ることもなく、物質の氾濫のなかに呑み込まれてし
まった芸術、人知れず隠れ里の奥で描いている絵とは
極北にあるようなものばかりでした。
ぶらぶら散歩もこのくらいで、と駅に向かった、あ
る四つ角で彼は通行人の方にかざした手を振り下ろし
て誘導、交通整理の動作を始めたのです。それは何故
か場違いではなく、その場におさまっていたのです。
ひょっとすると大道芸、パントマイムの演技者かな、
とちらっと；脱線を向けてくる人、せわしなく通り過ぎ
ていく人、行き交う通行人と彼との間には日常のあり
ふれ式こ風物、関係がかもし出されているように見えま
した。遼和と緊張がほぐれた今、心の過程の最終仕上
げのように、内からこみあげてくる思いを身体で発
散、浄化しているように、自らのために舞踏している
ように、私には思えたのです。私は街頭の観客のよう
に、それとなく眺めていたのです。同伴者の位置で見
まもっていたのです投げ銭目当ての大道芸人には見
られない、ただ無心にしなやかに演技をしていたので
す。誰のためでもなく、ただ自分の内から起こってく
・Ξ、感興に自然に身であらわしているのであれば、それ
こそ、かけがえのない、自己表現“純粋芸術”といえ
るのではないでしょうか。

つぎの場面に引き継ぎ移行していったのです。病院の５・むすび
“密室”とは異なって、街のなかのさまざまな動きの
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最近、全体医療（ホリスティック・メディシン）と
いう言葉をよく目にし耳にします。西洋の科学・合

理思想に基づく近代医学は数々の難病；Ｓ？克服し、寿命
を伸ばしてきました。けれど、精神と肉体の二元論、
生命体を一つ一つ機械の部分として見なし、病気を治
す、寿命を伸ばすことを至上の目的にしてきました。
「生老病死」、生の営みの全体をみることをおろそかに
し、かえって病気、障害、死をタブー視する風潮を助
長してきました。そして、いまｉ！ｉ：代科学・合理思想の



限界、心身一如、東洋の身体観、漢方医療が見直され
ている、といいます。
その「全体」はギリシャ語のｈｏｌｏｓ（全体）；６ｔ語源

であり、ｈｅａｌｔｈ（健康）やｈｅａｌｉ昭（癒し）の元になっ
ているといわれます。面白いことには漢字の「全」と
いう文字もすっかり、残らず、すべて、かけたところ
がない、という意味で、「健康」や「善」「美」をも意
味する、といいます。本来は洋の東西同じ観点に拠っ
てたっていたのでしょう。
．ｇＳ・年（１９９６年）は宮沢賢治生誕１００年、大変なブー

ムが起こっています。いまさら、という気もしますが

「全体」というとき、すぐに私は宮沢賢治のよく知ら
れた次の言葉；を想起します。
『世界がぜんたｔ、ヽ幸福にならないうちは個人の幸福

はありえない』（「農民芸術概論綱要」）

賢治の童話や詩の中の、-見素朴、簡潔な言葉には
実に多様、深い意味内容がこめられています。見る人
によって千変万化な内容を開示してゆきます。時代、
社会の諸相を万華鏡のように映しだし、賢治のことば
は際限なく深化変遷を遂げていくように思います。
「個人の幸福は世界全体が幸福にならないかぎりあり
えない」は、地球上の人類の最終の目的は国や民族を
越えた永久・連続革命（Ｌ・トロッキー）を、また、
この世に生きとし生けるもの山川草木・有相無相（姿
あるものと目に見えないもの）全てが同じ生命、と観
ずるｊｌｌｌ、教思想を、そして、人間はひとりひとり母親の
胎内で、この：ｌｔ！１球上に生命７５ｔ；ｉ廷生して以来三十億年の
進化の過程を修行してのちに人間となって生まれてく
る、母体の中で卵にはじまり、えら呼吸する魚の時期、
ついで両生類に、つぎに胆虫類になり最終的に人間の
姿形になってこの世に誕生してくる、といいます。人
には尾や鰭、水掻きの痕跡があり、日頃、無意識のう
ちに魚．ｓｔ＝・、１；１、、動物の感覚や動作をしていることがあ
る、それははるカヽ太古からひとりひとりの身体に宿る
「生命記憶」ではないか、というのです。（三木成夫「胎
児の世界」）を、というように、社会、宗教、科学‥‥
全ての分野を包みこんで「世界全体の幸福」と「個人
の幸福」という簡潔なフレーズの中で、賢治はその相

補相関の関係を澗察している、と思います。

生命の営みはただ健康で生存している状態だけでは
なく、病や思わぬ災厄があってはじめて、生命の営み
の深淵、可能性を思い知らされてきた、個々の障害や
病いという受苦によって自ら戒め教えられてきた、と
思うのです。天然自然のー生命体としての“いのぢ
は人知では推し量りがたい、その奥深さ、可能性は病
や死に臨んだときにこそ思いいたらされてくるのでは
ないでしょうか。世界全体σ：）幸福を楽観的１こ空想して
いるだけでもなく、世界の幸福なんか永久にありえな
い、、ヒ厭世的になるのでもな＜、＜いま＞＜ここ＞で
できることを行っていこう、賢治の生き方、宇宙的な
ヴィジョンはこのことを語っていると思うのです。

小沢さんの発題要旨

小沢さんは、「報告者」としての自分は、第２巻の
まとめと課題を語る必要があるのだろうが、その点に
ついては佐々木賢さんによってまとめられた第２巻の

付章をこそ参照してもらいたいとして、ここでは、こ
の本の内容を「料理の仕方を変えて」みることで、こ
の本が何を言おうとしていたかを明らかにしてみたい
と語り出されました。
当日はＢ４用紙２枚のレジメが配られました。レジ
メは、左側にこの本が関わる出来事が年代順に並べら
れ、その右側に、執筆者連がそれに関連して言及して
いる点を小沢さんがまとめたものが、並べられていま

す。そして、年表にはさむ形で、執筆者の指摘する問
題点を小沢さんが要約したものが、左に二重線を引い
て轡き込まれているという体裁をとっています。小沢
さんの発題はこのレジメにそったものであり、レジメ
をみてもらうのが最もいいと思いますので、？？頁に
それを掲載しました。
戦後の日本の教育は、アメリカによる教育改革から
始まることになります。そこでは、（教育心理学を導
入した生徒個人の客観的資料・７：）収集と記録」や、「生
徒本人の自ｉ：ｉｆ！、評価」（現在言われるところの自己教育
力に似ている）等：、５１重要視されました。しかし、この
「個別」を重視した教育改革は当時の日’本の実情には
あわず、結局日本では「集団」；、５‘ｔ重要視されました。
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それがはっきりと現れるのは１９５０年代の生活綴り方育相談担当者（教員カウンセラー）への役割期待』と
運動であり、この当時、・判交には、「生活を轡き、事して「学校コンサルテーション」、「専門相談・治療機
実を見定め、まるごとつきあい仲間と連帯し支えあう関へのスクリーニング」、「問題行動への適切な初期対
学級集団の有機的な関係性」が確かに存：在した、と小・応」を、「単位性高校のカウンセラーの役割」として
沢さんは言います。その綴り方；！ｌ動は、６０年代に入「現代の生涯学習社会化の中で、自己教育力を養うた
り、国語教育と生活指導の中へと分業されていきまめの有効な装置」としての役割を、そして「’保健室」
す。同じ６０年代には、生涯教育論が導入されます。の役割として、「養護教諭の『つきあい・かかわり』と
５０年代には知恵遅れの子供を分けるために知能テ専門機関へ・？）『送り出し』」をそれぞ；ｌｔ挙げています。
ストと、子供が分けられていくことを親に納得させるこれらのことは何れも、子供同士や子供と教員とが学
ための技術としてのカウンセリングが、教育相談の場校の中に共に暮らすということとは反することであ
に 導 入 さ れ て い き ま す 。 り 、 こ れ に 対 す る 提 起 と し て は 、 次 の ２ 点 が 挙 げ ら れ
８０年代になると、校内暴力の頻発によって、自己ています。ひとつは「『学級王国』の生活性にこだわっ
コントロールカをつけるためのカウンセリングと、予て共に暮らす場へ」という提案であり、いまひとつは

防対策として心理テストに注目が集まります。ただ「『登校拒否』を誰もが暮らす生活世界のひとつとして
し、この時には、心理学者達カウンセリングの専門家位置づけ共に学校へ、を目指す」という提案です。こ
は、校内暴力を起こしている子供達に対してはカウンの二つの提案は相反するものを含み、著者間でも意見
セリングは無力であろうと判断して、学校の中へ入っは統一されていないと小沢さんは言います。
て い く こ と か ら は 逃 げ て い ま す。 「 生 涯 学 ｉ ｌ 路 線 と カ ウ ン セ リ ン グ 」 に 関 し て は 、 次
その後校内暴力は下火になり、その一方では、不登のように要約されています。まず、「生涯学；１１１１路線に

校・登校拒否カ咽題視されて、それに関連してＩＳｉ１健室おけ、ｌ、学校教育目標は自己教育力の育成であり、その
が 注 目 さ れ て い き ま す 。 重 要 な 柱 と し て カ ウ ン セ リ ン グ が あ る 」 、 一 方 、 「 学 校
こうした教育状況の変化の中で現れてくる問題に関に対する世の中の生徒管理機能への期待」があり、カ

連して、この本の中や語られていることは、まず、「心ウンセリングは生徒の自己教育力と生徒に対する管理
理テスト」に関しては、それを用いていく教師の「心能力の両方を期待されている。生涯学習社会とは、「規
性」ということ力唄題にされています。その「’心性」律社会から不断のコントロール社会へ」（ドゥルーズ）
とは、第１には、「相互性、状況性を切り捨て、社会と社会が変化していくことであり、そこでは結果では
背景の変化を無視して、要素に分解して対象を捉えよなく日常生活のプロセスの全てがコントロールされて
うとすミ９Ｃヽ性」、第２には、「何事につけ指導しようといく、そのコントロールは現象的には自らが行うもの
したがる指導心性」、第３に！ま、「特性の名称化や客観として現れてきて、そのために、問題を「個人の内面
の名を借りた世間感覚の強要をしてくる、：ｉｉｌｉ・ｆ谷価値観の問題へと切り替える技術として」カウンセリングが
という心性」を挙げています。３番目に挙げられてい存在する、といいます。そこで僕達は、ｌ’：！里解しあう
ることは、例えば、「女子は男子にくらべて協調性が関係」「分かりあえる関係」というテーマの欺脆性に
高い」というような通俗的な価値観を、科学的に（あ気づき（日常的関係を多様な様相を含むものとして捉
るいは、科学の名を借りて）再構築し（実証出来たよえ続ける必要がある）、それが多様な人間が共に存在
うにみせ）、あたかも「普遍妥当的な真実」であるかし合うために必要なことなのだといいます。
のように押し付けてようとすることを言います。そし
て、これに対して「感知力にもとづく関係をゲリラ的ここに山家さんから発題の要旨をいただく予定でし
職人芸的に産み出し続けること」を期待しています。たが山家さんの都合により次ｇ｝に掲載することとなり
「学校カウンセリング」に間しては、まず「校内教ました。
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討論の時間から

残された時間は、フロアの参加者を含めた討論にあ
てられました。実際には、執筆者以外からの発言は殆
どなく、主に、山家さんから出された批判に執筆者が
答えるという内容になっていました。山家さんの出さ
れた疑問は、「社１会臨床シリーズ」の読者の誰もが多
かれ少なかれ抱く疑問・批判であり、なぜその様な批
判を「社会臨床シリーズ」という本；心１１１１Ｆ・ぴ起こすのか、
そこに「社会臨床シリーズ」の持つあやうさがあるの
ではないか、ということを考えることは大切なことだ
と思いました。

本は、とりあえずの提示であり、そこからまた日常の
活動の中での対話が始まる

運営委員であり、シリーズ第３巻の執筆者でもある
根本さんは、まず、「山家さんは、自分、カ９口何に生
き抜いていくのかという部分から組み立てているのだ
なあと思う」と山家さんの話を受け止めました。
次いで第１巻に関して、「閉ざされた状況」をどう
とらえるかが大きなテーマである、精神医療はここ２
年で大きく変わってきている、第１巻では、厚生省の
社会復帰政策を「地域管理的」としてー蹴しているが
それでいいのか、現在の厚生省の社会復帰は、病院と
の関連をあえてきって地域で生きる人の援助として打

ち出している、病気については医療を、地域での暮ら
しには保健福祉を、そしてその両者をたばねるのが行
政なのだと、医療と福祉を整理しつつ自分の位置を明
確にしてきている、それを、「それみたことか、やっ

分遠の日常の中で生き活動していく、その対話の中で
暮らしていく、ということが大切なのではないかとの
ことでした。

「ひどい状況」を語ることは、自分の「正しさ」を正
当化していく｝

また、根本さんは、「ひどい状況」を語る時に、「ひ
どい状況」である限り自分達の意見は「正し」くなる

構造、状況のひどさ；６ｔ自分達の意見の「正しさ」を担
保する構造になっていることを指摘します。「ひどい
状況」を語り、それを批判して批判の「正しさ」を主
張するのではなく、それをもう一度、自分達の生き方
として問い直さなければならない、そのための回路と
して本はあったし、本に書いたこと１、こ執着せずに広げ
ていければいいと思うと根本さんは言います。そうで
なければ、ひとつのテーマｌこ１執着し、その差異にのみ
執着していってしまってはつまらないと。これもま
た、本を「正しい意見の集約」として位置づけてしま
うのではなく、取り合えずの意見の提示であり、それ
はまた日常へと還流していかなければならないものな
のだということなのだと思います。
この根本さんの発言に対しては、三輪さんは、「ひ
どい状況」を生んでいる社会を語る時、それを語る自
分は、その社会の一員としてその社会を構成している
立場としてその状況を語っている。外側に立って「ひ
どい状況」を批判しているのではなく、社会のありよ
うを批判している時、それは自分自身のありようを問
い返していることにもなっている、そのような立場で

語っているつもりだ、と返しています。

ばり地域管理だった」で終わってしまっては、リアリ精神医療の現場は、何も変わっていない
ティを生み出さない、現実の動いている問題にどう
やって接点を持っていくのか、する側としての意識を
折り返していこうとしてきたことをどうやって現実の
中で積み上げていくのか、それが重要なのではない
か、と発言し・ました。社会臨床シリーズは、自分達の
考えをここに集約したというのではなく、自分達の考
えをとりあええずここで提示して、提示しつつまた自

第１巻（７）執筆者の赤松さんは、精神医療は変わった
と言われるが、実際には何も変わっていない。建物も
新しくなり明るくなった、精神障害手帳が出来て「精
神障害者」でも大手を振って町を歩けるようになると
言われたが、実際には見せれば就職等出来ない、梢神
医療の現場は実際には、非常に暗い、一人ひとりの病一 一
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者の現実は変わっていない、医療の制度はどんどん変
わっているが、制度の変化に取り残された患者達も生
まれている、建物や見栄えは良くなっても、その見栄
えの良さからこそ取り残される人も生まれてくるのだ
というようなことを語ってくれました。

「排除--一適応」の二極対立的二分法がまちがっている
のではないか？

第１巻の著者である広瀬さんは、「差別・排除…適
応」の二分法力樋うのではないか、適応するがゆえに
適応出来なくなっていくという経過カ啼在するのでは
ないか、と提起しました。例えば、最も優等生的に適
応｀している人が、適応出来なくなっていく、というこ
とあるし、・また、排除は、別の適応の仕方の提示とい
う形でおこなわれているのではないか、と言います。
また、例え話として、炭坑の中で倒れた人を、はげ
ましたり、介抱したりしているうちに、炭坑自体の酸
欠状態はどんどん進んでいく、介抱しているだけで
は、出口は見つけられない、ということを言われまし
た。今現に倒れている人をどのように介抱するのかと
いう議論と、どのような仕方であれ介抱をしている人
をも含んで進んでいく酸欠状態から逃れる方法を探す
こととは、別の議論’として建て・６必要がある、という
ことでしょうか。

「対象化」の仕方自体をカウンセリングは方向づけて
いく

山家さんの批判の一つは、中島さんが第２巻の中で
挙げている、生徒のカウンセリング状況に関する解釈
についてでした。何も悪いことをしていないのにした
と教師に決めつけられてカウンセリングに送られた生
徒が、カウンセリングの過程の中で、きめつけた教師
に対して持っていた怒りをそらされ、やっぱり自分の
態度にも悪いところがあったと自分の責任として引き
受けさせられていくという状況を紹介しながら、カウ
ンセリングの持つ「ソフトな管理」の機能を中島さん
は提示しました。それに対して、山家さんは、カウン
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セリング状況の中で起きる新たな自己認識、自分や自
分のおかれた状況を対象化して認識することは、教師
に対する憤りとは別の次元のこととして重要な事では
ないか、と自分や自分の置かれている状況を対象化し
て認識する場として、カウンセリング場面は有用な面
も持つのでではないか、ということでした。
それに対して中島さんは、「対象化」という作業は、
どこかに・やはり「間違いない」認識、「間違いない」自
分の位置を確認していくという方向性があるように思
うが、「間違いない」認識に向かうという方向性自体・
目標自体が怪しいと思うと語ります。「’絶対に間違い
ない」ということ；、５１存在し得るのか、そのようなもの
は存在しないのではないか、ということでしょう。「対
象化」作業の前提となっているもの；６ｉ何か、どのよう
な問題・視点を持っているかによって見えてくるもの
も、分析する方法も違ってくるはずだと中島さんは言
います。

先の例では、生徒は自分の体験か１１、学校のの先生の
あり方に問題を見出していたのに、カウンセリングの
段階で問題がすりかえられて、自分の問題へと置き換
えられていった、という状況を提示していると中島さ
んは説明します。どんな問題を、どのように対象化す
るのかという部分がすりかえられていったのです。何
もしていないのにしたと決めつけカウンセリングに送
り込む、そのようなことをする教師、そのようなこと
が出来る教師と生徒との力関係、そのような問題をそ
の子は抱いたはずなのに、カウンセリングは、その子
のそのような問題意識の芽をつみ、変わりに、自分の
心の持ちようで教師に怒りを感じてしまった、自分の
人間性が未熟だった、というような反省の苗を植えた
というのです。つまり、カウンセリングは、何を問題
にするのか、どのように問題にするのかを、カウンセ
リングを受ける側に強要してくる、それも、あたかも
カウンセリングを受ける人自身が自分で見出し、自分
で我がものと感・じさせながら押しつけてくる、そうし
て、カウンセリングを受ける人をある一定の方向へと
方向づける、そのような機能を果たしているのだ、と
いうのです。

同様に、生涯学習においても、「自らΞｋ体的に学ぶ」



ということが評価されているが、そこでは、何を学ぶ
のか、どのように学ぶのかに関しては、あるパターン
が決まっていて、例えば自分達が現に暮らしている
（住まわされている）システムを破壊的に問うような
行為は出来ないように仕向けられている、そのような
批判力は弱められていく、ある種謬尋点の中でしか学
べないようになっている、のだと言います。「破壊力
を持った問い」ということは現在の生涯学習のなかに
はない、対象とされていないのです。
山家さんは多分、先の生徒の例で、彼が自分の心の

持ちようが教師に怒りを感じさせたということに彼自
身が気づいた、という部分はそれとし・（：’評価しようと
いうのではないかと思います。そして例え、自分が怒

りを感じた「メカニズム」に気づいて、そのことで怒
りの「エネルギー」は低下したとしても、教師力町可も
していない自分をしたと決めつけてカウンセリング送
りにしたこと、教師と生徒の間にはその様な権力関係
が存在すること、そのような事実を問題だと捉えるこ
とは可能であり、別のことではないか、といいたかっ
たのではないかと思うのですがどうでしょうか。
もしそうだとすれば、僕もこの見方には、少なくと
も１／２は共感するところがあります。「問題」は、誰
かが怒りを感じたから生まれ、怒りが治まったからな
くなるというものではないでしょう。そして、この生
徒の例の場合は、怒りも「正当」に思えますが、往々
にして、問題点に気づかせてくれた当初の怒り・憤り
は、時をおいて振り返ってみると（ということは、対
象化して捉えかえしてみると、ということになるので
しょうか）、しば１．。ばいかにも「自己中心的」であっ
たり「自己弁護的」であったり、あるいは問題の焦点
からかえって目を逸らさせてしまうものであったりす
ることがあるのも事実だと思うからです。問題をより
深く見据えるためには、その問題に気づかせてくれた
怒り・憤りを一度静める必要がある場合も多いと思い
ます。それは、怒りや憤りは常に何等かの方向性・志
向性を持っていてそれへと方向づけるものですが、そ
の方向性・志向性はある事態に怒りや憤りを感じさせ
た価値観・認識の枠組にれを簡単に先入見と言って
も１、ヽいと思います）が生み出すもので、その価値観・

認識の枠組を捉えかえすことが、問題を見据え直すと
いうことであるからです。そのためには、その価値観・
認識の枠組をあくまで「ごり押し」しようとさせる自
分の怒りや憤りを一度静め・６必要があるからです。
がしかし、僕が１／２というのは、そのような側面

があるにしても、明らかに先の例の場合、生徒はカウ
ンセリングによって教師の都合の言い様にまるめこま
れているのも事実だからです。勝手に人を疑い決めつ

けた教師や、教師のそのような振る舞いを温存し続け
る構造を問う契機ともなるはずの事態が、カウンセリ
ングによって回避され、これまで同様温存され続ける
のですから。カウンセリングは、場合によってはそこ
で新たな自己認識を生み出したりもするでしょうが、
それがどこで止められるのかはやはり、カウンセリン
グをする側によって制御されているのです。相談をす
る側と聞く側、一方的にしゃべる側とうなずく側とい
う関係自体が、既に問題がー方にの、；！。存在するのだ、
という枠組を提示する構造になっています。後の小沢
さんの発言にあるとおり、例えば、生徒と教師の両方
を同じ場に集め’ζ：’対話させる、あるいは闘わせる、と
いうやり方だってあるはずなのです、あるいは、教師
の誤解カ澗題の起点にあること営分かった時点で教師
に謝らせる、というのが普通の関係なのです。しかし、
カウンセリングはそれをしない、せずにすませるよう
に機能しているのです。
私見が長くなりました。報告に戻りますが、小沢さ
んは、この生徒のおかれたカウンセリング状況につい
て、これがカウンセラーでなく普通のつきあいであれ
ば、教師が誤解の上の決めつけを行っていたのがはっ
きりした時点で、「あれは誤解だったんだね」と当事
者達を呼び、その仲介となり、教師は生徒に詫びて、
誤解を解き合う、となっていくのが普通の関係だろ
う、それが、教師の側だけが免罪されてしまう、カウ
ンセラーはその様に仕向けている、カウンセリングは
そのような役割を担ってくれるものとして有効だとさ
れていく、このようなことは絶対にいけないと思うと
語っています
山家さんは、カウンセラーは、誰かが考えをまとめ
ようとする時、自分を対象化して考えようとする時
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に、「鏡」の役割を担ってくれるという意味で、一定
程度の存在価値を持つことも出来るのではないだろう
かと語っているのですが、小沢さんは、カウンセラー
は「鏡」ではなく、自分の姿勢、方針、役割、判断、
を持つものであり、対象；Ｓｒ・ｌｉｉＦ価している人間であるの
だと答えています。自己を対象化する作業において、
自分でカードを作ってやっている（「カードを作る」と
いうのは、山家さんが発題の中で語ったｆ４ｓ；験談）のと、

他者１こ評価される状況の中でｌ１分が変わっていると思
わされているという構図とは異なっていると思うの
で、そこの違いはきちんと見ておきたい、と答えてい
ます。
中島さんはまた、この社会で生きて食っていくため

には「適応」ということも必要なのではないか、その
ためには「適応力」をつけることも４乙凄なのではない
かという山家さんの意見に対して、「適応力」と「暮
らす」ということとは違うのではないか、例えば、引
きこもっていても暮らしている、「引きこもり」は「適
応力がない」とされているが、実際には引きこもりつ
つも暮らしている。「適応」と「暮らし」とは違うの
ではないかと思う、と答えています。

「食っていく力」という「適応」の強調の中で、隔離・
分断は起こってくる

けれど、とりあえず、日常の関係の中で、生かし生か
され、生き合っている、そのような関係やイメージを
大切にしていきたい、ということだと思います。
「主体性」や「１１１我；」の「強調」からどれだけ「自

由」になれるか、ということが僕達の課題ではないか、
「了解」、「主体性」を絶対化していくことに疑問があ
る、と篠原さんは語りました。
また、篠原さんは、精神医療に関っている人の「優
しさ」力隔離を支えてきたというテーマはないか、と
指摘しています。
この意見に対しては、話題提供者の三輪さんは、「あ

なたがた医療従事者のの優しさ；が隔離を産み出してい
るという意見を言わせることこそが、精神医療のやり
口なのではないか」と問い返しています。医療従事者
において、そのような「優しさ」が産み出されざるを
えない状況、あるいは医療従事者の行為を「優しさ」
と捉えさせる枠組をこそ、問い返さなければならない
のではないか、「保護」や「隔離」は「優しさ」によっ
て生み出されているのではない、医療従事者カｉ「優し」
かろうがなかろうが「保護」や「隔離」は生み出され
ているのだ、ということをきちんと見ておかなければ
ならない、「優しさ」の貴任にしていくところこそが
精神医療のやり口ではないかと思う、と反論していま
す。

第２巻の執筆者の篠原さんは、「食っていく力」と社会全体を問い返すこと
いうような「適応」の強調の中でこそ、隔離・分断は
どうしようもなく起こってくるのだ、と発言しましやはり第２巻の執筆者の佐々木さんは、学校の教師
た。「一人の人間」に限定して「食っていくこと」をの権威は落ちていると語ります。心理テストは、教師
考えていくというやり方は、批判していかなければなの権威づけ程度の役割を担っているのだと。
らないと言います。それは、例えば、「ヒモ」暮らしまた、佐々木さんは、現代の社会では、中級技能は、
をしながら町の中でどうどうと生きる、とか、食事や資格化され資格試験はとても難しくなっているが、実
排泄の「介助」をされながら町の中でどうどうと生き際・７）職務内容は誰にでも出来るような交換作業になっ
る、というイメージを大切にしたいということなのている、と言います。修業、積み上げが必要で、長い
だ、と語ります。それは、暮らすことの軸を個の中に経験の中で培われる勘やこつが必要な技術はなくなっ
還元していいのか、ということであり、自分のことをてきている、と、現代の労働市場の変化について説明
考えても「私の適応能力なんてたかがしれている」としています。このような現代では、かえって「こね」
しか思えない、ということです。お互いに「適応能力」や「’従順さ」程度の「適応能力」で就職し、まあまあ
なんてたかがしれているし、あるかないかもしらない「適応」している人も多くいる、と。
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発達や開発や人間の成長を言ってきた社会、生産と
消費カ噫んできた現在の社会全体を見直す視点が必要
なのです。「適応」ということに関しても、就職しに
くいー群がいる時に、どうやったら就職できるのか、
職場に「適応」出来るのかではなく、「就職しないで
生きる方法はないか？」と考えるのは、「適応」とは
逮うのではないだろうか、と佐々木さんは語っていま
す。

おわりに

以上が、討論の時間における発言のいくつかを僕な
りにまとめたものです。ここに挙げた以外にも勿論発
言はあり、ここに挙げたものでも僕なりに受け取り要
約したものであり、文脈を違えて解釈されていたり、
発言者本人にしてみると意図が曲解されていると思わ
れる部分があるかもしれません、否、多分あるでしょ
う。その点については、どうぞご指摘を下されば、と
願っています。
精神医療や学校カウンセリングを問うことが、結局
は、「主体性」や「適応」や「自分で食っていくこと」
を問い返すことへとつながっていくようです。
「食っていくためには、社会に適応していかなけれ

ばならない」というのは「自分一人が」あるいは「自
分一人で」そうしていくこととして人々には認識され
ている、「適応能力」は個人の能力として個人へ帰属
され、結果、「適応」出来ない個人は排除されていく
ことになる、だから、そのような結果を生み出す、個

人への「適応能力」の帰属という見方や、個人力唱
人の能力を駆使して自分--人を生かし現代社会を生き
抜いていく、というような見方を変えなければならな
い、誰もが生かし生かされあっているのだ、それも地
域というような直接的に出会い触れ合える関係の中で
生き合っているのだというような見方へと変わってい
かなければならない、というのが、おおざっばに言っ
た場合の社臨の主張の基本的な傾向だと思います。
そこでは、・「主体性」の強調や「適応能力」の強調
は、関係を分断していくことになります。「食ってい
くために」稼ぐ£凄があり、稼ぐための社会適応を最

低限身につける努力をする、のではなく、「稼がなく
ても食っていく方法」、そのような生き方を関係の中
で作り上げていくことを主張する、少なくともそのよ

うな関係の可能性を大切にしようとすることになりま
す。
が、どれだけ大切にしようとも、多かれ少なかれ現

実には稼ぐすべを求めて努力したり、稼げない場合は
制度を頼んで金を得たりという術を駆使して生きてい
かざるをえないのも事実です。そうした身過ぎ世過ぎ
の術を、うっかり「適応能力」などと呼んでしまうと

関係を分断していく方向性へのわなにはまってしまう
ぞ、という警告・警戒として捉えておくことが、日常
の暮らしの中では大切なのかもしれません。
また、三輪さんが発言の中で言っていたように、「主

体性」や「自己決定」の危険性を如何に指摘されても、
やはり「｀我思う、故に我あり」という部分が自分の中
にはあり続ける、それを否定して、ただ「関係論」へ
と議論を進めていく方向でいいのだろうか、という疑
問も残っています。

多くの識論、課題が錯綜しています。常に必要なの
は、それぞれの議論、課題がどのような位置・どのよ
うな関連の中で語られる識論、課題なのかを明確にし
つつ議論を進めていかなければならない、ということ
でしょう。ある議論が、どのような関連の中で行われ
ているのかによって、その識論が行われること自体の
意味さえもが変わっていきます。ある場所からの排除
を正当化するのに使われる個体能力還元論を否定する
文脈で「自己決定」の否定的位置づけは、障害者施設
での差別的な待遇に対して障害者自身が自分達の「処
遇」され方を決めていくのだと主張しようとすること
に水をさし、差別的な待遇を維持しようとする障害者
施設側の主張を結果的に補完してしまいかねない、と
いうようにです。

そして、何より大切なのは、どのように生きている
か、その日常の現実でしょう。知は如何に日常に活か
されているかが重要であり、言葉は行為に裏打ちされ
て初めて言葉本来の重みを持つものだと思います。知
行合一は行動規範ではなく、行為と言葉、日常の暮ら-

５１



しと議論との関連の現実を記述した言葉だと思いまものではありますが、これをも．って、１ ’社会臨床シリー

す ． ズ 読 書 会 （ １ ） 」 の 報 告 に 変 え さ せ て 頂 き た い と 思 い

後 半 は 、 余 談 に な っ て ・ し ま い ま ． し 犬 ご ． い か に も 拙 い ま す ． 十 ・ ．
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１９９６年夏合宿（８月１６日～１８日）学習会報告

シンポジウム『情報化社会と人間関係』

発題：員田孝昭（静岡大学）
山下恒男（茨城大学）

司会：中島浩馨（ＹＭＣＡ高等学院）

１９９６年の社会臨床学会夏期合宿は８月１６日、１７日、１８日、東京本郷の太栄館で行われまし
た。その２日目、１７日に「情報化社会と人間関係」というテーマでシンポジウムが開かれてい
ます。１９９６年度の総会で「情報機器と人間関係」についてのシンポジウムを行いましたが、そ
のテーマを引き継いだものです。総会で・７：〉討論は、悄報機器そのものの使用・導入をめぐって行
われたのですが、今回は情報化社会という視ｊ：からの学習会です。
報告者は静岡大学の奨田孝昭さんと茨城大学の山下恒男さんです。午前中にお二人の発題を伺

い、午後に討論をするという形で行われました。以下はその報告です。
この学習会の報告は「社会臨床ニュース２４号」で簡単に行いましたが、今回はより詳しい

報告となります。まず二人の報告者に発題の内容を報告していただき、その後に討論部分を当日
司 会 で あ っ た 中 島 が 報 告 し ま す 。 （ 中 島 浩 櫛 ）

〈発題Ｉ〉 員田孝昭とにかくキーボードに慣れさせることカ吠切だと゛う
ことがよく言われます。先日も別の教室の同僚がそん

総会での討論のあとを受けた議論というのは難しい
と思いましたが、自分の体験を話せばよいという司会
者のお話で少し気カ啼になりました。

私は国産のもっとも初期のコンピュータであるハイ
タック２０１の講習を受けたことがありますので、自
分の仕事にはワードプロセッサーとして以外ほとんど
コンピュータを使ったことがないにもかかわらず、雑

用で使わされてきました。それから大学で教えるため
に使わされてきました。そんなわけで、いやいやコン
ピュータを使いながら、大学での教育の場面で最近考
えさせられている問題について報告することにしま
す。

偽りの遼成感

学生にコンピュータに親しみをもたせるためには、

なことを言っていました。で何がなされるかというと
統計学の授業のなかでｉＳｉ１１十算ソフトを体験させるなど
ということが行われるわけです。そうすると教える方
は楽でおまけに優越感にひたれ、学生の方は今のとこ
ろそうしたソフトを使った体験のあ、Ξ、者がほとんどい
ないので新鮮なのでしょうか熱ＪＣヽにやってくれます。
例題を解決するのだから、答があって答にたどりつけ
れば、達成感があるわけです。

しかしこれで万々歳とは言えないのです。本来の統
計学の原理の方がおろそかになっていて、原理につい
ては何も理解しておらず、公式にデータを当てはめて
・７：）計算だけできるというふうになってしまうのです。

学生の方は、そんなふうに公式にあてはめて計算をす
るのが統計学だと思いこんでしまうようなこと力咆
こっています。
だから私は「偽りの達成感」といっているのです。
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ブラック・ボックス化とエラー解明の困難さ

今日、初期のパソコンの時代に比べてソフトカ塙級
化するとともに使用者がハードウェアからますます離
れてしまうようになってきました。そのため多くの使
用者にとって、パソコンに入力した情報つまりイン
プットと出力される情報アウトブットとのあいだで何
力桁われているのかがまったくわからなｔハ状態でパソ
コンを使っているのが当たり前という状況になってい

ます。このため困った問題が生まれています。

私たちの大学では入試にかかわる悄１１１１処理を１！哨ｉが
かり出されてやっています。これはプログラミング作
業を外注すると非常にお金がかかるためです。かり出
されるのは、コンピュータが使えると本人が考えてい
る教師なのですが、最近では使えるというのが実は蓋
を開けてみるとｉｉ計算ソフトとワードプロセッサーだ
けだったりするという例がでてきています。私たちの
学部では入試にかかわることですから、エラーを出さ
ないようにするために、二人の教師が選ぱれてそれぞ
れカ９ｌｊｊ々に処理を行って結果を照合するということを
行ってい’ます。ある年度に、たまたま片方がプログラ
ミングのできる人でもう一方が「使える」と称してい
たのにｊｉ計算ソフトしか使えない人だったことがあり
ました。実際の処理を行う準備として前年度のデータ
を使って処理手順のチェックをするのですが、表計算
ソフトを使った人の結果は間違いだらけだったので
す。その人が使い方に習熟していなかったせいもある
のでしょうが、それだけでなく、ソフトそのものに処
理過程を追跡する機能がないことに問題があるのでは
ないかと私は考えました。つまりこれがブラックボッ
クス化という問題です。専門としては理科系に属して
いる教師のなかにもそういうふうに１拠計算：ソフトで処
理をすましている人が出てきつつあるのです。

です。

工学系の教師のなかには、どうせ文系の計算、間
違ったって爆発事故や人身事故が起こるわけじゃない
んだから、いいじゃないかと馬鹿にする人もいます
が、間違って出された「繁哨らしい」結果を読まされ
る私はやはり耐えられませんね。

そんなわけでこのブラック・ボックス化をできるだ
け阻止しなければならないわけですが、それがなかな
か難しいのです。

これまで日本は、テクニカル・ライティングという

考え方がなくて、さまざまなマニュアルなど力埴：訳調
でわかりにくいということがいわれてきました。今手
元に１５年くらい前のマニュアルがありますが、中味
を英語であらかじめ読んで知っていなければちんぶん
かんぶんです。こうした面は最近・；；１；；分改善されてきて
いると思います。

それでも状況がたいして変化していないことは最近
消費生活センターに寄せられる苦情でわかります。宣
伝につられてコンピュータを購入してみたものの使え
ないという苦情が多いそうです。大学でも同じで、コ
ンピュータを使い慣れている学生はほとんどいません
から、統計パッケージを使おうとしても、ＯＳの段階
からトラブルに巻き込まれて立ち往生してしまう学生
が多いのです。

私たち４７）教室には助手がいませんから、結局誰か人
のいいやつが手伝わざるをえないことになります。
しょうがない場合に私が面倒を見るわけですが、同僚
はそれをながめて奨田さん教えるのが好きだね、など
というので嫌になります。

学部学生や大学院！ＩＥ；が統計パッケージを使って処理コンピュータに引きずられた卒業研究
した卒業研究ＪＩ・修士論文を轡くために出した結果につ
いては、推しで知るべしというところですね。一部を私たちの学部では１１月頃になるとやたらに学生に

除いて、多くの結果はチェックしなければ怪しいものたいするアンケートｌｌＳＩ査が行われます。私も学生に頼一 一
５４



まれて質問紙を配布したことがあります。私はその年
まだ一度も質問紙を配ってやったことはなかったので
すが、私の授業に出ている学生に今年何回アンケート
に回答したかを尋ねてみたところ、すでに６回目だと
いうことでした。こんなふうで学生たち７５ｔいっせいに
１００から２００の質問紙をばらまいてコンピュータで
処理してそれで卒業研究になるわけです。私の間違っ
た推測でなければよいと思うのですが、一部の学生た
ちが、コンピュータで処理するの力ｉ研究だという観念
をもっていて、その観念が先にあってテーマを選んで
いるように思われるのです。これは困ったことです

が、実際いわゆ亘学術雑誌に掲載されているお手本に
そういう傾向があるのでやむをえないのかもしれませ
ん。でも、先ず最初に問題の方を見つけて欲しいと思
います。その問題を解明するために集めたデータがコ
ンピュータによるデータ処理になじまなくてもかまわ

ないではないかと私は思っているのですが。

コンピュータカ嗜及し・！：便利になった１こはいっても

教育現場ではうまくいっていないといいますか、何か
コンピュータに踊らされているような気がしていると

いうのが私の報告の主旨です。

（ただし、会場からの質問にお答えして言ったこと
を付け加えておきますと、私の立場は、本年の総会で
出たようなアンチ・コンピュータではありません。私
は、社会臨床雑誌の第４巻１号に掲載していただいた
書評を書くにあたり、アメリカのワシントンポストや
ニューヨーク・タイムズそれに地方紙を読んだわけで

すが、すべて自分の部屋にいながらやれました。国会
図嗇館やアメリカ文化センターまでいったとしてもア
メリカの主要紙が読めるだけですから、本当に便利に
なったものだと思っています。そのことは認めざるを
えないと思います。）

＿＿＿社会臨床雑誌第４巻第３号（１９９７．２）

〈 発 題 ｎ 〉 “ 発 題 ” と そ の 後 に 考 え た こ と

山 下 恒 男

昨夏の合宿の学習会「情報化社会と人間関係」につ
いては『社会臨床ニュース』第２４号で、中島さんが

すでに報告をしている。自分自身あまり準備して話を
したわけではないので当日の記憶も薄れている。それ
で、発題のポイントらしきものと、その後漠然と考え
てきたことを含めて書いてみたい。
まず第一に自分のコンピュータ体験を通して、コン
ピュータが持っている特質と、時代の変遷に伴う人間
との関係の変化について話した。私が初めてコン
ピュータに出会ったのは６０年代の中頃で、その頃計
量心理学に関心があったこともあって、コンピュータ
＝計算機であった。それは誰の手にも触れることがで

きるというわけではなく、権威の象徴のような物神性
をもっていた。このメインフレームと言われ式こ大型コ
ンピュータは、計算をするにしても誰か専門家にやっ
てもらうか、自分でプログラミングをするか、限られ
た人々のみが操作していた。
しかし、この分野の技術革新のスピードは驚くべき

速さで進み、現在では小型化、つまり誰でもが手にす
ることのできるパーソナル・コンピュータのｎ孝代力倒
来している。ここでは、すでに用意されているアプリ
ケーション・ソフトを使いこなすことだけ（？）が問
題となる。
以上の話は管理、専門性、効率の問題とかかわって

いると思う。

第二に残す文化、残さない文化、ということについ
て話した。これは作家の五木寛之の話に触発されたも
ので、少し気軽に話題にしてしまったのでは、という
反省がないでもない。
というのは、このこと自体は興味あるテーマである

が、学習会のテーマとの関係に必然性があったかどう
か疑問だからである。ただ、今あらためて考えてみる
と、コンピュータを中心とする文化は情報を残そうと
する意志と、にもかかわ１モ；、ず瞬時に消えたり、使い捨
てにされたりという両義的なものなのかもしれない。
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これは程度問題なのかもしれないが、その特徴が極端
であるという意味では第三の文化かもしれない。
第三に現在の私のコンピュータに対する態度という
か、どういう関係を取ろうとしているかということに
関して話したと思う。
結論的に言えば、自分はすでにコンピュータについ
て、ささやかではあれ、体験を持ってしまった人間で
ある。そこから言えることは、コンピュータはあって
もよいし、無くてもよい、という曖昧な立場である。
これは、少しでもコンピュータに触れてしまった人間
の「特権」と取られるかもしれない。
ト発題の中でもふれたことだが、コンピュータ社会に

対する本質的批判は思ったより少ない。その少ないも
のも管理社会陰に限られているようだ。このことは何
を意味しているのだろうか？「原発を拒否する」とい
うことと比較してみよう。この場合は、エネルギーと
しての原子力を拒否するということであり、エネル
ギーとしての電気まで拒否する人はほとんどいないだ
ろう。
そうすると、エネルギーの使い道としてのコン
ピュータという道具、それが作るシステムやネット
ワークというものを拒否するということになるのだろ
う。なぜ、コンピュータを拒否するのか。アナログ的
なものに対してディジタル的なものを拒否するという
のだろうか。自分がコンピュータを必ずしも否定的に
とらえていないからか、コンピュータ批判の論旨はあ
まり明確に出されているとは思えない。
ついでに言えば、「パソコンが使えない人は滅びる
と思います」というＴＶコマーシャルに対する反撥は
わかるが、実際には事態はこのようには進行しない。
誰でもがＴＶ並みに使えるようなパソコンを作れない
企業が滅びるのである。
インターネットにしても軍事技術あるいは軍事シス

テムの一環として始められたものだが、-方でゲリラ
的に出没し、管理の網の目をかいくぐるというアナー
キーな側面も存在する。コンピュータのシステム自体
がコンピュータを管理出来ていないのである。このよ
うな両義性をもったものを、コンピュータ管理社会論
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だけで批判できるのかどうか、議論するｌ價があると
思う。
発題でも討論の中でも問題になった、同一空間、同
時性というコミュニケーションの原型は対面する人間
同士の肉声による会話だが（それが不可能な人もい
る）、すでに私たちは手紙や電話、ファクシミリなど
の伝達手段を手に入れてしまっている。パソコン通信
や電子メールの交換による新しい人間関係力９生えて
いることにも、目配りしておく必要があるだろう。

言い忘れたが、私がコンピュータをあってもよい
し、無くてもよいというのは、一方でコンピュータを
使う快楽を体験したが、同時にそれは私を疲れさせる
ものでもあるからだ。半ば宣伝のようになるが、精神
科医の香山リカが『テレビゲームと癒し』（岩波書店、
１９９６）の中で、「ゲーム愛好家の教゛ｌｉ゛学者」とし
て一節を設け、私の考え方を自説の補強のために用い
ている。そこには少しズレがある。私にとって、時と
してゲームが癒しの働きをしてくれるのは事実であ
る。しかし、その時間がまた新たなストレスを生む。
あえて、生理的にと言うが、私の心身になじまない部
分の存在がコンピュータとの関係の中にはある。
「インターネットで自然な暮らし」という言葉が違

和感を感じさせない時代であり、それでも「こんな身
体的で野蛮とも言えるコミュニケーションの中に、実
は私たちは人間関係の一つの豊かな作法を認め合って
きたのだ。デジタルなニューメディアは、そうした身
体的な快楽を、効率の名のもとに消し去ろうとしてい
る」（今福龍太「かっては、道に迷う自由もあった」、
９６．１２．２『日経』夕）という意見にも共感するところ
がある。「自然」とは何であるかが、ここでもあらた
めて問題となるのだろう。



〈討論〉 中島浩箸
お二人の発題を受けての討論は午後約４時間にわ
たって行われました。貴重な意見が多数出されたので
すが、残念ながらすべてを報告する紙幅はありませ
ん。いくつかの討論の柱にそって午後の議論を報告し
ていこうと思います。

残す文化と残さない文化

山下さんは、発題の中で、五木寛之の残す文化と残
さない文化という区分けを基に、コンピュータの文化
について論じました。五木寛之は、ギリシャなどの主
な文化は痕跡を残そうとする文化であるが、遊牧民な
どの文化は痕跡を消していこうとする文化であると言
います。そういった区分で見るならば、インターネッ
トの世界は、痕跡を残すことにこだわらないという意

味では残さない文化に近いのではないか、それに対

１１会臨床雑誌第４巻第３号（１９９７．２）

このような意見に対して山下さんは次のように答え
ています。
「私が問題にしたいのは、個々の場合ではない。イ
ンターネット全体として、系としてどうなっているの
かということです。ネット全体としてはやはり残すこ
とにこだわっていない文化ではないでしょうか。
私が五木寛之の残す文化・残さない文化という区分
をもちだしたのは、自分の中に、そして社臨の中に残
すことにこだわるようなところがあるからです。残す
ことにこだわるとはどのようなことなのか、考えてい
く£屡があると思います」
このようなやりとりの上に、社会臨床学会の活動を

文字として残すということにどのような意味があるの
か、また活動内容や主張を伝えるということと文字と
して残し、保存していくということの関係はどのよう
なものなのか、といったことが識論の対象となりまし
た。

し、社会臨床学会の文化は残す文化に属するだろう、同時性・同一区同性
と山下さんは指摘しました。
この意見に対し幾つかの意見が提出されています。

「社臨やインターネットを論ずる時には、残す文化・
残さない文化と１／ヽう枠組みはしっくりこないように思
います。社臨の雑誌は何かを伝えようとしているので
あって、何かを保存しようとしているのではない。伝
えるための媒体が紙であるので、結果として残りやす
いということだけではないでしょうか。もし社臨がイ
ンターネット上にホームベージを開いたとしても、そ

れは何かを伝えるためである。それは結果として残り
にくいかもしれないが、伝えるという意味では同じで
はないでしょうか」
「残す・残さないという区分はメディアの違いから
くるのではなく、使用法の違いからくるのではないで
しょうか。インターネットの場合でも、読まずにいろ
いろな情報をファイルに保存していく人もいるし、少
し読んだだけでもどんどん捨てていく人もいる。雑誌
でも、手元に保存しておかなければ気がすまに人もい
るし、読んだ後すぐ捨てていく人もいる。要するに、
残す・残さないは使用法の問題ではないでしょうか」

佻田さんは討論の中で、同時性・同一空間性の問題
を提出しています。
コンビュータによる人間関係は同一空間で、同時に

行う直接的なコミュニケーションではない。その関係
を越えた間接的な関係を可能にするものがコンピュー
タであると言われています。顔を付き合わせて話すよ
うな関係では言えなかったことを、互いに知らない関
係の中では言えることもある。コンピュータ通信は直
接的関係では考えられない豊かな関係を生み出すの
だ、といったこともさかんに言われるようになってい
ます。
しかし佻田さんは、豊かな関係ができるといった言

説には疑問を感じると言います。インターネットやコ
ンピュータ通信上の関係が互いに傷つけ合う関係に

なってしまうことも多くあり、間接的な関係は豊かで
あるといったバラ色の幻想には気をつけなければなら
ないと指摘し、最後には１対１の関係に戻ってくるの
ではないか言います。
この指摘を受け、幾つかの意見が提出されました。
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『松岡正剛氏はこれから１；ｊ：地縁・血縁に頼るのでは
なく電縁によって支えられる関係が多く出てくるとい
う言い方をします。今までとはまったく違うコミュニ
ケーションの取り方が出てくるのだと言います。私と
しては半分それを信じ、半分はそうかなあ、とも思っ
ています。ですから最後には１対１の関係に戻るのか
どうかは分からないなと思います」
「コンピュータ通信で出会った人たちも、実際にオ
フ・ラインで何処かで会ったりしている。コンビュー
タ上での出会いと１対１の出会いの関係がどうなるの
かという問題ではないだろうか」
「無線でも同時性を越えた関係を成立させている。

の原風景の中で考えていけるのかという問題として私
はとらえたい」
「コンピュータの導入が本当に地４象・血縁の関係を
崩す力があるとは思えない。崩すのは道具ではなくて
生産構造、経済構造の問題だと思う。経済構造に崩し
ていく要因があった時はまったなしで電縁的なものが
浸透していくだろうと思う。その時モラルや原風景と
いった議論で歯止めがきくのだろうかと思う」
その他、直接的関係・間接的関係の問題をモラルと
して語ることはおかしくないのカ喋々といったことが
話し合われました。

コンピュータによって大きく違った関係ができるよう道具性
に言われているが、無線などによる関係とそう変わら
ないのではないだろうかＪ也縁・血縁から電縁へとい
う移行を考えるよりも、地縁・血縁が崩壊した社会と
はどんなものなのかを考えたいと思う」
「私ぱどの子も地域の学校べという運動の中で、

同一空間で同一教材を使っていく、そしてその中で教
育を相対化するということにこだわってきました。そ
の意味で同一空間・同時性の関係が原風景として自分
の中にはあると思う」
これに対し山下さんは次のように言っています。
「モラルとしては１対１の関係が自然だという気持

ちはありますが、現実には様々な関係がひろがってき
ている。その中でどちらが良いとはいえないと思う。
様々なものが入り交じった世界で私たちは生きている
のだし、どういう関係はまずいともいえないだろう。
私としてはいろんな関係を選択できる状態にいたいと
は思う。コンピュータの世界について、それは虚構で
あるとよく言うが、虚構や間接的な関係の問題をすべ
てコンピュータのせいにしてしまうのもどうかと思っ
ている」
さらにこの意見、についての意見もだされています。
「山下さんは選択できる状態にいたいと言ったが、

やはり選択できる人とできない人といった能力の問題
もでてくるだろう。だからコンピュータを使うという
問題を選択の問題としては考えたくない。コンピュー
タの使用によってできあがる関係をどのように１対１
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パソコンを使える者一使えない者の関係力嘲１除の関

係や管理の関係を生んでしまうのではないか、という
議論に対し、パソコンを単なる文房具としてみてみた
いという意見がだされました。

「社会臨床学会でのパソコン使用はみんなに読みや
すいものを作っていける道具としての使用の段階だと
思っている。パソコン、ワープロを使用しない人が使
用している人に清書をたのむのは、字がきれいな人に
清書を頼むのと同じではないだろうか。そのように考
えれば、使える一使えないの関係は排除の関係として
見４§皿要はないと思う」
「文房具として使うと捉えている人は多いが、それ
と同時に、現在の社会では、文房具として使えという
規制が強くなっている。それ１；１：今使っていない人に
とっては強い強制になっている。こういう状況を考え
るならば、文房具として考えればそれでいいという議
論にはついていけない」
その他、道具というものはネットワーク社会などと
いった社会の文脈の中でどう位置づけられているかと
いう点をみなければならないのではない力噂々といっ
た議論が展開されました。

以上のような識論の柱の下に活発な討論がなされ、
約７時間にわたった学習会は終了しました。・
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＜映画と本で考える＞

『「開かれた病」への模索」を読んで

タイトルの「聞かれた病」と云う言葉に思わず

眼がとまってしまう。聞かれた病院とか開かれた
地域なら、よく目にとまる標題であるが、「開か
れた病」という標語に、思わずうまく付けたなあ
と感心した。
これは、「健常者」と「精神病者」との垣根を

こえて、誰もが遭遇しうる「病」として「精神
病」を位置付けたいと云う、筆者達の願いがそこ
に結集しているためであろう。精神衛生法から精
神保健法へと、ショック療法から薬物療法へと、
閉鎖病棟から開放病棟へと、病院治療から地域医
療へと、強制人院から任意入院へと、大幅に近年
の梢神医療が変わって来たことは確かである。院
内に様々な行事や生活療法をとりこみパラメデイ
カルのスタッフを増貝し、療法の多種多様化をを
図って来た事も確かである。
しかしながら、「病者」を再生産する管理社会

は、職場でも学校でも家庭でも、和変わらず不動
の権力を保持しており、又、入院すれば梢神病院
というところか院長を頂点とする管理のヒエラル
キーを形成しており、忠者はその最底辺として、
人権を大幅に制限されてしまう。そもそも、精神
保健法自体が、当事者である患者なる者に対して
権利を保障してもなければ、明記さえもしていな
い。主に指定医と保護者の権利義務ばかりが明記
され、患者不在の法であり、インフォームド・コ
ンセントなどは望むべきもない。本書のなかで、
詳しく述べられているが、法の運営の仕方自体
が、衛生法時代と同じで、｜日態依然、せっかく新
法となっても、開放化や自由化はうまく医療側に

・。ｊ圖・ｔ。ご馨

青 木 照 武

よって回避されている。法が変わっても、法の運
営が変わらなければ、事態は変わらないのと同じ
である。男女雇用機会均等法の場合と同様、有名
無実になる。
例えは、本書で暴露しているが、自分の意思で

入院したはずの任意入院患者の６０％近くが、実
は開放病棟ではなく、閉鎖病棟に入院させられて
いる事などは、どう見ても新法の主旨にあわない
が、だからと言って、任意入院患者は必ず開放病
棟で治療すべきとも法には明記されておらず、
色々と付帯条項や補足がついて、例外や留保か認
められているのが現状であり、そこをうまく利用
すれば、医療側も旧態依然のやり方を続けられる
わけである。
また、法によって閉鎖病棟にも設置されている

公衆電話にして｛お患者には現金を持たせないよ
うにしておけば、患者が電話をかけようと思うた
ひに、ナース・ステーションに許可をもらって、
そこからわざわざ十円玉を受けとらねはならなく
なり、しだいに思者はその手続きを面倒がり、自
然と電話の使用回数がへり、せっかくの公衆電話
も飾りものにおわってしまう。公衆電話を法通り
に設置しても、患者に使わせない、校いやり方は
いくらでもある。通信面会の自由にしても、実質
上は、保護者の要望によって、患者の親族以外の
ものからのものは患者に取次ぎがないようにして
いる病院が多い。外から、ｌ、者に電話をかけた場

合、かけた者が何者であるかを何度もチエックし
た後で、家族の者である事が判明してから、よう
やく本人につなぐ。こんな状況では、まして弁護

月鱈ヽごー【．．¶！・・●Ｉ，゛Ｖ月暦ヽヽ，ｊ-｜；．．¶｀・●●゛ぐ９鱈゜｀ご楯【ノ
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士との接触は患者には不可能に近く、病院側と家方か多い。訪問看護にしても来たけれは来ればい
族との双方の監視下におかれ、第三者に救いの手いという気持ちで冷め冷めと患者は受け入れてい
を 求 め る 事 は 患 者 に は 殆 ど 不 可 能 で あ る 。 る よ う で あ る 。 グル ープ ホ ーム 等 は 、 地 域 で の 患
任意病院についても、赤松氏が述べているよう者の生活を行政側がチェックし易くするための発
に、米国の場合とは違って、本人の入院の自由が想としか思えない。行政や医療や家族が患者の生
認められても、本人の入院を拒否する自由が実質活を監督し、日々チェックして、保護観察化のも
上。認められていない。米国の場合は、指定医と患とに置こうとするのに対し、患者本人にとってみ
者の意見か対立した場合、７２峙間の延期期間のれは、本当に本人が望む事だけをして欲しいとい
後、公聴会が開かれ、指定医側と患者の弁護側のうのが本音であろう。
双方の意見を斗わせた後、判事び）刈決によって入医療や家族にとってみれは、本人が社会生活に
退院が決められる。こういった裁判制の導入など再び適応できるようにしてやる事が自分達の義務
も、まだまだ現今の法のもとでは、我か国は立ちと受取りかちである。それに対し、疑惑と迷いを
遅 れ て い る と 思 う 。 治 療 者 の 側 か ら 提 示 し て い る の が 、 本 書 の 第 Ⅲ 章
近頃目立っのは、病院医療の多角化と地域医療の広瀬氏の論稿である。社会の良識・常識の圧力

の強化であろうか。院内では、デイケア、ナイトのもとに「発病」した患者を治療して、再びその
ホスピタル、作業療法、レクリエーション療法、圧力のもとに帰すことがいい事かどうか、筆者の
ＳＳＴを始めとする生活療法、集団心理療法な論述はためらいを繰り返す。結局、社会に対し、
ど、パラメデイカルスタッフを動貝して、医療の再適応か避難しかないのであるが、これは本人の
多角化が流行している。しかし、よ＜考えれば、能力や人生観や状況しだいであり、「本人、家
院長を頂点として准看護婦を末端とする院内のタ族、周囲との “作戦会議 ”の共有」の場を設定す
テのヒエラルキーを残したまま、薬物療法以外のるのが治療者のせいぜいできる事であろうか。
様々な療法を横に広げていっても、決して治療の具体的に適応する事だけが目的であれは、ＳＳ
権限の民主化にもならなければ、忠者本人の権利Ｔが確かに有効であろう。ソーシャル・スキル・
がそれによって拡大されるわけでもない。一見、トレーニングの略であるが、具体的な場を設定
様々な療法の中から患者の選ぶ送択肢か広がり、し、家族や上司や就職面接の相手などの前で本人
患者の自由が広がったように見受けるが、患者ががどのように振舞えば、人問関係をうまく泳いで
みずから要求して勝ちとったものではなく、患者マサツなくやりこなせるか、それを事前の役割
にとっては、医療仰Ｊがやりたけれはやらせてやるゲームで練習するというのは、如向にもアメリカ
といった、冷めた気持ちで受入れているに過ぎな的発想であるが、もし本当に社会復帰こそ目的だ
い と 思 う 。 と 思 っ て い る 患 者 が い た と す れ ば 、 こ う い っ た 生
地域医療についても、同様であろう。家族会を活療法もいいかもしれない。しかし、再適応自体

巾心とする作業所や授産所の経営の苦しさは忍びを問題にしている患者にとってみれば、これは有
ないが、センターにしろ、その他の地域施設にし難た迷惑であろう。
ろ、患者本人にとってみれは、やりたければやれ第Ｖ章では、寺田氏によって、或る女性患者が
ばいいといった他人事にすぎず、みずから通って紹介されている。きちんと筋道たてて文章を書け
いるというよりは通わせられているのに近い人のていない事で、寺田氏が文章の掲載を断った事

誦 ａ 叩 ． ｒ ？ ： ｀ - ． ． ， ≧ ｉ ａ ｉ ： 魚 甲 ． ｒ ７ ： ｀ ● Ｊ Ｉ 錨 ｉ 恥 甲 二 「＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿．．‥
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で、彼女とのきっかけが述べられている。私も一録病の人達の例があがっていないのが、少し気に

時患者誌を編集した事があるので、患者のまとまなった。被害妄想なら、こわい社会にわざわざ再
りのない文章については、なれっこになってい適応する必要なしで、それでつじつまが合うが、
る。これは薬物のせいで頭が働かない事のためで自信過剰の誇大妄想や繰の場合は、医療者はどう
もある。心の面でも余裕がなくなるので、-度頭あるべきなのかと首をかしげた。
に浮かんだ事をノートにメモして、それを読者に最後に、筆者の人達は心理療法家の人達が殆ど
わかりやすい順序に配列する余裕がなく、そのまであるが、院内で課せられる心理テストや心理療
ま頭に浮んだ通りに、それこそ自由連想に近い感法を、患者の人を不適応者として低く位置づける
じで繰り出してゆくので、接続詞は殆ど使われなための抑圧手段として見倣し、医師の指示を拒否
いし話題も次々と転じる。つまり、長年の抑圧さしっづけるとしたら、一体、心理家の院内での仕
れた生活や薬物のせいで、頭が思うように働か事は何になるかという事である。端から見れば、
ず、また、読者の事を顧みる心の余裕がないため何もしない人と映るかもしれないが、療法と療法
に、ただ自分の想いを述べるだけでせい一杯で、のはざま、院内と院外とのはざまで、患者の言い
独 白 の よ う な 文 章 に な り が ち な の で あ る 。 にくい 言 葉 や 気 持 ち を く み とる の が 、 心 理 家 の 役
他の処でも、本轡は他の患者を紹介している目と自覚し、ノン・オフィシアルな働きのうちに

が、大抵、それは被害妄想の人達で、誇大妄想や活路を見出されてゆくのであろうか。

ｊ綴圖゙４．。ｓ１１１１１１１；・．¶ｌｌ：・●●．１§移゙ 、゙．輿鐘圖゙ 、゙。ｓ１１１１１１１１ｒ．．！ｌ！ｌｌ-・１１電炉゙ ・゙．ｊａ１１１１゙ -゙゙ｑｌｌｌｌｌｒ・．４
６１



社会臨床雑誌第４巻第３号（１９９７．２．）一 一 一 一 -

召感応１羅；．．｀！！・●・、゛・、

＜映画と本で考える＞

ｊｌｌｌｌｋ噸１１１１’！ｌ・●・，゙ ・Ｊ蜃ヽ ｊｇ．

汀開かれた病」への模索』を読んで

１０乍前、「心理治療を間う」で皆さんが提起され
た問題は精神医療の中に身を置いている私にとって
も、逃げるわけにいかない重大なテーマでした。皆さ
んか以後の１０年をそのテーマにかかわって苦労して
こられたことかわかって、とても親しさを党えまし
たＪ
ざるを得ません。妥協、後退などくり返している自分
には鞭打たれる思いです。
大雑把に言って、同じ様な経路をたどっていると思
います。それは病を個の中にみるのではなく、社会、
特に文化ということからみていこうとされている点で
す。
私は社会の中で病者とつきあうことが多いのです
が、気がねのない仲間達だけの場所では彼等の顔つき
が一変するのを知りました。プレコクス感といわれた
独特のあの表情が消えてしまう。リュムケはあの表情
をもって分裂病の証拠としたのですが、私は前記のこ
とから周囲の圧力的情況に対する防術的な反応の表出
だろうと思いました。私達は、それと知らぬまに、現
代の社会文化的状況の価値観に分子的レベルで刺し貫
かれていますにれは私の若い友人の言襲です）。こ
れは一種の権力として個人を支配しています。フー
コーは差が権力だと言いましたが、まさにフーコーの
言う意味の権力にがんじがらめになっているのか、病
者ではないかと思うようになりました。この権力は
フーコー流に言えば、生活体に張りめぐらされた生産
網でもあり、必ずしもマイナス面ばかりではないので
すか、とにかく、病者（正確にはそういわれる人達と
いうことになりますが）が、気がねのない自由な空間
から甦ってくるのを私は見たのです。

金 松 直 也 （ 長 野 県 立 木 曽 病 院 精 神 科 ）

異質なものを何の評価もせず、そのまま受け入れる
空間、その様な空間の治癒力を信ずるようになりまし
た。他の経験からも私は「治療的でないことが治療的
なのだ」と言ったりしましたが、治療という言葉を使
う矛盾を指摘されました。いずれにしても４～５年前
から、そのような権力的でない小才士会を地域のあちこ
ちにっくる活動力叱晏だと思うようになりました。そ
れを「小地域社会文化を変える実践」と呼びました。
何年か前、やどかりの「社会復帰と精神医療」に巻頭
言をたのまれた時に椙＝いておきました。（社会復帰と
いう言葉は使いたくない言葉ですね）
御著書を読ませていただいて、大筋は私の体験して
きたことを襄打ちして下さったと思いました。資格化
されることで精神医療に位置づけられ医療経済の中で
患者を「もの」として扱うように強制されるだろうと
いうくだりでは、ウームとうなってしまいました。普

段何の気なしに過ごしている自分を思い知らされた次
第です。しかし、この資格化の問題をつきつめていけ
は、医療はなくなってしまうのではないかという疑問
につき当たります。
まだ、私が東京にいました頃、自己消滅活励という

ことにこだわったことがあります。この言葉は小坂英
世さんが私の主張をきいていて「先生の言うのは、自
己消滅活励ということですね」と言いました。小坂先
生はもうそのことを忘れておられるかもしれません
が、私にとっては生涯忘れ難い言葉として今もありま
す。
自分の立場が必要でなくなるように活動する意で

す。自分の専門をやさしく噛みくだして社会に返して
いく。本当の専門家とはそのように自分を解体しても

ａ ｉ ， 甲 ’ ・ ． ｒ ７ ： Ｉ ● ， Ｊ Ｉ ， 甲 ’ ． ｒ ７ ： Ｉ ● ， Ｊ ， 甲 ‘ ’ Ｊ
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解体してもさらに新たなテーマが目の前に現れて終わですが、そんな時こそ、内科医と同じ様に、私は白衣
るところがない人のことではないかと思います。自己を着て、毎日（形式的にでも）回診するのです。差が
消滅活動をつづけている人力噂門家なのではないかと権力だからという理由です。（話はそれますが、結構
思っています。
差が権力だと言うことに関して、白衣をぬぐ運動の
ことで感じたことを轡いてみたいと思います。私のと
ころにパート診療にきた若いＤｒがいました。優秀な

医師である彼は、私服で外来診察をしたのです。彼の
意図は権力の否定であり、私としてもそんな彼を尊敬
こそすれ、何の抵抗感もありませんでした。
ところがある患者力９！１火の如く怒ったのです。白衣

も着ないで俺を診たというのです。俺を精神病の患者
だと思っていいかげんに診たと言うのです。私はその
患者にその若いＤｒの気持ちを説明しました。しかし
彼はこう言いました。「特別なことを精神科だけやっ
てくれなくてもいい。他の科の患者と同じに扱ってく
れ」
単科の精神病院と総合病院の違いと言えばそれまで
です。
私に言わせれば、白衣が悪いのではなくて、白衣を

権力の象徴としかとれない状況が問題なのだと思いま
す。今の段階では、精神病院の中で白衣をぬぐ意味は
あります。でも、状況が違えばその意義も違ってきま
す。私の病院には梢神病床がありません。しかし、私
がやれると思った時には、精神分裂病も含めて、内科
な１＝ｆ他科の床室に入院していただいています。いわゆ
る混合病棟として空いているベッドを利用しているの

うまくいってます。精神科医の方カｔ話し易いので、隣
ベッドの患者さんも気軽に話しかけてくれて場合に

よっては私の患者の世話までしてくれることがありま
す）にれも病室という小地域社会文化を変え・る実践、
開かれた病への実践です）
私は異質な存在に対して、宗教的感受性でもない、
社会的感受性でもない第三の感受性が必要だと思って
います。病者に対する現在の対応の殆どは社会的感受

性によってなされています。異質なものを現代文化の
尺度で切っていかない新しい感受性を備えた文化の出
現はないものかと思います。
思いつくままに‘１！§｀葉足らずな思いをつづってきまし
た。あと２年で私も定年です。その時は医師という肩
轡きをぬいで今までおつき合いしてきた人々とやれる
のではと患っていました。しかし、この間、共同作業
所のメンバーと話し合っていて、まてよと思いまし
た。病院を辞めても皆は、精神科医としての私に何か
を期待してしまうのではないかと感じたのです。ま
あ、やってみれば何かがはっきりしてくるだろうと、
例によって、いいかげんな思考しかできない私は思っ
ています。

（金松さんの１１Ｆ評は、私信として運営委員の赤松宛
に寄せられたものですが、その内容から考えて、書評
として掲載することを金松さんに連絡し、了解をいた
だいて掲載しました。-ｉ編集者注）

１❼゙ ４，。ｊｌｌｌｌｌｌ；．．！１；・１●●ｉｂ笥芦゙ ９．ｊ９１１羅゙ -゙゚ ４圖１ｒ．．¶ｌｌ-｜●１§膠゙ ｔ゙・．ｊ礦鍵゙ -`ｓ！１薗｜ｒ．’４
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＜ “ こ こ の 場 所 ” か ら ＞

農 は ブ ー ム と な る か ？

ウシやプタなどの家畜は食と性の営みを完全に人間
に牛耳られている。その点ネコは違う。彼らぱハン
ター”としての役割を人間から期待されてきた。獲物
は農業の敵、ネズミである。人間から餌付けられ飽食
したネコは役に立たず、飢えに放置されたものだけが
ネズミを追う。ネコは半ば１酬生に生きる“半家畜”で
ある。
そのネコカｔ今はすっかり暇を託っている。都市化で
ｊｔｋ域から農業が後退し、穀物のガードマンとしての仕
事を失ったからだ。今や彼らは室内に幽閉され、ベッ
トフードを飽食しひがなうつらうっらしている。目の
前を横切るゴキブリにも食指は動かない。
「動物実験の廃止を求める会」という市民グルーブ

カ唾国７９自治体向けに実施したアンケート調査によ
ると、９５年度中、捨て。られたなどで自治体に引き取
られたネコのうち約３１万匹が殺処分されたという
（「毎日新聞」９６年１１月２６日付け朝刊）。一方東
京都の統計（１９８６年度）によれば、都内だけでも
ー一年間に約３万匹のネコが殺処分されている。

これらの事態に、従来から動物愛護団体は飼い主の
“無責任ざを批判し、避妊手術の徹底を主張してい

る。僕はこれらのキャンベーンに対し、避支ＩＥ＝ｉｌ１術は動
物の生に対するじゅうりんであり、“野良猫”のはい
かいする街がどうして悪いのかと主張してきた（ｌｌｉｌ）。
僕は農という営みが生き生きとし、したがってネコが
本来の生をおう歌できる街こそが、人間にとっても好
ましいと考えている。批判されなければならないの
は、飼い主の身勝手さではなく、人間そのものの身勝
手さ、つまり自然と生き物を放逐してやまぬ野放図な
都市化であるはずだ。

ｔＪｉ．’１１

Ｊミｔ！万゙ ：ド１

明峰哲夫（農業生物学研究室／やぼ耕作団）

この僕にかつて、ある動物愛護グループから“抗議

文”力咽いた。「街に捨てられたネコは餓死したり、車
にひき殺されたりしている。これを防ぐには避妊手術
の徹底しかない。野良猫を容認する主張は動物愛駿の
精神にもとる」と（注２）。
“動物愛護”とは何かが、僕と彼らとでは違うのだ

ろう。僕は動物の食と性への過度な管理こそが動物を
苦しめていると考えている。動物たちの自然性こそ尊
重されるべきで、そのためには人間は彼らに対し少々
遠慮しなければならないと思うのだ。つまり野良猫の
；ｉ￥在を・許せない過度な都市化こそ自制すべきなのであ

る。動物愛護グループには現在の都市や社会のあり方
に対する批判はほとんどなく、結局動物を無理矢理既
製の都市構造にはめこんでしまう。動物は人間の欲望
のしわよせを食っている。
僕がネコのことを考える理由はここにある。生き物
と人間との“共生”は、なによりも彼らに対する人間
の側の“譲歩”が不可欠である。だからけっしで譲
歩”しようとしない現在の都市という魔物に、断固と
しだ闘い”が必要なのだ。
現在ぱ植物ブーム”であるという。室内やヴェラ
ンダに置かれた一鉢の花。都市の中で暮らす人間に、

身近に生きるこれらの植物は確かに心の安らぎを与え
てくれる。
けれどもこのブームは、都市的生榴跳）孤独、わびし
さの反映でもあり、そこからは都市的空間に閉じ込め
られ疲れ果てた人間が浮かび上がってくる。
植物は物を言わない。エサもいらない。ウンチもオ
シッコもしない。焦がれるような繁殖への欲求を表現
することもない。整然として衛生的な都市ｌ妁秩序をけ

」 ｜ 」 」 」 - １ 」 」 - ‥ ｜ ｜ - Ｊ 」 ． ‥ ‥ １ 二 Ｊ Ｊ ， ： ＝ ゛ ＿ 『 … … … １ - こ ’ ， ｜ ぶ ぶ ４ １ 二
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注１「野良猫よ地に満ち溢れよ」「管理される動物た
ち」（拙著『やぽ耕作団』風涛社・１９８５年に所
収）。ネコに関してはその後「東京ネコ物語」（拙著
『都市の再生と農の力』学陽書房・１９９３年に所
収）を書いた。
注２ネコを“捨てる”場合は、充分ほ乳後自力で捕
食できるようになってから、と僕は考えている。

らなぜ農地が失われていくのか、農地を保全するには
どうしたらいいかを考えざるを得なくなる。庭先の園
芸は個的な営みで終始するが、農業は社会との接点を
持たざるをえない。
飼い主のモラル批判に終始する動物愛護運動も、コ
コロの癒しに囚われた植物ブームも生き物と人間との

共生を損なってしまう。そこでは人間の欲望の身勝手
さ力澗われないからだ。生き物と人間との共生は、人
間の際限のない欲望との闘いを抜きにありえない。
僕は９６年の秋、仲間たちと『街人たちの楽農宣言』
（コモンズ刊）を上梓した。この本は、都市の片隅で
耕す都市住民たちが「市民が耕す農」という新しい
ジャンルを“宣言”するものとなった。ここでは自ら
のカラダの養いを通じ、ココロの癒しを実現し、一方
で身近な街のありようについて具体的に提案しようと
するしたたかな都市人間の姿が描写されている。農は
けしてブームではな１、ゝ；６ｔ、今確実に都市に住む人間を
捕らえ始めているのである。

- 』 ， - - 」 」 - Ｊ - 』 ， 一 一 一 一 ， ｊ 」 」 。 一 - 一 一 」 - １ 」 ＿ 』 - 』 - Ｚ - - - 一 一 」 』 」 。 Ｊ Ｊ ． -
」 １ ＿ 「 ‥ 」 ‥ ｜ １ １ ， １ 」 １ 」 ， ‥ ‥ ‥ Ｌ ‥ １ - - - - - - - - １ - ｜ 犬 『 ： ∧ ト １ ， 』 ‥ ∧ ＿ １

して侵しはしないのだ。動物は人間の管理からはみ出で楽しめる。けれども農業は地域に存在する農地とい

ようともがく。人間はそんな動物から，おとなしくよう公共的な空間を必要とする。都市住民が農業を実践

り人間好みに見える植物へと情を移そうとしているのしようとすれば，土地を求めて行政や土地所有者とか

で あ ろ う か 。 人 間 の 身 勝 手 さ が こ こ に も 垣 間 見 ら れ け あ わ な け れ ば な ら な い 。 ま た そ の 過 程 で 都 市 の 中 か

る。

今 、 時 代 の キ ー ワ ー ド ぱ 癒 じ で あ る 。 人 間 は 植

物にも癒しを求めている。人間のココロを落ち着かせ

る香り高い “ ハーブ ” は だから人気が高い。そういえ

ば イ ヌ や ネ コ は も う “ ペ ッ ド で は な く 、 “ コ ン パ ニ

オン・アニマル ” と呼ぶ。人間とココロを通じ合わせ

る仲間というわけだ。けれども薄暗い、狭苦しい室内

に閉じ込めるという “ 苦 痛 ” を 彼らに強いて、人間の

ココロは本当に癒されるのだろうか。

一 方 で “ 癒 じ の 気 分 ぱ 逃 避 ” に つ な が り か ね な

い。自らのココロを癒さざるを得ない状況への闘いを

放棄しては、いつまでもココロの平安は実現されな

い。
“ 植 物 ブ ー ム ” の 延 長 に “ 園 芸 ブ ー ム ” が あ る 。 庭

先に花や木やハープを植える。園芸といっても野菜栽

培、つまり食糧の生産には必ずしもならない。都市人

間は自らのカラダの養いよりも、自らのココロの癒し

を優先させている。カラダとアタマはすっぽり都市に

奪われしまった。せめてココロだけは取り戻そうとも

がいている。

植物ブーム、園芸ブームだけれど、今のところ “ ア

グリ（農業）ブーム ” は起きそうもない。ココロにコ

コロを奪われた人々はカラダのことにはココロがいか

ない。でもココロの解放はカラダやアタマとの共々の

解放抜きにはありえない。

園芸は室内、ヴェランダ、庭先といった個的な空間

- 』 - 』 ＿ 』
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＜ “ こ こ の 場 所 ” か ら ＞

私 た ち に お 力 添 え を
ー 保 健 室 相 談 活 動 研 修 始 ま る ー

本誌にもご紹介くださっています雑誌「ちいさい・
おおきい・よわい・つよい」に、私も編集委員の一人
として関わっています。「社臨」の会員の皆さま方か
らもご執筆いただき、有難うございます。御陰さまで
この『ち・お』、とても好評のようです。特集“病気
もクセもわがままもみんなママのせい？”の企画にい
たっては、驚くべきの反響で、読者の皆さまからの“お
便り”で「ブックレット」が出来あがるほどです。子
育ての孤立や不安といったニーズにマッチしたので
しょう、これも社会現象の一つですね。
その『ち・お』の編集委員会の時でした。養護教員
の仲間から、“どこかで問題を取り上げていただけな
いないだろうがと、「資料」カ咽けられました。「保

健室相談活動研修会」報告です。嬉々として養護教員
が研修に参加しており、疑問を発することが場違いな
雰囲気を憂いての提起でした。編集委員会にて、「こ
ころの問題」や「心理テスト」・「カウンセリング」に
ついて特集を組むことをも含めて論識はしたのです

が、力及ばずです。やはり、行き着くところは、「社
臨」の存在でした。私たち養護教員の仲間に、ぜひお
力添えしてください。私がとりあえず誌面をお借りし
て、不充分ながらも話題提供の役を引き受けることに
しました。
実は、この「研修会」、今年度から文部省の新規事
業として各県でスタートしたものです。これまでも、
「ヘルスカウンセリング指導者養成講座」（闘「’ＩＥ１本学
校保健会」の「学校保健センター的事業」による）と
して、全国を３ブロックに分けて研修がおこなわれて
はいました。今回、その対象者を拡大し、内容を更に
充実させるために、゜文部省の「ヒナ型」にそって、各

北村美佳（東京都立小岩高校）

県実施となったわけです。参考までに、実施（開催）
要項にそって、「保健室相談活動研修会」の概要をご
紹介します。目的には、「いじめ・不登校・保健室登
校など児童生徒力噛える心の健康に関する問題の解決
が緊急な課題となっておりｊ呆健室における相談活動
が、解決のための重要な役割を果たしている。そのた
めに、養護教諭を対象として保健室における相談活動
の知識や技術の研修を行い、その資質の向上を図る。」
と、記されています。主催は、文部省と（卯ＩＥ１本学校

保健会、そして、開催県の教育委員会と学校保健会が
加わります。参加対象の選定については、「校長の推
薦」程度が一般的なようですが、中には、教育センター
の「精神保健上級講座」や市の「教育相談上級講座」
の各修了者で、各地区において指導的立場にある者
と、受講資格が特定されている県もあります。内容は、
講義（「ヘルスカウンセリング理論と実際」、「保健室
における相談活動と養護教諭」、（児童期・青年期にお
ける発達と心σ：）健康」・‥）と演習（ミニカウンセ
リング、心理療法、事例研究‥・）が、二日間おこ
なわれます。’ある県では、情報不足を補うためには、
心理テストも積極的に応用するようにと、数々の心理
テストが実際に試まれていました。（３つの願い、お
父さん・お母さんの好き嫌いテスト、文章完成法、エ
ゴグラムの類いは、保健室で利用しやすいものとし
て、ＹＧ性格テスト、ＰＦスタディ、動的家族画、バ
ウムテストについては訓練力ｉ必要なものとしてとりあ
げられています。）
文部省による学校へのスクールカウンセラー派遣事

業が開始されて２年目、臨床心理士への期待が寄せら
れています。この文部省の試行（調査研究委託実施）

」 ‥ ・ １ ， ． ｜ 」 - １ ， - １ １ １ １ 」 」 ＿ 二 … １ ， 「 - フ 「 ニ ‥ １ ， １ ・ 」 二 二 」 ， こ ． ＿ 二 二 ｜ ＿
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ １ １ ｀ １ １ １ １ １ 」 ｜ ｜ ‘ ｙ ｌ ｌ ト １ ＞ 八 丿 １ 子 丿 １

６６



社会ＩＳＩ床雑誌第４巻第３号（１９９７．２．）
- 』 ． - 」 - 』 - 』 - 』 - 』 - 』 - 」 - 』 - - 」 - Ｊ Ｊ - Ｊ Ｊ ← 』 ， - - 』 ← ｊ ← 』 ・ ＝ ４ ． ！ ’ ． -

」 … ‥ １ 」 」 」 」 」 」 １ 」 」 」 』 』 こ △ バ ｜ 』 』 」 』 」

を越えて、各県、市町村独自予算でもって、「すこやに前述した「ヘルスカウンセリング指導者養成講座小
か相談員」（埼玉）、「ゆとろぎ相談員」（千葉・市川市‥委員会）が設けられ、「ヘルスカウンセリング」の用
“ゆとり”どくつろぎ”をもたらすそうです）と称語概念、研修の目的、研修内容等についても審識がす

した相談員が配置されていく動きがあります。親や教すめられています。
員たちからも、専門家に相談したいという声は多く聞どうも、「心的」「心理学」‥・この世界には、罠に
かれ、スクールカウンセラーの配置で諸問題の解決へはまりやすいものがあるようです。都で９月に開催さ
の糸□がみっかるかのような錯覚や幻想のまかりとおれた「保健相談？乱肋研修会」にても、とりわけ若い養
る 学 校 状 況 で す 。 護 教 員 か ら は 、 「 校 長 が 研 修 に 出 さ せ て く だ さ っ た の
同時に、養護教員には、「心の問題」への対応者とでしっかり学びます。研修の機会が得られて恵まれて
して、その役割に期待が寄せられています。行政施策います。」と、講師の話に素直に耳を傾け、研修会を
として「養護教諭の職務」が重視されます。養ｌｌｉｊＳ吹諭賛美していたと聞きます。真面目さゆえに研修の怖さ
として相応しい十分な資質と能力を有する場合にあっを感じます。都の「学校保健審識会」において、“今
ては、養護教諭を保健主事にあてるようにと、「学校後の健康診断のあり方”として「、１１ヽの健康」に着眼し
教育法施；行規則」も改訂されました。保健主事「手当」た具体策が検討課題となっていることも気がかりなこ
も支給されようとしています。まさしく養護教諭の積とです。研修にあおられ、支配されていく養護教員の
極的活用です。このような背景のもとに、「養護教諭今日的状況にあって、少数たりとも、この間の動きに
の資質向上」が緊急の課題となり、現職研修の見直しめ１、ｂっばい抗っている仲間たちもいます。私も、各県
が望まれてきたのでしょう。「学校保健センター的事で開催されたこの「保健室相談活動研修会」の資料を
業」にて、“これからの養護教諭の研修体系および研収集し、問題を明らかにしていきたいと思っていま
修内容のあり方についで研究協識する「養護教諭研す。「社臨」の皆さま方にもぜひご覧いただき、私ど
修事業推進委員会」が現在設置されています。その中もにお力添えをなにとぞよろしくお願いいたします。
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＜ “ こ こ の 場 所 ” か ら ＞

ＣＯＳＭＯ生とのキャッチ・ボール

「最初の頃は、みんな真剣に話していて、辛くしん
どいことも同じように体験したんだなあ、私だけじゃ
ないんだなあと分かってうれしかったし、とっても良
かった。自分の過去のことは話したくなかったけど、
Ｉさんの話に眼がウルウルして、自分も思い切って話
してみようという気になった。ゼミでこんなことをし
ていると友達に話したら、クライ！ウザッタイ！と言
われたけれどね。でも、最近のゼミはツマンナイ！話
を冗談゛ｅ茶化したり、ノリだけで盛りあがるなんてツ
マンナイ。もっと、もっと、つっこんで話し合わなきや
面白くない。
叫びたければりいし、泣きたければ泣いてもいい。
ボロボロ、ホンネで語り合うゼミに戻ってほしいと思
う。心のそこにあるもの、つらいもの、を吐き出して
みんなと付き合いたい。みんな、これでいいとは思っ
ていないんだから。
アキさんも聞き役、進行役としての立場があると思

うけど、もっと、私たちにホンネの言葉をぷつけてほ
しい。」
これはゼミのメンバー、Ｍさんから４年前のある

日、手渡されたメモの一部である。
河合塾ＣＯＳＭＯ（大検コース）で「阿木ゼミ」（自分
と社会との関わりを考えるゼミ）を始めて、３ヶ月、
「自分史」をひとり一人、生い立ちから現在まで話し
てもらい、生徒と私がインタビューするという形式で
進行したものの、しだいにチグハグなふんいきになっ
ていた頃であった。話が予定時間をオーバーしたり、
単調な口調が続くと、ダジャレやマンガが、ＴＶの
ギャグのツッコミが入り、待って聞くということを放
棄してしまう。せっかく、深まりつつある話も、そう

阿 木 幸 男 （ 河 合 塾 コ スモ ）
した軽いギャグで、方向転換してしまう。生徒の自主
性と自由な発言を重んじ、意図的な方向付けをしない
ようにと思いつつも、軌道修正のために口をはさむ。
しかし、しばらくすると又、話はあらぬ方向に行って
しまう。生徒数人は常に教室の中を入ったり、出たり
と落ちつかない。

ある日、聞き役に徹し、あえて、発言がとぎれ、沈
黙が続いても黙っていることにした。すると、沈黙に
耐えきれなくなったのか、生徒が発した言葉は「誰か
しゃべれよ」であった。
Ｍさんのメモを読み返しながら、沈黙の表情から発
していた「メッセージ」をしっかりキャッチしていな
かったことに気づかされた。会話をキャッチ・ボール
にたとえるなら、ていねいに生徒にボールを投げよう
とするあまり、時として、こわごわ、投げていたので
はないのか。キャッチした手がいたくなるようなボー
ルを投げたくなるのを抑えたり、生徒を傷つけるので
はと恐れて、私自身、びくついていたのではないか。
ホンネのボールを彼らの胸元に投げ返すのを躊躇して
いたのではないか。

その日以来、ストレート、変化球、さまざまなボー
ルを彼らに投げることにした。これから社会に出て、
さまざまな人々と付き合うことになる彼らにとって、
さまざまな球種のボールをキャッチし、相手に投げ返
す練習をしておくことも必要であろう。なによりも、
私と生徒との間に信頼できる関係を築くこと、ホンネ
のボールを投げ合うキャッチ・ポールができるように
なることが大切なんだと思った。
これまで、次のようなテーマを取り上げた。「人種

差別」「ゲイとして生きる」「自分らしく生きる」「男

」 １ ， １ １ ‥ - ｜ 」 。 一 １ 」 - １ 」 。 １ ， １ 」 ‥ ： - - 」 … … ｜ し 一 一 ｊ - ， - ｜ 丿 ｜ 」 』 ， 二 二- Ｉ - ■ ＝ ● ４ ｒ -

６８
｜ ・ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ １ ’ ｜ 。 １ 一 で ’ ｜



ネ：１：会臨床雑誌第４巻第３号（１９９７．２．）

- 』 ， 」 - 』
１ １ １

」
１

一 一
Ｉ Ｉ

- 』 」
「 １

- 』
｜

- １
「

」

｜

」
｜

- 』
ｊｌ

-

６９

」 ＿ 』
１ １

- 』
１

子がない。疲労と眠気のため、１５人が半分に減って
いた。とことん話し合おうということだったので、生

徒がもう止めよう、と言うまでは席を離れまいと私は
決めていた。人数は４人になり、時計は３時を少しま
わった頃であった。寝に行ったと思っていたＮくんが
入って来て、これから話しますと言うので、びっくり。
「ぼくはレポートを引き受けたものの、人が多いと

話せないんです。４、５人なら、安心して話せるので、
通っていた夜間中学での体験について話します。」
小学校４年から学校に行きたくなくなり、閉じこ
もっていたんＮくんが、通い始めた夜間中学は、自分
のペースで、自分の使用したいテキストのどの部分か
らでも学べ、他の人たちと比較されない点が良かった
と言う。学校ではいつも比較され、ここが分かんない、
と思っているうちに置いてけぼりにされてしまう。そ
の点、夜間中学は年令や職業、背景が違う人たちが、
学びたくて、それぞれのペースで学びにやってくるの
で、Ｎくんも、気が楽だったとのこと。
時間はすでに４時をまわったいた。Ｎくんとの
キャッチ・ポールができた充実した思いで、私は教室
の片隅のふとんの上に横になった。

」 、 」 Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ 一 一 一 一 」 一 一 Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ 。 一 一 一 」 ‥ … - Ｉ Ｊ Ｊ Ｊ -
」 １ １ 」 」 １ 」 ＿ ＿ ‥ １ ＿ 」 」 １ １ １ ＿ ｊ ｌ 「 ｌ 」 １ 、 １ 」

ら し さ 、 女 ら し さ って 何 ？ 」 「 水 俣 病 か ら 見 る 日 本 の Ｎ く ん の レ ポー ト を 基 に 話 し 合 う こ と に な っ た 。 夜

戦後」「いじめ」「理想の学校とは？」「過食・拒食に１０時から始まったＴさんのレボートと討論は夜中の

ついて考える」「 “ 傷 つくのがこわい ” 「 やさしさ」世１時まで続き、予定していたＮくんはレポートする様

代の若者たち」「従軍慰安婦について考える」「障害者
にとっての性」「チェルノブイリ風下の人々」「常識を
疑ってみよう」「青い眼・茶色い眼」「自発的服従につ
いて考える」等。
毎週木曜日、ＰＭ６：５０～８：２０教室で話し合った

後、ＣＯＳＭＯ近くの茶店か居酒屋へ場を移し、１１時近
くまで、話す。ゼミのテーマの延長の会話になること
もあるが、多くの場合、それぞれが考えていること、
近況などである。教室の中では机を全員の顔が見える
ように並びかえたり、４、５人の小グループに分かれ
て座るようにするが、出たり入ったりするのは毎度の
こと。しかし、茶店や居酒屋では彼らは落ちついたの
である。つくづく、教室という場の雰囲気になじまな
い生徒がいること、彼らにとって安心できる場って何
だろうか、考えさせられてしまう。机と椅子があるこ
とを当然と考えて来た私自身の「常識」を疑ってみる
こと硝峯≧鵬のだろう。
１１月９・１０日ＣＯＳＭＯ教室内にふとんと寝袋を持

ち込んで討論合宿をした。テーマは「自分らしく生き
る」（理想１）学校とは」。生徒が食事の準備をし、「理
想の学校とは」の討論は生徒が進行役をし、Ｔさんと

- 』 - 』
１

＿ 』

｜



編集後記
この第４巻３号で第２期の雑誌編集分は基本的には終わりになる。でも、第５巻１号までは、第２

集委員会で請け負うことになっている。次号の掲載内容はすで１こほぼ決まっており、原稿が届くのを待っ
ているという状況に近づいている。

雑誌の編集と同時にニュースの編集も忙しくなりそうだ。４月の第５回総会（静岡）に向かっている
ことや、資金運営上、雑誌とニュースを同時発送しようとしているため、期限に敏感にならざるを得なく
なっているのだ。

いつも、今度は絶対に期限通りに発行しようとするのだが、結局予定通りになったものは一度もな
かったような気がする。‥が、今回と次回はきちんと仕上げたいものだ。

ただ、それにしても、いつも遅れてしまう発行にもかかわらず、辛抱強く待ってくれる著者の方々Ｊぐ＝
こころよく広告を出して応援してくれる出版社の方々には、心から感謝したい思いと、申し訳ないという
思 い が 錯 綜 し て い る 。 （ 三 輪 ）

編集長の三輪さんから「編集後記を書いてくれ」と頼まれ、「アレ、私って、編集委員だったのか」と
いた。そういえば，最初の運営委員会でそんなふうに決められていたっけ。責任者なら

である。というわけで，またまた三輪さんや平井さんにオンブにダッコでこの号が完成した。
編集後記と一緒に，「裏表紙の英文の目次も作ってください」と三輪さんから頼まれたが，「それ
原さんに頼んだら」と答えたところ，「彼，関西あたりをフラフラしていてつかまらない」とのこと。
「では，山下さんはどう」と聞いたら，「彼，病気でフラフラしてるからダメでしょう」という。この学
会，みんなそれぞれフラフラしている。
英文を書くのは，イギリス人の囲碁友だちと文通しているくらいのもの。囲碁用語は日本語を使う。
”ＴｈｉｓＫＯｉｓｖｅｒｙｂａｄ．とか”ｌｈａｄｔｏｕｓｅｔｈａｔＪＯＨＳＥＫｌｉｎｔｈｉｓｃａｓｅ．てなぐあい。肝心なことばが日本語だか

ら，轡きやすいし，それでもって外国人と文通しているとなればカッコイイ。文法的にどれほどまちがっ
た文を書いても，むこうは訂正してくれない。こちらは外国人なんだから，意味さえ通じればいいし，柚
はきわめて察しのいい人で，こちらの意図を汲んで，ちゃんと返事をくれる。
「学会誌の英文目次なんて書いたことがないけど，どうせ外国人も日本人も誰も読まない箇所だから，

メチャクチヤでいいなら私が書きましょう」と答えたら，即座に「そんじゃあ，僕が沓きます」と三輪さ
ん。私の無責任ぶりをビンの感じたのであろう。さすが，察しのいい名編集長である。
ともあれ校正をして，全部の論文を読み，どの論文にも共感した。人間やシステムのことが分かるし，

猫のことも分かるし，この雑誌はすぱらしいと自画自賛。私は委員をやっていて幸せだなあと感じた。
（佐々木賢）

編集後記を轡く段階になるといよいよ雑誌の全体が見えてきます。その時，人よりも先に原稿を読める
快楽を感じるのと共に，「アレ，俺って，編集委員だっけ？」という疑問が沸々とわいてきます。今回も
いろいろトラブルがありましたが，何とかみなさんのお手元に届けることができるかと思いほっとしてお
り ま す 。 （ 平 井 ）

７０
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精 神 医 療
■「精神医療」既刊■
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２．。９．＝共同作業精神医療の現在
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『桶神医療丿編集委員会編
Ｂ５判・並製・定価１９００円

１（４（。４．＝宗教と精神医療

［巻頭言］○藤沢敏雄

ｌｕ会１癒し・信仰・精神の病い
○芹沢俊介 ×生村吾郎 ×小川恵〉く藤沢敏雄
近代における「民間」精神病収容施設の実像一兵庫県でのフィールド・ワークを通して
○岩尾俊一郎・生村吾郎・吉田貴子
何かが毀れてしまった一精神科の診療からＯ中川善資
「説得」の精神病理一カルト問題をめぐって○高橋紳吾６号○特集＝方言で語る精神医療

わ が 国 に お け る 「 社 会 復 帰 」 論 争 批 判 ⑧
一中間施般論争○浅野弘毅

［連載］続・ガンバロー会の人びと○仲野実

［書評］『病いの語り一慢性の病いをめぐる臨床人類学』／
アーサー・クラインマン著○浅野弘般
「精神科デイケアの実践的研究」／
浅野弘毅著○黒川洋治

〔コラム〕田舎のインド料理歴さん○大森和広／商売仇○岩井圭司
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社会臨床ｓ。ｕ-ｘ全・・ざ巻ｓ
日本社会臨床学会編

臨床心理学・心理臨床の自己検証と「資格・専｜；３９性と
は何か」 「人間・臨床・社会」にかかわる今日的

影 書 房

各巻２８００円十税

Ｐｈｏｎｅ（）３-ミ５３８９・０５３３，４Ｆａｘ２５２５８９-０５３５

振替００１７（）-４-８５０７８

テーマを新たに多様に掘り起こす新シリーズの誕生１

【第／巻】「開かれた病」への模索

【第２巻】

精神医療の現状を現場から報告しながら、「精神病」を「開かれ
た病」へとするための実践と思索の過程を呈示。
序章／第１章：精神医療状況は何故かわらないのか／第１１章：閉
鎖的精神病棟を越える動きと限界／第川章：生活の中での精神科
臨床を問う／第ＩＶ章：治療関係の問題性とその展望／第Ｖ章：
「開かれた病」への関係を求めて／精神衛生・保健対策年表

学校カウンセリングと心理テストを問う
【「生涯学習路線」を間いつつ】生涯学習社会を出現させようと
する国家の意図の中で、学校におけるカウンセリングや心理テス
トはどのように位置づけられてゆくのか。未来への予測と現状へ
の警告。まえがき／第１章：学校教育相談と生徒指導の戦後史／
第１１章：学校カウンセリングの現状と問題／第１１１章：心理テスト
と教師の心性／第ＩＶ章：生涯学習路線とカウンセリング

【第ヨ巻】施設と街（・）・よとまど回琵訟
“ノーマライゼーション ” が 叫 ぱ れている今日、２０年前「府中テ

ン ト 闘 争 」 を 行 い 、 脱 施 設 と 施 設 改 善 を 訴 え た 彼 ら は 今 何 を 考 え
て い る の だ ろ う か 。 第 １ 章 ： 「 府 中 テ ン ト 闘 争 」 と は な に か ／ 第
１１章：施設から地域へ／第１１１章： “開かれた ’施設づくりへの参
加／第ＩＶ章：街の生活から施設改善運動へ／第Ｖ章：障害者と共
に／第ＶＩ章： “ ノ ーマライゼーション ’ の い ま

【第¢巻】人間・臨床・社会
人間のこころを対象とする「臨床」をさまざまな角度から捉え返
し、その現代的意味、生活における臨床、社会的分脈における臨
床を考える。第１章：情報資本主義のなかの臨床の知／第１１章：
社会臨床論序説一生活における臨床とは何か／第１１１章：「高齢化
社会」の反教育学／第ＩＶ章：「臨床」の歴史性と社会性／第Ｖ章
：「Ｊｉ！き者世代」の心意識／第ＶＩ章：＜少年＞という装置

・執筆者：赤松晶子・我妻夕起子・井上芳保・小沢牧子・斎藤寛・佐々木賢・篠原睦治・
武田秀夫・寺田敬志・戸恒香苗・中島浩簒・根本俊雄・野本三吉・波多江伯夫・林延哉・
平井秀典・広瀬隆士・古井英雄・三輪寿二・山下恒男（５０音順・敬称略）

１６４東京都巾野区中野５・２４・１６
中野第ニコーポ２０１号
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